
第
三
節

小

第
一
章
問
題
の
所
在

第
二
章

O
E
C
D
、
E
u
及
び
I
F
A
に
お
け
る
議
論

第
一
節

O
E
C
D
、
E
u
の
報
告
書
と
有
害
な
租
税
競
争

第
二
節

I
F
A
報
告
書

第
三
章

R
I
C
及
び
R
E
I
T
に
対
す
る
国
際
課
税
の
側
面
ー
合
衆
国
の
経
験
の
分
析
I

第
一
節

R
I
C
及
び
R
E
I
T
を
め
ぐ
る
内
国
歳
入
法
上
の
扱
い

第

一

款

沿

革

第
二
款

R
I
C
及
び
R
E
I
T
の
概
要

第
一
＿
節

R
I
C
及
び

R
E
I
T
に
対
す
る
租
税
条
約
上
の
扱
い

第
一
款
米
白
租
税
条
約
議
定
書
の
改
訂
過
程
に
お
け
る
議
論

第
二
款
租
税
条
約
へ
の
制
限
規
定
の
導
入

ー
．
米
独
租
税
条
約
第
一

0
条
|
|
ド
イ
ツ
の

K
a
p
i
t
a
l
a
n
l
a
g
e
g
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
の

扱

い

ー

2

．
米
蘭
租
税
条
約
第
一
0
条
~
オ
ラ
ン
ダ

B
e
l
e
g
g
i
n
g
s
i
n
s
t
e
l
l
i
n
g

の
扱
い
ー

3
．
米
ル
ク
セ
ン
プ
ル
グ
租
税
条
約
改
訂
過
程
に
お
け
る
新
た
な
議
論
の
展
開

ー

ニ

重

免

除

(
d
o
u
b
l
e
e
x
e
m
p
t
i
o
n
)

の
制
限
か
、
対
米
投
資
の
促
進
か
I

括

宮

本

十

至

子

投
資
フ
ァ
ン
ド
課
税
の
国
際
的
側
面
に
つ
い
て

ニ
八
二

（
一
四
七
四
）



投
資
フ
ァ
ン
ド
課
税
の
国
際
的
側
面
に
つ
い
て

第
一
章

第
四
章
我
が
国
に
お
け
る
現
行
法
の
枠
組
み
の
下
で
の
議
論
と
今
後
の
展
望

第
一
節
現
行
租
税
条
約
に
お
け
る
フ
ァ
ン
ド
投
資

(
i
n
b
o
u
n
d
•

outbound)
課
税
の
扱
い

第
一
款
日
英
租
税
条
約

第
二
款
日
ル
ク
セ
ン
プ
ル
グ
租
税
条
約

第
三
款
日
仏
租
税
条
約

第
二
節
日
本
の
投
資
家
に
よ
る
外
国
投
資
フ
ァ
ン
ド
ヘ
の
投
資

第
一
款
国
内
支
払
者
を
媒
介
と
し
た
フ
ァ
ン
ド
投
資

ー
．
契
約
型
の
投
資
フ
ァ
ン
ド

2
．
会
社
型
の
投
資
フ
ァ
ン
ド

第
二
款
国
内
支
払
者
を
媒
介
と
し
な
い
フ
ァ
ン
ド
投
資

第
一
二
款
租
税
条
約
上
の
扱
い

第
四
款
外
国
不
動
産
投
資
信
託
課
税
は
ど
う
な
る
か

第
三
節
非
居
住
者
に
よ
る
日
本
の
投
資
フ
ァ
ン
ド
ヘ
の
投
資

第
一
款
日
本
の
投
資
フ
ァ
ン
ド
の
概
要

第
二
款
非
居
住
者
に
よ
る
投
資
フ
ァ
ン
ド
を
め
ぐ
る
課
税

1
．
パ
ス
ス
ル
ー
型
フ
ァ
ン
ド

2
．
ペ
イ
ス
ル
ー
型
フ
ァ
ン
ド

第

四

節

小

括

第

五

章

む

す

び

問

題

の

所

在

我
が
国
で
は
金
融
ビ
ッ
ク
バ
ン
の
一
環
と
し
て
、
金
融
シ
ス
テ
ム
の
改
革
が
行
わ
れ
、
新
た
な
仕
組
み
に
よ
る
金
融
商
品
が
供
給
さ
れ

つ
つ
あ
る
。
な
か
で
も
小
口
の
投
資
家
か
ら
資
金
を
集
め
、
そ
の
資
金
を
ま
と
め
て
対
象
資
産
で
運
用
し
、
そ
の
リ
タ
ー
ン
を
投
資
家
に

ニ
八
三

（
一
四
七
五
）



（
一
四
七
六
）

(
1
)
 

分
配
す
る
と
い
う
投
資
フ
ァ
ン
ド
が
注
目
を
集
め
、
そ
の
ビ
ー
ク
ル
と
し
て
、
組
合
、
匿
名
組
合
、
信
託
、

S
P
C
等
が
利
用
さ
れ
て
き

た
。
ま
た
、
日
本
の
投
資
家
が
合
衆
国
株
式
や
不
動
産
に
投
資
す
る
場
合
に
、
合
衆
国
の
ミ
ュ
ー
チ
ャ
ル
フ
ァ
ン
ド
や
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
を
利
用
し
た
投
資
は
従
来
か
ら
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
き
た
。
こ
こ
数
年
、
不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
、
商
品
フ
ァ
ン
ド
法
、
特
債
法
、

(

2

)

(

3

)

 

投
信
法
の
制
定
な
い
し
は
改
正
が
行
わ
れ
、
我
が
国
の
集
団
投
資
ス
キ
ー
ム
を
め
ぐ
る
環
境
は
め
ま
ぐ
る
し
く
変
わ
っ
た
。
さ
ら
に
、
我

が
国
の
投
資
家
は
国
内
の
投
資
フ
ァ
ン
ド
の
み
な
ら
ず
、
ル
ク
セ
ン
プ
ル
グ
籍
を
は
じ
め
と
す
る
外
国
投
資
フ
ァ
ン
ド
ヘ
の
投
資
を
行
っ

て
き
た
。
最
近
で
は
、
海
外
の
機
関
投
資
家
に
よ
る
日
本
の
不
動
産
や
株
式
へ
の
投
資
も
増
え
つ
つ
あ
り
、
そ
の
投
資
は
直
接
的
な
投
資

だ
け
で
な
く
、
ビ
ー
ク
ル
を
利
用
し
た
間
接
的
な
投
資
に
も
及
ん
で
い
る
。

(
4
)
 

さ
ら
に
、
我
が
国
で
も
不
動
産
投
資
信
託
（
日
本
版
R
E
I
T
)
が
二

0
0
0
年
―
一
月
末
の
改
正
投
信
法
の
施
行
に
よ
り
解
禁
さ
れ

た
。
最
近
の
情
報
に
よ
れ
ぱ
、
こ
れ
に
あ
わ
せ
て
大
手
不
動
産
会
社
、
金
融
機
関
、
証
券
会
社
が
相
次
ぎ
日
本
版
R
E
I
T
に
参
入
し
、

不
動
産
会
社
と
金
融
機
関
が
共
同
で
運
用
会
社
を
設
立
し
た
り
、
ア
メ
リ
カ
系
金
融
会
社
が
運
用
会
社
に
商
品
設
計
等
の
助
言
を
決
め
た

(
5
)
 

り
、
さ
ら
に
東
京
証
券
取
引
所
は
日
本
版
R
E
I
T
の
流
通
市
場
を
二

0
0
一
年
三
月
を
目
途
に
開
設
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
不
動
産

を
千
人
以
上
、

業
界
は
、
今
後
数
年
で
十
兆
円
規
模
の
市
場
へ
の
成
長
を
見
込
む
と
と
も
に
、
東
京
証
券
取
引
所
も
流
動
性
を
高
め
る
た
め
、
投
資
家
数

(
6
)

（

7
)
 

フ
ァ
ン
ド
一
口
の
最
低
純
資
産
額
を
五
万
円
に
設
定
す
る
予
定
と
い
わ
れ
て
い
る
。
日
本
版
R
I
C
で
あ
る
証
券
投
資
法

人
の
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
合
衆
国
生
ま
れ
の
日
本
版
R
E
I
T
が
果
し
て
日
本
の
投
資
環
境
に
う
ま
く
定
着
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
、

必
ず
し
も
予
断
を
ゆ
る
さ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
と
に
か
く
日
本
版
R
E
I
T
は
動
き
は
じ
め
た
。
そ
う
な
る
と
、
合
衆
国
の

R
E
I

T
市
場
と
同
様
に
非
居
住
者
に
よ
る
日
本
版
R
E
I
T
へ
の
投
資
が
当
然
予
想
さ
れ
る
。

本
稿
は
、
そ
う
し
た
我
が
国
の
金
融
改
革
以
後
の
投
資
環
境
の
変
化
、
特
に
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
伴
う
課
税
問
題
を
主
と
し
て
扱
う
。
従

関
法

第
五

0
巻
第
六
号

ニ
八
四



投
資
フ
ァ
ン
ド
課
税
の
国
際
的
側
面
に
つ
い
て

あ
る
問
題
解
決
の
糸
口
を
発
見
す
る
こ
と
が
焦
眉
の
急
で
あ
る
。

二
八
五

来
か
ら
日
本
の
投
資
家
に
よ
る

R
I
C
等
の
ビ
ー
ク
ル
を
介
し
た
外
国
へ
の
間
接
的
な
投
資
は
行
わ
れ
て
い
た
が

(outbound
な
投

資
）
、
非
居
住
者
に
よ
る
我
が
国
の
投
資
信
託
へ
の
投
資
及
び
今
後
は
非
居
住
者
に
よ
る
日
本
版
R
E
I
T
等
へ
の
投
資

(inbound
な

投
資
）
が
増
え
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
よ
り
も
非
居
住
者
に
よ
る

i
n
b
o
u
n
d
な
投
資
を
歓
迎
す
る
よ
う
な
環
境
作
り
が
、
今
こ

そ
待
た
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
な
る
と
、
ク
ロ
ス
・
ボ
ー
ダ
ー
な
投
資
フ
ァ
ン
ド
に
伴
う
課
税
問
題
は
避
け
て
通
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
こ
う
し
た
投
資
環
境
の
変
化
に
対
し
て
、
現
行
の
我
が
国
の
国
内
法
制
、
国
内
税
制
及
び
租
税
条
約
は
余
り
に
も
未
整

備
で
あ
る
。

投
資
フ
ァ
ン
ド
課
税
の
国
際
的
側
面
を
論
ず
る
に
際
し
、
従
来
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
国
際
的
二
重
課
税
の
排
除
と
同
時
に
、
逆
に
国
際

的
二
重
免
除
の
便
益
を
い
か
に
制
限
す
る
の
か
と
い
う
問
題
が
新
た
に
問
わ
れ
る
。
ま
た
、
租
税
条
約
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
ど
の
よ
う
に
考

え
、
も
し
ア
ク
セ
ス
が
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
ど
の
よ
う
に
条
約
便
益
を
制
限
す
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
う
難
問
の
解
決
が
問
わ
れ
つ
つ

あ
る
。
投
資
フ
ァ
ン
ド
は
、
従
来
ま
っ
た
＜
予
想
も
し
な
か
っ
た
課
税
問
題
を
次
か
ら
次
へ
と
随
伴
す
る
に
及
び
、
国
際
的
に
整
合
性
の

本
稿
は
そ
う
し
た
難
問
に
内
在
す
る
問
題
点
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
可
能
な
か
ぎ
り
望
ま
し
い
解
決
の
方
向
を
模
索
す
る
と
こ

ろ
に
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
豊
富
な
経
験
を
有
す
る
合
衆
国
の
国
内
法
及
び
租
税
条
約
を
分
析
す
る
と
と
も
に
、
我
が
国

の
数
少
な
い
関
連
租
税
条
約
を
比
較
法
的
に
検
討
し
た
後
に
、
我
が
国
に
と
っ
て
望
ま
し
い
制
度
設
計
の
枠
組
み
を
提
示
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。

（
一
四
七
七
）



報
告
書
で
は
国
境
を
越
え
た
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
投
資
に
つ
い
て
、
直
接
的
投
資
と
フ
ァ
ン
ド
を
媒
介
と
す
る
間
接
的
投
資
と
を
比
較
し

(10) 

て
い
る
。
後
者
の
場
合
、
し
ば
し
ば
投
資
家
が
リ
タ
ー
ン
を
受
取
る
ま
で
に
追
加
的
課
税
が
行
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
間
接
的
投
資
と
直
接

(11) 

的
投
資
を
税
法
上
同
列
に
扱
う
た
め
に
、
各
国
は
さ
ま
ざ
ま
な
方
式
で
フ
ァ
ン
ド
を
導
管
的
に
扱
う
措
置
を
採
用
す
る
。
こ
の
措
置
の
論

(12) 

ま
た

O
E
C
D
は
、
有
害
な
租
税
競
争
に
関
す
る
基
本
的
指
針
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
各
加
盟
国
が
と
る
べ
き
国
内
法
及
び
租

税
条
約
の
枠
組
み
を
提
示
し
、
か
つ
具
体
的
な
項
目
に
つ
い
て
勧
告
を
行
っ
て
い
る
。

O
E
C
D
は、

(13) 

も
有
害
な
租
税
競
争
の
一
っ
と
し
て
標
的
と
し
て
い
る
が
、
報
告
書
で
は
必
ず
し
も
な
ぜ
有
害
な
の
か
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、

O
E
C
D
が
な
ぜ
一
定
の
投
資
フ
ァ
ン
ド
を
「
有
害
」
と
扱
う
の
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
投

資
フ
ァ
ン
ド
課
税
の
法
的
限
界
が
明
ら
か
に
な
る
。

(14) 

例
え
ば
、
合
衆
国
を
は
じ
め
各
国
に
お
い
て

R
E
I
T
の
よ
う
な
投
資
フ
ァ
ン
ド
が
タ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ル
タ
ー
と
し
て
利
用
さ
れ
た
結

果
、
そ
れ
を
国
内
法
で
規
制
す
る
動
き
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
投
資
フ
ァ
ン
ド
は
居
住
者
の
み
な
ら
ず
、
非
居
住
者
に
と
っ
て
も
課
税

拠
は
、
直
接
的
投
資
と
間
接
的
投
資
間
の
租
税
中
立
性
に
あ
る
。

析
の
基
準
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

(8) 

O
E
C
D
は
集
団
投
資
フ
ァ
ン
ド
の
課
税
問
題
に
つ
い
て
一
九
七

0
年
代
か
ら
取
り
組
ん
で
お
り
、

基
づ
く
基
本
的
枠
組
み
を
提
示
し
た
報
告
書
を
公
表
し
て
い
る
。

O
E
C
D
は
投
資
フ
ァ
ン
ド
課
税
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
視
点
を
分

第
一
節

O
E
C
D
、
E
u
の
報
告
書
と
有
害
な
租
税
競
争

第
二
章

O
E
C
D
、

関

法

第

五

0
巻
第
六
号

E
u及
び
I
F
A
に
お
け
る
議
論

一
定
の
投
資
フ
ァ
ン
ド
に
つ
い
て

一
九
九
九
年
に
は
実
証
的
研
究
に

ニ
八
六

（
一
四
七
八
）



①
 

投
資
フ
ァ
ン
ド
課
税
の
国
際
的
側
面
に
つ
い
て

置
で
あ
る
。

ニ
八
七

繰
延
な
い
し
は
二
重
免
除
の
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
か
ら
魅
力
的
な
も
の
と
し
て
み
ら
れ
て
き
た
。
ま
た
、
租
税
回
避
目
的
で
投

(15) 

資
フ
ァ
ン
ド
と
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
プ
ン
を
巧
み
に
組
み
合
わ
せ
る
ス
キ
ー
ム
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
象
に

(16) 

対
し
て
、
最
近
O
E
C
D
及
び

E
U
は
、
こ
れ
に
対
抗
す
る
動
き
を
強
め
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
が
有
害
な
租
税
競
争
に
対
抗
す
る
一
連
の
措

こ
れ
ら
の
対
抗
措
置
の
根
底
に
あ
る
考
え
方
は
、
労
働
と
比
べ
て
資
金
は
、
そ
も
そ
も
税
制
、
特
に
租
税
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
プ
に
敏
感
に

反
応
す
る
性
質
を
有
し
、
そ
う
し
た
措
置
の
改
廃
が
あ
れ
ば
、
即
座
に
投
資
場
所
を
移
動
す
る
こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
逃
げ
足
の

速
い
」
所
得
が
こ
れ
で
あ
る
。
そ
う
し
た

capital
m
o
b
i
l
i
t
y
に
つ
い
て
の
対
策
を
放
置
す
る
こ
と
は
、
最
終
的
に
は
税
負
担
の

l
a
b
o
u
r

へ
の
シ
フ
ト
を
強
い
る
こ
と
に
鑑
み
、

O
E
C
D
等
は
勧
告
と
は
い
え
、
か
な
り
強
硬
な
姿
勢
を
示
し
つ
つ
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
有
害

な
租
税
競
争
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
本
来
金
融
税
制
の
み
な
ら
ず
、
す
べ
て
の
税
制
が
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
な
る
は
ず
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
金
融
税
制
だ
け
が
集
中
的
に
と
り
あ
げ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、

O
E
C
D
が
な
ぜ
金
融
税
制
だ
け

(17) 

を
標
的
に
し
た
の
か
、
ル
ク
セ
ン
プ
ル
グ
及
び
ス
イ
ス
の
疑
問
又
は
反
対
意
見
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
あ
え
て
勧
告
の
発
表
に

踏
み
切
っ
た
の
か
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
り
、
そ
こ
に

O
E
C
D
の
強
い
意
思
の
表
明
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

O
E
C
D
が
な
ぜ
投
資
フ
ァ
ン
ド
を
標
的
と
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

E
U
は
も
っ
と
強
硬
な
ス

タ
ン
ス
を
示
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
先
に
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
。

E
u
の
行
動
要
網
グ
ル
ー
プ
〔
C
o
d
e
of C
o
n
d
u
c
t
 G
r
o
u
p
 

(18)

（

19) 

(
B
u
s
i
n
e
s
s
 T
a
x
a
 g
 
n)
〕
は
、
集
団
投
資
フ
ァ
ン
ド
の
査
定
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
行
わ
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
以
下
の
投
資
フ
ァ
ン

(20) 

ド
を
有
害
な
租
税
競
争
の
具
体
例
と
し
て
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
て
い
る
。

M
u
t
u
a
l
 F
u
n
d
s
 /
 Portfolio Investment C
o
m
p
a
n
i
e
s
 
(Greece) 

（
一
四
七
九
）



③
の
投
資
フ
ァ
ン
ド
は
、

ス
パ
レ
ン
ト

①
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
こ
れ
ら
の
フ
ァ
ン
ド
の
所
得
は
、

⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② 

I
n
v
e
s
t
m
e
n
t
 f
u
n
d
s
 

(
B
e
l
g
i
u
m
)
 

Special r
e
g
i
m
e
 for i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
 f
u
n
d
s
 

(Italy) 

Specified collective i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
 u
n
d
e
r
t
a
k
i
n
g
 

(Ireland) 

I
n
v
e
s
t
m
e
n
t
 f
u
n
d
s
 

I
n
v
e
s
t
m
e
n
t
 f
u
n
d
s
 

(
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
)
 

(pg tugal) 

M
u
t
u
a
l
 F
u
n
d
s
 
(
T
h
e
 N
e
t
h
e
r
l
a
n
d
s
 Antilles) 

U
n
i
t
 T
r
u
s
t
s
 a
n
d
 collective i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
 f
u
n
d
s
 

E
U
が
な
ぜ
、
こ
れ
ら
の
投
資
フ
ァ
ン
ド
を
有
害
な
租
税
競
争
の
リ
ス
ト
に
あ
げ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
詳
細
な
分
析
に

(21) 

待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
①
ー
⑧
の
概
要
を
み
た
だ
け
で
も
、

E
u
の
意
図
が
あ
る
程
度
わ
か
る
だ
ろ
う
。

て
は
、
非
課
税
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
フ
ァ
ン
ド
は
、
そ
れ
ら
の
平
均
投
資
額
及
び
処
分
フ
ァ
ン
ド
に
つ
い
て
、

0
・
三
％
の
税

負
担
を
負
う
。

②
の
投
資
フ
ァ
ン
ド
に
は
、
会
社
型
と
契
約
型
が
あ
る
。
前
者
に
は
、

ド
エ
ン
ド
の
会
社
型

(
S
I
C
A
F
S
)
及
び
公
社
債
投
資
会
社

(
S
I
C
S
)
が
あ
り
、
税
法
上
透
明
で
は
な
い
。
こ
の
会
社
型
フ
ァ

ン
ド
に
は
法
人
税
が
適
用
さ
れ
る
が
、
そ
の
課
税
ベ
ー
ス
は
、
も
っ
ぱ
ら
損
金
不
算
入
の
事
業
経
費
及
び
特
別
便
益
か
ら
な
る
狭
い
も
の

で
あ
る
。
配
当
に
は
課
税
さ
れ
な
い
。
＿
―
-
九
％
の
標
準
税
率
と
三
％
の
賦
課
金
が
適
用
さ
れ
る
。
契
約
型
フ
ァ
ン
ド
は
、
税
法
上
ト
ラ
ン

（寄
cally
transparent) 

関

法

第

五

0
巻
第
六
号

（
一
四
八

0
)

(Bailiwick o
f
 G
u
e
r
n
s
e
y
 (including Alderney)
等）

一
五
％
の
所
得
税
率
が
適
用
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
ギ
リ
シ
ャ
国
債
に
つ
い

オ
ー
プ
ン
エ
ン
ド
の
会
社
型

(
S
I
C
A
V
S
)
、

で
あ
り
、
法
人
税
を
負
担
し
な
い
。
実
際
の
受
益
者
が
、
資
本
所
得
に
つ
い
て
課
税
さ
れ
る
。

一
九
九
八
年
七
月
一
日
以
降
は
、
年
間
所
得
に
つ
い
て
―
ニ
・
五
％
の
代
替
税
を
払
う
。
そ
の
課
税
標
準
は
、

ニ
八
八

ク
ロ
ー
ズ



投
資
フ
ァ
ン
ド
課
税
の
国
際
的
側
面
に
つ
い
て

き
で
も
、
二
•
四
％
か
ら
三
％
の
税
率
が
適
用
さ
れ
る
。

ニ
八
九

⑦
の
ア
ン
テ
ィ
ー
ル
ズ
の
フ
ァ
ン
ド
に
つ
い
て
は
、

一
定
の
要
件
を
充
足
す
る
と
、
税
法
上
非
課
税
と
な
り
、
要
件
を
充
足
し
な
い
と

-
％
（
一
九
九
九
年
は

O
・
O
二
％
）
の
軽
減
税
率
が
適
用
さ
れ
る
。

標
準
は
、

C
I
U
の
純
資
産
合
計
額
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
税
率
は
、

一
般
に

O
・
O
六
％
で
あ
る
。
私
募
フ
ァ
ン
ド
、

M
M
F
は、

O
・
O

は
フ
ァ
ン
ド
か
ら
生
ず
る
所
得
に
は
課
税
さ
れ
な
い
。

れ
る
。

期
末
の
フ
ァ
ン
ド
の
純
資
産
と
期
首
の
純
資
産
の
差
額
で
あ
る
。
こ
の
額
は
、
時
価
法
で
算
定
さ
れ
る
。
課
税
標
準
に
は
、
資
本
収
益

（
配
当
と
利
子
）
と
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
及
び
ロ
ス
が
含
ま
れ
る
。
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ロ
ス
に
つ
い
て
は
、
無
期
限
の
繰
越
控
除
が
認
め

ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
投
資
フ
ァ
ン
ド
段
階
で
課
税
さ
れ
る
の
で
、
個
人
投
資
家
は
フ
ァ
ン
ド
に
よ
る
利
益
分
配
に
つ
い
て
は
、
課
税
さ

れ
な
い
。
投
資
フ
ァ
ン
ド
は
税
法
上
ト
ラ
ン
ス
パ
レ
ン
ト
な
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
扱
わ
れ
な
い
が
、
こ
の
税
制
は
、
居
住
者
た
る
個
人

投
資
家
の
直
接
的
投
資
の
所
得
に
適
用
さ
れ
る
も
の
と
同
じ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
直
接
的
投
資
と
間
接
的
投
資
間
の
中
立
性
が
保
た

④
の
特
別
集
団
投
資
フ
ァ
ン
ド
は
、
税
法
上
ト
ラ
ン
ス
パ
レ
ン
ト
に
扱
わ
れ
る
。
ユ
ニ
ッ
ト
保
有
者
に
つ
い
て
は
、

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で

⑤
の
集
団
投
資
機
構

(
C
I
U
S
)
は
、
オ
ー
プ
ン
エ
ン
ド
の
会
社
型

(
S
I
C
A
V
S
)
と
ク
ロ
ー
ズ
ド
エ
ン
ド
の
会
社
型

(
S
I

C
A
F
S
)
、
契
約
型

(
F
C
P
S
)
に
区
分
さ
れ
る
。

C
I
U
S
は
、
純
資
産
に
対
す
る
年
次
税
等
だ
け
が
課
せ
ら
れ
る
。
そ
の
課
税

⑥
ポ
ル
ト
ガ
ル
国
内
で
フ
ァ
ン
ド
か
ら
生
じ
た
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
以
外
の
所
得
は
、
二
五
％
の
源
泉
徴
収
税
か
、
そ
れ
と
も
毎
年

の
純
資
産
増
加
額
に
二
五
％
で
課
税
さ
れ
る
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
国
外
で
フ
ァ
ン
ド
か
ら
生
じ
た
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
以
外
の
所
得
に
は
、

二
五
％
の
源
泉
徴
収
税
が
課
せ
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
居
住
者
と
同
じ
よ
う
に
扱
わ
れ
る
。

（
一
四
八
一
）



（
一
四
八
二
）

⑧
の
ユ
ニ
ッ
ト
・
ト
ラ
ス
ト
及
び
集
団
投
資
フ
ァ
ン
ド
に
つ
い
て
は
、

G
u
e
r
n
s
e
y
に
管
理
運
営
の
拠
点
が
あ
る
限
り
、
課
税
を
免
除

本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
事
例
に
つ
い
て
こ
れ
以
上
詳
細
な
分
析
を
行
わ
な
い
が
、
以
上
の
概
観
か
ら
だ
け
で
も
、

E
u
の
考
え
方
が
漠

そ
こ
で

O
E
C
D
が
先
述
の
報
告
書
の
中
で
、
な
ぜ
投
資
フ
ァ
ン
ド
を
標
的
と
し
た
の
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
。
そ
の
理

由
は
、
投
資
フ
ァ
ン
ド
と
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
が
し
ば
し
ば
組
み
合
わ
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
租
税
回
避
に
対
抗
す
る
こ
と
に
あ
る
よ
う

(22)

（

23) 

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

O
E
C
D
は
ま
ず
C
F
C
の
立
法
化
を
勧
告
す
る
（
も
ち
ろ
ん
、
我
が
国
は
す
で
に
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
プ
ン
立

法
を
有
す
る
）
。

O
E
C
D
が
一
番
お
そ
れ
て
い
る
の
は
、
投
資
フ
ァ
ン
ド
を
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
プ
ン
と
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
こ
に
利
益
等
を
プ
ー
ル
す
る
こ
と
に
よ
る
課
税
繰
延
を
行
う
こ
と
と
通
常
所
得
か
ら
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
ヘ
の
所
得
転
換
に
あ
る
と

(24) 

思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
投
資
フ
ァ
ン
ド
が
C
F
C
立
法
の
要
件
を
充
足
す
る
場
合
は
、

C
F
C
立
法
の
適
用
に
よ
っ
て
、
投
資
フ
ァ

ン
ド
を
媒
介
と
す
る
課
税
繰
延
に
対
処
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し

O
E
C
D
は、

C
F
C
立
法
だ
け
で
は
、
部
分
的
に
し
か
対

処
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
う
し
た
課
税
繰
延
事
象
に
は
必
ず
し
も
十
分
に
対
抗
で
き
な
い
と
考
え
、
更
に
外
国
投
資
フ
ァ
ン
ド
に
関
す

(25) 

る
立
法
化
を
推
奨
す
る
。

投
資
フ
ァ
ン
ド
の
濫
用
に
対
抗
す
る
た
め
、
若
干
の
国
は
、
既
に

C
F
C
立
法
を
補
完
す
る
役
割
を
果
た
す
外
国
投
資
フ
ァ
ン
ド
ル
ー

(26)

（

27) 

ル
を
採
用
す
る
。
こ
の
ル
ー
ル
の
導
入
は
、
外
国
企
業
に
よ
る
受
動
的
投
資
に
か
か
る
課
税
繰
延
を
排
除
す
る
こ
と
で
あ
り
、
非
居
住
者

(28) 

た
る
個
人
株
主
に
よ
る
対
外
投
資
を
誘
引
す
る
租
税
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
対
抗
す
る
有
効
手
段
と
な
り
う
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、

O
E

C
D
は
一
九
九
九
年
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
投
資
に
関
す
る
報
告
書
に
お
い
て
、
集
団
投
資
機
構
を
媒
介
と
す
る
課
税
繰
延
の
歪
み
を
詳
細
に

然
と
わ
か
る
だ
ろ
う
。

さ
れ
る
。
年
間
六

0
0
ポ
ン
ド
の
手
数
料
だ
け
を
納
付
す
る
。

関
法
第
五
0
巻
第
六
号

二
九
〇



投
資
フ
ァ
ン
ド
課
税
の
国
際
的
側
面
に
つ
い
て

O
E
C
D
報
告
書
は
、
以
上
の
よ
う
に
投
資
フ
ァ
ン
ド
を
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
等
と
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
る
租
税
回
避
に
対
抗

(33) 

す
る
国
内
立
法
の
整
備
を
提
言
す
る
と
と
も
に
、
条
約
便
益
制
限
条
項
の
導
入
又
は
条
約
適
格
の
制
限
に
つ
い
て
も
勧
告
し
て
い
る
。

の
拡
大
は
、
長
短
の
両
面
が
あ
る
こ
と
を
認
識
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

分
析
し
て
い
板
。
こ
の
ル
ー
ル
を
採
択
し
た
国
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
カ
ナ
ダ
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
合
衆
国
等
で
あ
る
。
こ
れ
は

(passive foreign i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
 f
u
n
d
)
 
ル
ー
ル

(anti ,
 
deferral 
rule) 

二
九

で
あ
り
、
受
動
的
外
国
投
資
フ
ァ
ン
ド

（
以
下
、

P
F
I
F
ル
ー
ル
と
い
う
）
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

P
F
I
F
ル
ー
ル
は
、

国
に
よ
っ
て
若
干
異
な
る
も
の
の
、
オ
フ
シ
ョ
ア
集
団
投
資
機
構
を
通
じ
た
国
内
所
得
の
課
税
繰
延
の
便
益
を
排
除
す
る
と
い
う
共
通
の

目
標
を
共
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
若
干
の
国
に
お
け
る

P
F
I
F
ル
ー
ル
は
、
配
当
を
優
遇
税
率
の
適
用
さ
れ
る
キ
ャ
ピ
タ
ル

ゲ
イ
ン
に
転
換
す
る
こ
と
と
結
び
つ
い
た
租
税
回
避
に
つ
い
て
も
取
り
組
ん
で
い
る
。

さ
ら
に
投
資
フ
ァ
ン
ド
は
、
租
税
条
約
上
の
便
益
と
組
み
合
わ
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
重
免
除
の
効
果
を
生
ず
る
。
そ
の
た
め
、

O
E
C
D
は
租
税
条
約
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
提
言
を
行
う
。
第
一
は
、
租
税
条
約
ア
ク
セ
ス
の
要
件
で
あ
る
「
居
住
者
」
の
範
囲
を
よ

(30) 

り
限
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
条
約
便
益
制
限
条
項
と
同
じ
抑
止
効
果
を
期
待
す
る
。
第
二
に
、

O
E
C
D
は
投
資
フ
ァ
ン
ド
と
タ
ッ
ク

ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
の
組
み
合
わ
せ
を
避
け
る
た
め
に
、
新
た
に
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
プ
ン
と
の
租
税
条
約
を
結
ぶ
こ
と
を
抑
制
す
る
と
と
も
に

(31) 

タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
と
の
現
行
租
税
条
約
を
す
み
や
か
に
終
了
さ
せ
る
べ
き
こ
と
を
提
言
す
る
。
租
税
条
約
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
拡
大

は
、
国
際
的
二
重
課
税
を
排
除
す
る
も
の
と
し
て
積
極
的
に
評
価
さ
れ
、
推
奨
さ
れ
て
き
た
反
面
、
逆
に
二
重
免
除
の
濫
用
を
拡
大
す
る

(32) 

デ
メ
リ
ッ
ト
も
併
せ
て
認
め
ら
れ
る
と
い
う
の
が
、

O
E
C
D
の
考
え
方
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
租
税
条
約
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
投
資
地
域
に
お
け
る
課
税
繰
延
排
除
ル
ー
ル

（
一
四
八
三
）



⑤ ④ 

フ
ァ
ン
ド
段
階
で
課
税
を
行
う
が
特
別
税
率
の
適
用
が
あ
る
国

③
 
フ
ァ
ン
ド
段
階
で
課
税
を
行
う
が
課
税
対
象
外
で
あ
る
国

② ① 

フ
ァ
ン
ド
に
納
税
義
務
が
な
い
国

I
F
A
報
告
書

二
九
二

（
一
四
八
四
）

(34) 

I
F
A
も
投
資
フ
ァ
ン
ド
課
税
に
つ
い
て
、
繰
り
返
し
分
析
を
続
け
て
き
た
。

I
F
A
の
報
告
書
に
お
け
る
各
報
告
者
の
分
析
基
準
は

O
E
C
D
の
そ
れ
と
共
通
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
直
接
的
投
資
と
ビ
ー
ク
ル
を
介
し
た
間
接
的
投
資
に
つ
い
て
、
税
法
上
の
中
立
性
を
保

(35) 

つ
こ
と
で
あ
る
。
租
税
中
立
性
の
観
点
か
ら
は
、
両
者
が
税
法
上
同
列
に
扱
わ
れ
る
こ
と
が
そ
の
コ
ロ
ラ
リ
ー
と
し
て
導
き
出
さ
れ
る
た

め
、
投
資
フ
ァ
ン
ド
と
し
て
利
用
さ
れ
る
ビ
ー
ク
ル
に
つ
い
て
は
、
税
法
上
導
管
的
に
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
す
で
に
こ
の

よ
う
な
ピ
ー
ク
ル
に
つ
い
て
は
、
各
国
は
さ
ま
ざ
ま
な
二
重
課
税
排
除
措
置
を
講
じ
て
き
た
。
そ
れ
ら
の
方
式
を
類
型
化
す
る
と
、
次
の

(36) 

と
お
り
で
あ
る
。

フ
ァ
ン
ド
段
階
で
課
税
を
行
う
が
一
定
の
要
件
を
充
足
す
れ
ば
税
を
免
除
す
る
国

フ
ァ
ン
ド
段
階
で
課
税
さ
れ
、
投
資
家
段
階
で
法
人
税
、
所
得
税
の
計
算
を
統
合
す
る
国

な
お
、
①
に
つ
い
て
は
、
非
課
税
と
扱
う
国
と
免
税
と
扱
う
国
が
あ
る
。
③
は
、
課
税
ベ
ー
ス
が
極
端
に
狭
い
た
め
、
ほ
と
ん
ど
租
税
負

担
は
な
い
。
④
の
特
別
税
率
と
は
、
低
税
率
か
ゼ
ロ
税
率
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
各
国
が
採
用
す
る
方
式
は
区
々
に
分
か
れ
る
が
、
い
ず

れ
の
取
扱
い
も
租
税
中
立
性
の
視
点
が
そ
の
基
底
に
あ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

さ
ら
に
非
居
住
者
に
よ
る
外
国
投
資
フ
ァ
ン
ド
ヘ
の
投
資
に
つ
い
て
は
、
租
税
条
約
の
適
用
の
可
否
が
問
題
と
な
る
。
条
約
適
格
者

第
二
節

関

法

第

五

0
巻
第
六
号



⑤
 

投
資
フ
ァ
ン
ド
課
税
の
国
際
的
側
面
に
つ
い
て

り
、
公
募
型
フ
ァ
ン
ド
に
つ
い
て
代
替
性
原
則
が
認
め
ら
れ
る
。

④
 

差
別
し
て
は
な
ら
な
い
。
条
約
便
益
の
制
限
に
よ
る
差
別
は
正
当
化
さ
れ
る
。

③
 

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
を
許
容
し
な
い
。
こ
の
場
合
、
投
資
家
の
課
税
、

②
 

①
 

（
ア
ク
セ
ス
）

(37) 

の
要
件
は
、
「
者

(
p
e
r
s
o
n
)
」
「
居
住
者

(resident)
」
「
受
益
者

(beneficial
o
w
n
e
r
)
」
の
充
足
で
あ
る
。

い
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
フ
ァ
ン
ド
が
こ
れ
ら
の
要
件
に
該
当
し
な
い
場
合
は
、

I
F
A
の
報
告
書
で
は
、
直
接
的
投
資
と
間
接
的
投
資
の
租
税
中
立
性
の
観
点
か
ら
、

(39) 

次
の
よ
う
に
論
点
を
整
理
し
て
い
る
。

除
の
一
部
と
し
て
課
税
権
を
軽
減
す
ぺ
き
で
あ
る
。

フ
ァ
ン
ド
の
課
税
が
ど
こ
で
行
わ
れ
る
か
が
重
要
で
あ
る
。

二九一――

（
一
四
八
五
）

フ
ァ
ン
ド

が
こ
の
要
件
を
満
た
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
相
手
国
に
よ
っ
て
は
、
国
内
法
上
課
税
さ
れ
な
い
フ
ァ
ン
ド
に
条
約
ア
ク
セ
ス
を
認
め
な

フ
ァ
ン
ド
の
投
資
家
が
受
益
者
と
し
て
条
約
便
益
を
享
受
す

る
資
格
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
当
該
フ
ァ
ン
ド
が
公
募
型
の
よ
う
に
不
特
定
多
数
の
投
資
家
か
ら
な
る
場
合
、
そ
の
手
続
き
は
煩
雑

で
執
行
上
の
困
難
を
伴
う
で
あ
ろ
う
。

I
F
A
は
従
来
か
ら
、
投
資
フ
ァ
ン
ド
の
形
態
に
か
か
わ
ら
ず
、
広
く
条
約
ア
ク
セ
ス
を
認
め
る

(38) 

立
場
を
と
っ
て
き
た
。

フ
ァ
ン
ド
の
源
泉
地
国
課
税
に
つ
い
て
、
ほ
ぼ

源
泉
地
国
の
課
税
権
を
変
更
す
べ
き
で
な
い
。
た
だ
し
、
条
約
が
直
接
的
投
資
に
つ
い
て
行
っ
た
の
と
同
様
に
、
二
重
課
税
の
排

条
約
便
益
制
限
原
則
を
受
け
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
重
課
税
を
防
止
し
、
か
つ
、
ト
リ
ー
テ
ィ
・

無
差
別
に
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
じ
状
況
に
あ
る
場
合
に
は
、
相
手
国
の
居
住
者
／
国
民
と
非
居
住
者
／
外
国
人
を

非
公
募
型
フ
ァ
ン
ド
に
つ
い
て
の
完
全
な
透
明
性
は
排
除
す
べ
き
で
な
い
。
し
か
し
、
投
資
家
の
権
益
が
譲
渡
可
能
な
こ
と
に
よ

投
資
収
益
が
投
資
家
へ
配
当
さ
れ
る
過
程
に
お
い
て
課
税
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
、
源
泉
地
国
は
居
住
地
国
に
注
意
す
る
。



第
三
章

R
I
C

及
び
R
E
I
T

に
対
す
る
国
際
課
税
の
側
面
ー
—
ー
合
衆
国
の
経
験
の
分
析

(41) 

合
衆
国
は
法
人
税
・
所
得
税
の
統
合
に
つ
い
て
ク
ラ
シ
カ
ル
・
メ
ソ
ッ
ド
を
採
用
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
法
人
段
階
と
株
主
段

(42) 

階
に
お
け
る
二
重
課
税
は
残
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。

一
方
、
信
託
は
導
管
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
、
信
託
段
階
で
は
課
税
さ
れ
ず
、
仮
り

(43) 

に
投
資
所
得
が
生
じ
た
と
し
て
も
、
そ
の
所
得
は
信
託
段
階
を
パ
ス
ス
ル
ー
し
、
投
資
家
個
人
に
帰
属
す
る
こ
と
に
な
る
。

例
え
ば
、
不
動
産
投
資
を
行
う
場
合
、
ど
の
ビ
ー
ク
ル
を
用
い
る
の
が
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
上
記
の
例
か
ら
み
れ
ば
、
明
ら
か
に
法
人

形
態
よ
り
も
信
託
形
態
の
方
が
有
利
と
な
り
、
合
衆
国
で
は
、
信
託
が
投
資
ビ
ー
ク
ル
と
し
て
盛
ん
に
活
用
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
遂
に

は
信
託
に
よ
る
投
資
が
、
法
人
に
よ
る
投
資
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
よ
う
な
事
態
ま
で
生
じ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
事
業
活
動
の
内
容

が
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
な
が
ら
、
ビ
ー
ク
ル
が
異
な
る
と
い
う
理
由
で
、
租
税
負
担
が
大
き
く
異
な
る
と
い
う
の
は
、
租
税
中
立
性
に
反
す

る
。
そ
こ
で
、
信
託
を
媒
介
と
し
た
一
般
法
人
並
み
の
事
業
活
動
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
法
人
並
み
に
扱
う
べ
き
で
あ
る
と
し
た
の
が
、

第

一

款

沿

革

第
一
節

R
I
C
及
び

R
E
I
T
を
め
ぐ
る
内
国
歳
入
法
上
の
扱
い

③
条
約
ア
ク
セ
ス
を
認
め
な
い
ア
プ
ロ
ー
チ

②
 

①
 

(40) 

さ
ら
に
報
告
書
で
は
、
条
約
ア
ク
セ
ス
に
つ
い
て
、
次
の
三
つ
の
選
択
肢
を
示
し
て
い
る
。

完
全
な
条
約
ア
ク
セ
ス
を
認
め
る
ア
プ
ロ
ー
チ

部
分
的
な
条
約
ア
ク
セ
ス
を
認
め
る
ア
プ
ロ
ー
チ

関

法

第

五

0
巻
第
六
号

二
九
四

（
一
四
八
六
）



投
資
フ
ァ
ン
ド
課
税
の
国
際
的
側
面
に
つ
い
て

R
I
C
は、

低
限
の
紹
介
を
す
る
に
止
め
る
。

第
二
款

た
の
が
、

R
I
C
や
R
E
I
T
の
制
度
で
あ
る
。

さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
も
、

二
九
五

(44) 

モ
リ
ゼ
イ
判
決
で
あ
る
。
本
判
決
で
は
、
信
託
で
あ
っ
て
も
一
定
の
事
業
目
的
が
あ
る
限
り
、
こ
れ
を
「
団
体

(association)
」
と
構

と
こ
ろ
が
小
口
の
投
資
家
か
ら
資
金
を
集
め
、
そ
れ
を
運
用
し
て
リ
タ
ー
ン
を
投
資
家
に
分
配
す
る
と
い
う
間
接
的
投
資
の
仕
組
み
が

合
衆
国
で
盛
ん
に
な
る
と
、
小
口
の
投
資
家
か
ら
集
め
た
資
金
を
プ
ー
ル
す
る
器
、
ビ
ー
ク
ル
と
し
て
信
託
や
法
人
形
態
が
用
い
ら
れ
る

が
、
そ
の
よ
う
な
ビ
ー
ク
ル
段
階
で
課
税
さ
れ
る
と
直
接
的
投
資
を
行
っ
た
場
合
に
比
べ
て
税
法
上
不
利
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
こ

の
よ
う
な
集
団
投
資
ス
キ
ー
ム
で
は
、
税
法
上
ビ
ー
ク
ル
を
導
管
と
し
て
扱
う
こ
と
が
望
ま
し
く
、
本
来
ビ
ー
ク
ル
段
階
で
法
人
税
を
課

一
定
の
要
件
を
満
た
す
も
の
に
つ
い
て
は
中
立
性
の
視
点
か
ら
特
別
に
そ
の
課
税
を
排
除
す
る
こ
と
を
認
め

(45) 

R
I
C
及
び
R
E
I
T
の
概
要

R
I
C
及
び
R
E
I
T
は
、
モ
リ
ゼ
イ
判
決
以
降
、
本
来
法
人
課
税
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
も
、
集
団
投
資
ス
キ
ー
ム
に
利
用
さ
れ
る

(46) 

と
い
う
こ
と
を
考
慮
し
、
一
定
の
場
合
に
は
ビ
ー
ク
ル
段
階
の
課
税
を
導
管
的
に
扱
う
制
度
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

R
I
C
及
び
R
E
I
T

(47) 

の
合
衆
国
税
法
上
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
詳
細
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
は
説
明
の
便
宜
上
、
必
要
と
思
わ
れ
る
最

(48) 

一
九
四

0
年
投
資
会
社
法
の
登
録
を
受
け
る
内
国
法
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

R
I
C
と
し
て
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は

次
の
要
件
を
充
足
す
る
必
要
が
あ
る
。

R
I
C
は
課
税
年
度
の
各
四
半
期
末
に
お
い
て
、
当
該
総
資
産
の
少
な
く
と
も
五

0
％
を
現
金
、

(49) 

政
府
債
、
有
価
証
券
で
保
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

R
I
C
の
総
資
産
の
二
五
％
以
上
を
一
発
行
者
の
有
価
証
券
、
同
種
又
は
関
連
事

成
し
、
こ
れ
に
法
人
課
税
を
認
め
た
の
で
あ
る
。

（
一
四
八
七
）



な
お
、

R
I
C
及
び
R
E
I
T
は
と
も
に
、

(57) 

と
す
る
。

ら
の
所
得
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

年
度
の
各
四
半
期
末
に
お
い
て
、
当
該
総
資
産
の
少
な
く
と
も
七
五
％
以
上
を
現
金
、
政
府
債
、
不
動
産
で
保
有
し
、
有
価
証
券
の
運
用

(54) 

は
総
資
産
の
二
五
％
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

R
E
I
T
の
粗
所
得
は
七
五
％
以
上
が
不
動
産
投
資
か
ら
の
所
得
で
あ
り
（
七
五
％

(55) 

テ
ス
ト
）
、
粗
所
得
の
九
五
％
以
上
が
七
五
％
テ
ス
ト
に
該
当
す
る
所
得
、
有
価
証
券
か
ら
の
利
子
、
配
当
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
か

(56) 

（
九
五
％
テ
ス
ト
）
。

R
E
I
T
は、

(50) 

業
を
行
う
二
以
上
の
発
行
者
の
証
券
に
投
資
し
て
は
い
け
な
い
。
さ
ら
に
R
I
C
の
粗
所
得
の
九
0
％
以
上
が
配
当
、
利
子
、
有
価
証
券

(51) 

か
ら
の
所
得
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(52) 

R
E
I
T
と
し
て
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
次
の
組
織
要
件
を
充
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

①
一
人
以
上
の
受
託
者
又
は
取
締
役
に
よ
り
運
営
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

②
R
E
I
T
の
受
益
権
が
譲
渡
可
能
な
持
分
証
券
又
は
受
益
権
証
書
に
よ
り
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

③
税
法
上
の
内
国
法
人
で
あ
る
こ
と
。

④
R
E
I
T
は
金
融
機
関
、
保
険
会
社
等
で
な
い
こ
と
。

⑤
-
＝
三
五
日
以
上
、
当
該
受
益
権
は
一

0
0
人
以
上
に
保
有
さ
れ
る
こ
と
。

⑥
閉
鎖
的
会
社

(personal
h
o
l
d
i
n
g
 c
o
m
p
a
n
y
)

で
な
い
こ
と
。

⑦
以
下
の
資
産
及
び
所
得
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

一
定
の
組
織
要
件
を
満
た
し
た
場
合
に
は
、
法
人
形
態
も
信
託
形
態
も
認
め
ら
れ
て
い
鋲
。
さ
ら
に
R
E
I
T
は
課
税

関

法

第

五

0
巻
第
六
号

一
発
行
者
へ
の
有
価
証
券
の
運
用
は
総
資
産
の
五
％
、
議
決
権
付
株
式
の
一

0
％
を
上
限

二
九
六

（
一
四
八
八
）



投
資
フ
ァ
ン
ド
課
税
の
国
際
的
側
面
に
つ
い
て

ら
の
通
常
配
当
に
つ
い
て
は
、

二
九
七

当
該
要
件
を
充
足
し
た
場
合
に
、

R
I
C
は
課
税
所
得
の
九

0
％
以
上
と
非
課
税
所
得
の
九

0
％
以
上
を
投
資
家
に
分
配
し
な
け
れ
ば

(58) 

な
ら
な
い
。
そ
の
う
ち
暦
年
末
ま
で
に
通
常
所
得
の
九
八
％
以
上
と
一

0
月
末
の
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
の
九
八
％
、
前
年
度
の
未
分
配

の
通
常
所
得
及
び
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
を
分
配
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
分
配
金
額
に
満
た
な
か
っ
た
金
額
に
対
し
て
は
、

(59) 

四
％
の
付
加
税

(excise
tax)

が
課
さ
れ
る
。

(60) 

一
方
、

R
E
I
T
は
課
税
所
得
の
九
五
％
以
上
を
分
配
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
う
ち
暦
年
末
ま
で
に
通
常
所
得
の
八
五
％
及
び

キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
の
九
五
％
の
分
配
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
分
配
金
額
に
満
た
な
か
っ
た
金
額
に
対
し
て
も
、
四
％

(61) 

の
付
加
税
が
課
さ
れ
る
。

そ
れ
ら
の
要
件
を
充
足
し
た
R
I
C
及
び

R
E
I
T
は、

R
I
C
及
び

R
E
I
T
段
階
で
当
該
支
払
配
当
を
損
金
算
入
す
る
こ
と
が
認

(62) 

め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
要
件
を
充
足
し
な
か
っ
た
場
合
は
、
支
払
配
当
の
損
金
算
入
が
認
め
ら
れ
ず
、
法
人
課
税
が
行
わ
れ
る
。

R
I
C
及
び

R
E
I
T
は
ビ
ー
ク
ル
段
階
で
支
払
配
当
を
ペ
イ
ス
ル
ー
す
る
こ
と
で
導
管
的
な
扱
い
を
受
け
、
投
資
家
は
R
I
C
及
び

R
E
I
T
が
稼
得
し
た
所
得
の
性
質
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。

R
I
C
及
び

R
E
I
T
か
ら
投
資
家
へ
の
分
配
は
、
そ
の

源
泉
に
よ
り
通
常
配
当
と
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
配
当
に
分
か
れ
る
。
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
所
得
を
源
泉
と
す
る
R
I
C
及
び

R
E
I
T
か

一
般
的
な
配
当
所
得
と
同
様
に
通
常
所
得
と
し
て
課
税
さ
れ
る
。

R
I
C
及
び

R
E
I
T
段
階
で
一
年
以

上
保
有
し
た
資
産
の
売
却
益
を
源
泉
と
す
る
投
資
家
へ
の
分
配
は
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
配
当
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
、

R
I

C
及
び

R
E
I
T
の
持
分
の
所
有
期
間
が
一
年
未
満
で
あ
る
投
資
家
に
対
し
て
も
、
当
該
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
配
当
は
長
期
キ
ャ
ピ
タ

(63) 

ル
・
ゲ
イ
ン
と
し
て
扱
わ
れ
る
。

一
九
九
七
年
八
月
以
降
、

R
I
C
及
び

R
E
I
T
が
長
期
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
を
留
保
し
そ
れ
に
か

か
る
法
人
税
を
支
払
っ
た
場
合
に
、
投
資
家
は
R
I
C
及
び

R
E
I
T
が
通
知
し
た
留
保
額
を
自
己
の
持
分
に
加
算
し
、
当
該
留
保
額
に

（
一
四
八
九
）



（
一
四
九
0
)

(64) 

課
さ
れ
た
税
額
を
減
算
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
場
合
投
資
家
は
、

R
I
C
及
び
R
E
I
T
が
支
払
っ
た
未
分
配
の
キ
ャ
ピ
タ
ル
・

(65) 

ゲ
イ
ン
に
対
す
る
法
人
税
を
自
己
の
持
分
に
応
じ
て
支
払
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

解
さ
れ
た
）

米
白
租
税
条
約
議
定
書
の
改
訂
過
程
に
お
け
る
議
論

(66) 

合
衆
国
は
ベ
ル
ギ
ー
と
の
租
税
条
約
議
定
書
を
改
訂
す
る
に
あ
た
り
、
従
来
の
配
当
軽
減
税
率
を
一
定
の
場
合
に
さ
ら
に
引
き
下
げ
よ

(67) 

う
と
し
た
。
そ
の
場
合
、

R
I
C
及
び
R
E
I
T
の
よ
う
な
国
内
法
上
導
管
と
し
て
課
税
さ
れ
な
い
（
こ
れ
は
税
法
上
の
便
益
の
一
種
と

(68) 

エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
ま
で
、
さ
ら
に
条
約
の
軽
減
税
率
の
適
用
を
認
め
る
べ
き
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
っ
た
。

一
定
の
要
件
の
下
で
導
管
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
扱
わ
れ
、

1
0
 ％
以
上
の
権
益
を
有
す
る
場
合
に
は
、
さ
ら
に
条
約
に
よ
り
軽
減
税
率
（
五
％
）
が
適
用
さ
れ
、
直
接
的
な
投
資
に
比
ベ
一
層
有
利

(69) 

な
扱
い
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
ベ
ル
ギ
ー
条
約
の
議
定
書
改
訂
作
業
に
お
い
て
、

て
の
軽
減
税
率
が
引
き
下
げ
ら
れ
、
そ
の
結
果
、

R
I
C
及
び
R
E
I
T
に
お
け
る
一

0
％
以
上
の
権
益
を
有
す
る
配
当
に
つ
い
て
も
こ

の
軽
減
税
率
が
適
用
さ
れ
る
た
め
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
税
法
上
適
正
化
を
図
る
た
め
、
軽
減
税
率
の
適
用
を
な
く
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う

意
見
が
委
員
会
に
提
出
さ
れ
た
。
委
員
会
は
条
約
議
定
書
の
公
聴
会
に
お
い
て
、

R
I
C
及
び
R
E
I
T
の
よ
う
な
パ
ス
ス
ル
ー
エ
ン

(

7

0

)

(

7

1

)

 

テ
ィ
テ
ィ
が
支
払
う
配
当
の
取
扱
い
に
つ
い
て
議
論
を
行
っ
て
い
る
。

こ
の
問
題
は
、
従
来
の
配
当
軽
減
税
率
を
議
定
書
に
よ
り
引
き
下
げ
る
こ
と
で
顕
在
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
議
定
書
案
で
は
多
く
の
多

国
籍
企
業
に
便
益
を
与
え
る
た
め
に
、
条
約
に
よ
る
配
当
軽
減
税
率
の
引
き
下
げ
が
導
入
さ
れ
た
が
、
そ
の
対
象
に
法
人
段
階
で
法
人
税

合
衆
国
の

R
I
C
及
び
R
E
I
T
に
投
資
す
る
外
国
株
主
が
、
国
内
法
上
、

第
一
款

1
0
 ％
以
上
の
権
益
を
有
す
る
場
合
の
配
当
に
つ
い

第
二
節

R
I
C
及
び
R
E
I
T
に
対
す
る
租
税
条
約
上
の
扱
い

関

法

第

五
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投
資
フ
ァ
ン
ド
課
税
の
国
際
的
側
面
に
つ
い
て

二
九
九

を
支
払
っ
て
い
な
い
よ
う
な
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
ま
で
こ
の
便
益
を
認
め
る
べ
き
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
っ
た
。

R
I
C
及
び
R
E
I
T
が

税
法
上
導
管
的
に
扱
わ
れ
る
た
め
に
は
、

R
I
C
及
び
R
E
I
T
が
受
取
る
所
得
の
大
部
分
は
投
資
家
に
分
配
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

非
居
住
者
が
R
I
C
及
び
R
E
I
T
に
投
資
し
た
場
合
は
、
条
約
に
よ
る
軽
減
税
率
の
適
用
が
可
能
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
よ
う
な

エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
特
別
な
性
質
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
条
約
に
よ
る
親
子
間
配
当
の
軽
減
税
率
を
適
用
す
べ
き
で
な
い
と
合
衆
国
は
主

(72) 

張
し
た
。
さ
ら
に
、

R
E
I
T
が
支
払
う
配
当
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
得
源
泉
の
大
部
分
が
、
つ
ま
り
配
当
の
原
資
が
不
動
産
賃
貸
料
収

入
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
投
資
家
に
分
配
す
る
所
得
の
類
型
は
「
配
当
」
所
得
と
し
て
性
質
決
定
さ
れ
る
た
め
、
所
得
類
型

(73) 

が
コ
ン
バ
ー
ト
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
条
約
に
よ
る
配
当
軽
減
税
率
の
適
用
が
可
能
と
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
投
資
家
が
合
衆
国
の
不

動
産
に
直
接
投
資
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
所
得
の
扱
い
は
、
粗
所
得
に
対
し
て
三

0
％
の
税
率
で
源
泉
徴
収
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
純
所

(74) 

得
に
対
し
て
国
内
税
法
で
規
定
す
る
累
進
税
率
が
適
用
さ
れ
る
か
で
あ
り
、
条
約
上
の
軽
減
税
率
の
適
用
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
直
接

的
な
不
動
産
投
資
に
く
ら
べ
て

R
E
I
T
を
介
在
さ
せ
た
不
動
産
投
資
の
場
合
は
、
所
得
が
コ
ン
バ
ー
ト
す
る
こ
と
に
よ
り
条
約
上
有
利

(75) 

に
扱
わ
れ
、
両
者
間
の
租
税
中
立
性
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
が
第
二
の
問
題
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

前
章
の
議
論
の
よ
う
に
、
投
資
家
が
直
接
的
に
投
資
資
産
に
投
資
す
る
場
合
と
投
資
家
が
R
I
C
及
び
R
E
I
T
の
よ
う
な
ビ
ー
ク
ル

を
媒
介
と
し
て
間
接
的
に
投
資
資
産
に
投
資
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
両
者
の
租
税
中
立
性
の
視
点
か
ら
同
列
に
扱
う
こ
と
が
望
ま
し
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
ペ
イ
ス
ル
ー
型
の
ビ
ー
ク
ル
は
完
全
に
導
管
と
し
て
扱
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
ビ
ー
ク
ル
自
体
を
一
応
法

人
課
税
の
対
象
と
し
な
が
ら
結
果
的
に
導
管
的
に
扱
う
た
め
、
直
接
的
投
資
と
は
税
法
上
の
取
扱
い
が
若
干
異
な
っ
て
し
ま
う
。
さ
ら
に

国
内
法
上
ほ
と
ん
ど
課
税
さ
れ
な
い
ビ
ー
ク
ル
に
対
し
て
ま
で
条
約
上
の
便
益
を
与
え
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
国
内
法
と
条
約
の
二
重
便
益

を
享
受
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
こ
れ
を
目
的
と
す
る
条
約
の
利
用
は
不
正
利
用
（
濫
用
）

で
あ
る
と
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

（
一
四
九
一
）



第
二
款

合
衆
国
は
、
第
三
国
の
居
住
者
が
条
約
上
の
便
益
を
享
受
す
る
目
的
で
条
約
を
不
正
利
用
す
る
ト
リ
ー
テ
ィ
・
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
に
つ
い

(76) 

て
、
伝
統
的
に
厳
し
い
態
度
を
採
っ
て
き
た
。
し
か
し

R
I
C
及
び
R
E
I
T
に
対
す
る
条
約
便
益
の
制
限
は
第
三
国
居
住
者
だ
け
を
標

的
と
す
る
も
の
で
な
い
と
い
う
点
で
、
包
括
的
な
条
約
便
益
制
限
条
項
と
は
異
な
る
。
こ
れ
は
、
む
し
ろ
二
重
便
益
の
享
受
を
制
限
す
る

と
い
う
別
の
視
点
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、

租
税
条
約
へ
の
制
限
規
定
の
導
入

ー
．
米
独
租
税
条
約
第
一

0
条
I

ド
イ
ツ
の
K
a
p
i
t
a
l
a
n
l
a
g
e
g
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t

の
扱
い
ー

三
0
0

（
一
四
九
二
）

R
I
C
及
び
R
E
I
T
に
対
し
て
は
親
子
間
の
配
当
軽
減
税
率
を
認
め
ず
、

(77) 

的
な
軽
減
税
率
の
適
用
の
み
に
と
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
制
限
規
定
が
提
案
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
条
約
の
議
定
書
を

早
急
に
発
効
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
諸
般
の
事
情
が
あ
っ
た
た
め
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
今
後
の
検
討
課
題
と
し
て
残
さ
れ
、

(78) 

結
局
、
議
定
書
中
に
こ
の
制
限
規
定
は
導
入
さ
れ
な
か
っ
た
。

米
白
租
税
条
約
議
定
書
改
訂
時
に
議
論
さ
れ
た
パ
ス
ス
ル
ー
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
支
払
う
配
当
に
つ
い
て
の
軽
減
税
率
適
用
の
問
題
が
、

(79)

（

80) 

米
独
租
税
条
約
の
改
訂
交
渉
に
お
い
て
も
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
、
一
九
八
九
年
米
独
租
税
条
約
第
一

0
条
に
お
い
て
、

R
I
C

及
び
R
E
I
T
を
介
在
さ
せ
た
条
約
の
不
適
正
利
用
を
規
制
す
る
次
の
規
定
が
導
入
さ
れ
た
。

米
独
租
税
条
約
第
一

0
条

2
．
も
っ
と
も
、
当
該
配
当
に
対
し
て
は
、
配
当
を
支
払
う
会
社
が
居
住
者
で
あ
る
締
約
国
に
お
い
て
も
、
当
該
締
約
国
の
法
令
に
従
っ
て
租
税
を
課

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
そ
の
租
税
の
額
は
、
当
該
配
当
の
受
益
者
が
他
方
の
締
約
国
の
居
住
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
次
の
額
を
超
え
な
い
も

の
と
す
る
。

関
法
第
五
0
巻
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投
資
フ
ァ
ン
ド
課
税
の
国
際
的
側
面
に
つ
い
て

不
動
産
所
得
の
租
税
回
避
を
防
止
す
る
た
め
に
、

国
当
該
受
益
者
が
配
当
を
支
払
う
会
社
の
議
決
権
の
あ
る
株
式
の
少
な
く
と
も
一

0
％
を
直
接
的
に
保
有
す
る
会
社
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
配

当
の
額
の
五
％

伽
そ
の
他
の
す
べ
て
の
場
合
に
は
、
当
該
配
当
の
額
の
一
五
％

合
衆
国
の
規
制
投
資
会
社

(
R
I
C
)
が
支
払
う
配
当
又
は
ド
イ
ツ
投
資
信
託

(Kapitalanlagegesellschaft)
の
受
益
証
券
に
係
る
分
配

の
場
合
に
は
、
本
項
の
国
で
は
な
く
⑯
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
本
項
の
い
の
規
定
は
、
合
衆
国
の
不
動
産
投
資
信
託

(
R
E
I

T
)
が
支
払
う
配
当
に
は
適
用
さ
れ
な
い
も
の
と
し
、
当
該
配
当
を
こ
の
不
動
産
投
資
信
託
の
権
益
の
一

0
％
未
満
を
保
有
す
る
個
人
が
受
益
的

に
保
有
す
る
場
合
に
限
り
、
本
項
の
伽
の
規
定
は
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
本
項
の
規
定
は
、
当
該
配
当
を
支
払
う
会
社
の
そ
の
配
当
に
充
て

ら
れ
る
利
得
に
対
す
る
課
税
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
通
常
の
親
子
間
配
当
に
は
五
％
の
軽
減
税
率
が
認
め
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、

R
I
C
及
び

R
E
I
T
が
支
払
う

(82) 

配
当
は
、
親
子
間
の
要
件
を
満
た
し
て
い
た
と
し
て
も
五
％
で
は
な
く
、
一
五
％
の
軽
減
税
率
が
適
用
さ
れ
る
。
親
子
間
配
当
は
、
実
質

(83) 

的
に
み
て
法
人
の
内
部
取
引
に
類
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
法
人
の
多
重
課
税
を
軽
減
す
る
意
味
で
五
％
に
引
き
下
げ
て
い
る
。
そ
れ
に

対
し
て
、
親
子
間
の
要
件
を
満
た
す
R
I
C
及
び

R
E
I
T
に
五
％
の
軽
減
税
率
が
適
用
さ
れ
な
い
根
拠
は
、
そ
れ
自
体
が
法
人
税
を
ほ

(84) 

と
ん
ど
支
払
っ
て
い
な
い
た
め
、
通
常
の
親
子
間
配
当
の
よ
う
に
税
率
を
軽
減
す
る
必
要
性
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ま
た

R
E
I
T
配
当
は
、
そ
の
持
分
の
一

0
％
未
満
を
保
有
す
る
個
人
に
支
払
わ
れ
た
場
合
に
の
み
一
五
％
の
軽
減
税
率
が
適
用
さ
れ
、

(85) 

そ
れ
以
外
の
場
合
は
国
内
法
の
税
率
（
三

0
%）
が
適
用
さ
れ
る
。
な
ぜ

R
E
I
T
配
当
の
適
用
税
率
が
五
％
で
な
く
一
五
％
な
の
か
、

あ
る
い
は
、
な
ぜ
三

0
％
な
の
か
の
根
拠
つ
い
て
は
、

R
E
I
T
と
い
う
ビ
ー
ク
ル
を
媒
介
と
し
な
い
直
接
的
な
不
動
産
投
資
に
は
三

(86) 

0
％
の
国
内
税
率
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
の
均
衡
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

Treasury
Explanation
に
よ
れ
ば
、

(87) 

一
五
％
又
は
三

0
％
に
制
限
し
た
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。

三
0
1

（
一
四
九
三
）



ド
イ
ツ
の
投
資
信
託

(
K
a
p
i
t
a
l
a
n
l
a
g
e
g
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
)

も

R
I
C
及
び
R
E
I
T
と
同
様
に
パ
ス
ス
ル
ー
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
導

(88) 

管
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
た
め
、
投
資
信
託
段
階
で
は
課
税
さ
れ
ず
、
投
資
家
段
階
で
そ
の
分
配
に
つ
い
て
課
税
さ
れ
る
。
そ
の
た

め
、
ド
イ
ツ
の
投
資
信
託
か
ら
の
配
当
に
つ
い
て
は

R
I
C
及
び
R
E
I
T
と
同
じ
く
五
％
で
は
な
く
、

2
．
米
蘭
租
税
条
約
第
一

0
条

三
0
ニ

米
独
租
税
条
約
第
一

0
条
と
同
種
の
規
定
は
、
合
衆
国
が
そ
の
後
締
結
し
た
条
約
で
も
踏
襲
さ
れ
た
。

蘭
租
税
条
約
は
、

（
一
四
九
四
）

一
九
九
二
年
に
改
訂
さ
れ
た
米(90) 

R
I
C
及
び
R
E
I
T
の
み
な
ら
ず
そ
れ
に
類
す
る
オ
ラ
ン
ダ
の
会
社
型
フ
ァ
ン
ド
で
あ
る

B
e
l
e
g
g
i
n
g
s
i
n
s
t
e
l
l
i
n
g

(91)

（

92) 

（
以
下
B
I
と
い
う
）
に
も
適
用
さ
れ
る
次
の
条
約
便
益
制
限
規
定
を
導
入
し
た
。

米
蘭
租
税
条
約
第
一

0
条

2

も
っ
と
も
、
当
該
配
当
に
対
し
て
は
、
配
当
を
支
払
う
会
社
が
居
住
者
で
あ
る
国
に
お
い
て
も
、
当
該
国
の
法
令
に
従
っ
て
租
税
を
課
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
但
し
、
そ
の
租
税
の
額
は
、
当
該
配
当
の
受
益
者
が
他
方
国
の
居
住
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
次
の
額
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

り
当
該
受
益
者
が
配
当
を
支
払
う
会
社
の
議
決
権
の
少
な
く
と
も
一

0
％
を
直
接
的
に
保
有
す
る
会
社
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
配
当
の
額
の

五
％

固
そ
の
他
の
す
べ
て
の
場
合
に
は
、
当
該
配
当
の
額
の
一
五
％

合
衆
国
の
規
制
投
資
会
社
又
は
不
動
産
投
資
信
託
が
支
払
う
配
当
、
あ
る
い
は
オ
ラ
ン
ダ
法
人
税
法

aret o
p
 d

e
 v
e
n
n
 0
 otschapsbelast ,
 

i
n
g
 1
9
6
9
)

第
一
一
八
条
に
規
定
す
る
「
beleggingsinstelling
」
で
あ
る
オ
ラ
ン
ダ
の
会
社
が
支
払
う
配
当
の
場
合
に
は
、
い
の
規
定
に
替
え
て

側
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
（
以
下
で
は
「
beleggingsinstelling
」
と
し
て
引
用
す
る
。
）

も
っ
と
も
次
の
場
合
に
は
、
い
の
規
定
も
⑯
の
規
定
も
適
用
さ
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

用
さ
れ
、
そ
の
理
由
は
、

R
I
C
及
び
R
E
I
T
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。

関
法
第
五
0
巻
第
六
号

一
五
％
の
軽
減
税
率
の
み
が
適



投
資
フ
ァ
ン
ド
課
税
の
国
際
的
側
面
に
つ
い
て

い
合
衆
国
の
不
動
産
投
資
信
託
が
支
払
う
配
当
が
、
「
beleggingsinstelling」
で
あ
る
オ
ラ
ン
ダ
の
会
社
又
は
、
不
動
産
投
資
信
託
の
権
益

の
二
五
％
未
満
を
保
有
す
る
個
人
以
外
の
オ
ラ
ン
ダ
居
住
者
が
受
益
的
に
保
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
配
当
。
当
該
配
当
は
、
そ
れ
に
か
わ
り
、

合
衆
国
国
内
法
で
定
め
る
税
率
で
課
税
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

伺

「

beleggingsinstelling」
で
あ
り
、
か
つ
、
不
動
産
投
資
信
託
に
つ
い
て
要
求
さ
れ
る
の
と
同
程
度
に
不
動
産
に
投
資
す
る
オ
ラ
ン
ダ
の

会
社
が
支
払
う
配
当
を
、
オ
ラ
ン
ダ
の
会
社
の
権
益
の
二
五
％
未
満
を
保
有
す
る
個
人
以
外
か
、
規
制
投
資
会
社
又
は
不
動
産
投
資
信
託
以
外

の
合
衆
国
居
住
者
が
受
益
的
に
保
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
配
当
。
当
該
配
当
は
、
そ
れ
に
か
わ
り
、
オ
ラ
ン
ダ
国
内
法
で
定
め
る
税
率
で
課

税
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

B
I
は
R
I
C
及
び
R
E
I
T
と
同
様
、
小
口
投
資
家
の
資
金
を
集
め
て
、
各
種
資
産
に
投
資
す
る
た
め
の
ビ
ー
ク
ル
に
す
ぎ
な
い
。

B
1
の
制
度
は
ほ
ぼ

R
I
C
及
び
R
E
I
T
に
類
似
し
て
お
り
、
ビ
ー
ク
ル
段
階
は
導
管
的
に
扱
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
B
I
は、

R
I

C
及
び
R
E
I
T
と
同
様
の
理
由
で
導
管
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
配
当
軽
減
税
率
の
適
用
を
制
限
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
再

投
資
準
備
金
等

(re
,
 
inves日1ent
account, rounding ,0
 ff 
account) 
の
よ
う
な
独
自
の
制
度
が
あ
り
、

一
定
の
限
度
額
が
あ
る
が
、

(93) 

こ
の
準
備
金
へ
の
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
の
繰
入
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
繰
入
期
間
中
は
課
税
の
繰
延
が
可
能
と
な
る
。
オ
ラ
ン
ダ
で

域）、

は
B
I
が
導
入
さ
れ
た
当
初
は
、
非
居
住
者
か
ら
の

B
I
へ
の
投
資
は
そ
も
そ
も
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
力
現
在
で
は

(95) 

E
C
加
盟
諸
国
の
居
住
者
か
ら
B
I
に
投
資
が
行
わ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
米
仏
租
税
条
約
で
も
、

R
I
C
及
び
R
E
I
T
と
と
も
に
フ
ラ
ン
ス
の
オ
ー
プ
ン
・
エ
ン
ド
の
会
社
型
フ
ァ
ン
ド
で
あ
る

S
I

C
A
V
(
s
o
c
i
e
t
e
 d'investissement a
 capital variable

こ
円
変
資
本
投
資
会
社
）
に
つ
い
て
類
似
の
制
限
規
走
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。

(97) 

な
お
、

S
I
C
A
V
に
つ
い
て
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会
に
譲
る
こ
と
に
す
る
。

三
0
1
――
（
一
四
九
五
）



2
 

条
約
例
を
集
大
成
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

米
仏
租
税
条
約
第
一

0
条

2

当
該
配
当
に
対
し
て
は
、
配
当
を
支
払
う
会
社
が
居
住
者
で
あ
る
締
約
国
に
お
い
て
も
、
当
該
締
約
国
の
法
令
に
従
っ
て
租
税
を
課
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
但
し
、
そ
の
租
税
の
額
は
、
当
該
配
当
の
受
益
者
が
他
方
の
締
約
国
の
居
住
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
次
の
額
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

い
当
該
受
益
者
が
以
下
の
も
の
を
保
有
す
る
会
社
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
配
当
の
額
の
五
％

い
当
該
会
社
が
合
衆
国
の
居
住
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
直
接
的
に
、
配
当
を
支
払
う
会
社
の
議
決
権
の
少
な
く
と
も
一

0
%
。

い
当
該
会
社
が
フ
ラ
ン
ス
の
居
住
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
直
接
的
又
は
間
接
的
に
、
配
当
を
支
払
う
会
社
の
資
本
の
少
な
く
と
も
一

0
%
。

固
そ
の
他
の
す
べ
て
の
場
合
に
は
、
当
該
配
当
の
額
の
一
五
％

本
項
の
い
の
規
定
は
、
合
衆
国
の
規
制
投
資
会
社
又
は
不
動
産
投
資
信
託
、
フ
ラ
ン
ス
の
可
変
資
本
投
資
会
社
が
支
払
う
配
当
に
は
適
用
さ
れ

な
い
も
の
と
す
る
。
合
衆
国
の
規
制
投
資
会
社
又
は
フ
ラ
ン
ス
の
可
変
資
本
投
資
会
社
が
支
払
う
配
当
の
場
合
に
は
、
本
項
の
側
の
規
定
が
適
用

さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
合
衆
国
の
不
動
産
投
資
信
託
が
支
払
う
配
当
の
場
合
に
は
、
当
該
配
当
を
こ
の
不
動
産
投
資
信
託
の
権
益
の
一

0
％
未
満

を
保
有
す
る
個
人
が
受
益
的
に
保
有
す
る
場
合
に
限
り
、
本
項
の
⑯
の
規
定
は
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
、
合
衆
国
の

国
内
法
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
源
泉
徴
収
税
率
が
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

(98) 

こ
れ
ら
の
制
限
規
定
は
旧
合
衆
国
モ
デ
ル
租
税
条
約
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
上
述
の
米
独
租
税
条
約
改
訂
後
、
合
衆
国
が
締
結
し
た

租
税
条
約
に
は
、

R
I
C
及
び
R
E
I
T
に
対
す
る
制
限
規
定
が
導
入
さ
れ
、
そ
れ
ら
一
連
の
制
限
規
定
の
中
に
合
衆
国
の
租
税
条
約
政

(OO) 加

(99) 

策
が
鮮
明
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
一
九
九
六
年
に
改
訂
さ
れ
た
合
衆
国
モ
デ
ル
条
約
の
配
当
条
項
に
は
次
の
制
限
規
定
が
導
入
さ
合

(101) 

衆
国
の
租
税
条
約
政
策
が
明
確
に
示
さ
れ
た
。
こ
の
一
九
九
六
年
合
衆
国
モ
デ
ル
条
約
は
、
い
わ
ば
合
衆
国
が
こ
れ
ま
で
締
結
し
て
き
た

一
九
九
六
年
合
衆
国
モ
デ
ル
祖
税
条
約
第
一

0
条

も
っ
と
も
、
当
該
配
当
に
対
し
て
は
、
支
払
者
が
居
住
者
で
あ
る
締
約
国
に
お
い
て
も
、
当
該
締
約
国
の
法
令
に
従
っ
て
租
税
を
課
す
る
こ
と
が

関
法
第
五

0
巻
第
六
号

三
0
四

（
一
四
九
六
）



投
資
フ
ァ
ン
ド
課
税
の
国
際
的
側
面
に
つ
い
て

十
分
に
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
。

で
き
る
。
但
し
、
そ
の
租
税
の
額
は
、
別
段
の
定
め
を
除
き
、
当
該
配
当
が
他
方
の
締
約
国
の
居
住
者
に
よ
り
受
益
的
に
保
有
さ
れ
る
場
合
に
は
、

次
の
額
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

い
当
該
受
益
者
が
配
当
を
支
払
う
会
社
の
議
決
権
の
あ
る
株
式
の
少
な
く
と
も
一

0
％
を
直
接
的
に
保
有
す
る
会
社
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
配

当
の
額
の
五
％

⑯
そ
の
他
の
す
べ
て
の
場
合
に
は
、
当
該
配
当
の
額
の
一
五
％

本
項
の
規
定
は
、
当
該
配
当
を
支
払
う
会
社
の
そ
の
配
当
に
充
て
ら
れ
る
利
得
に
対
す
る
課
税
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。

前
項
の
い
の
規
定
は
、
合
衆
国
の
規
制
投
資
会
社
又
は
不
動
産
投
資
信
託

(
R
E
I
T
)
が
支
払
う
配
当
に
は
適
用
さ
れ
な
い
も
の
と
す
る
。
合

衆
国
の

R
E
I
T
の
場
合
に
は
、
当
該
配
当
を

R
E
I
T
の
権
益
の
一

0
％
未
満
を
保
有
す
る
個
人
が
受
益
的
に
保
有
す
る
場
合
で
な
い
限
り
、
前

項
の
側
の
規
定
も
ま
た
適
用
さ
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

3
．
米
ル
ク
セ
ン
プ
ル
グ
租
税
条
約
改
訂
過
程
に
お
け
る
新
た
な
議
論
の
展
開

二
重
免
除

(double
e
x
e
m
p
t
i
o
n
)

の
制
限
か
、
対
米
投
資
の
促
進
か
I

そ
の
後
、
ル
ク
セ
ン
プ
ル
グ
と
の
条
約
改
訂
過
程
に
お
け
る
議
論
の
中
で
、
財
務
省
は
さ
ら
に

R
E
I
T
に
対
し
て
条
約
上
の
軽
減
税

(102) 

率
の
適
用
を
一
切
認
め
な
い
と
す
る
新
た
な
方
針
を
打
ち
出
し
た
。
こ
れ
は
不
動
産
に
直
接
投
資
し
た
投
資
家
と
の
均
衡
を
保
つ
目
的
か

ら
す
れ
ば
、

R
E
I
T
に
対
す
る
現
行
の
一
五
％
の
軽
減
税
率
に
つ
い
て
さ
え
適
用
を
認
め
る
べ
き
で
な
く
、

つ
ま
り

R
E
I
T
と
い
う

(103) 

ビ
ー
ク
ル
を
媒
介
と
す
る
投
資
に
つ
い
て
は
条
約
上
の
軽
減
税
率
を
一
切
認
め
な
い
と
す
る
強
硬
姿
勢
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ

と
は
、
非
居
住
者
に
よ
る

R
E
I
T
投
資
に
つ
い
て
、
条
約
が
あ
た
か
も
存
在
し
な
い
か
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
の
財
務
省
の
考
え
方
は
終
始
一
貫
し
て
お
り
、
も
し
も
不
動
産
へ
の
直
接
的
投
資
と
の
均
衡
を
保
つ
と
い
う
論
理
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、

3
 

三
0
五

（
一
四
九
七
）



(National Association of Real Estate Investment Trust, 以

(IOl) 

下
N
A
R
E
I
T
と
い
う
）
は
、
委
員
会
に
次
の
よ
う
な
反
対
意
見
を
提
出
し
た
。

N
A
R
E
I
T
に
よ
れ
ば
、
合
衆
国
R
E
I
T
に
対

（
眼
）

す
る
非
居
住
者
か
ら
の
投
資
は
増
え
つ
づ
け
て
お
り
、
と
り
わ
け
オ
ラ
ン
ダ
等
か
ら
の
投
資
額
は
巨
額
に
達
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ

(106) 

の
理
由
と
し
て
、
配
当
に
対
す
る
一
五
％
の
軽
減
税
率
の
適
用
が
海
外
投
資
家
に
と
っ
て
魅
力
的
で
あ
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
も
し
そ

の
軽
減
税
率
で
は
な
く
、
国
内
税
率
が
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
非
居
住
者
に
よ
る
R
E
I
T
投
資
は
激
減

(107) 

す
る
だ
ろ
う
と
N
A
R
E
I
T
は
強
く
主
張
し
た
。

従
来
行
わ
れ
て
き
た
議
論
は
、
非
居
住
者
で
あ
る
投
資
家
が
不
動
産
に
直
接
投
資
す
る
場
合
と
非
居
住
者
で
あ
る
投
資
家
が
R
E
I
T

と
い
う
ビ
ー
ク
ル
を
介
在
さ
せ
て
不
動
産
に
間
接
的
に
投
資
す
る
場
合
の
税
法
上
の
扱
い
を
比
較
し
、
租
税
中
立
性
の
観
点
か
ら
、
後
者

に
対
し
て
条
約
上
の
便
益
を
制
限
す
る
こ
と
を
正
当
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、

（
一
四
九
八
）

N
A
R
E
I
T
の
議
論
は
、
む
し
ろ
比

較
の
視
点
を
か
え
て
一
般
的
な
株
式
へ
の
投
資
と

R
E
I
T
株
式
へ
の
投
資
を
比
較
し
、
両
者
を
租
税
中
立
的
に
扱
う
べ
き
で
あ
る
と
し
、

(108) 

財
務
省
の
方
針
が
R
I
C
に
は
適
用
さ
れ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
R
E
I
T
だ
け
に
適
用
さ
れ
る
の
は
不
合
理
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の

こ
と
は
R
E
I
T
と
い
う
ビ
ー
ク
ル
が
、
小
口
の
不
動
産
投
資
の
た
め
の
ビ
ー
ク
ル
と
い
う
性
質
を
有
す
る
の
み
な
ら
ず
、
株
式
投
資
と

い
う
性
質
も
同
時
に
有
す
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

R
E
I
T
投
資
は
R
I
C
投
資
と
同
様
に
投
資
家
に
対
し
て
投
資
の
多
様
性

と
リ
ス
ク
の
分
散
を
提
供
し
て
お
り
、
あ
く
ま
で
も
不
動
産
の
直
接
的
投
資
と
同
じ
で
は
な
い
た
め
、
む
し
ろ
R
I
C
と
異
な
る
取
扱
い

(109) 

を
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
の
が
N
A
R
E
I
T
の
主
張
の
論
拠
で
あ
る
。

こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
上
院
外
交
委
員
会
の
委
員
、
共
同
租
税
委
員
会
の
委
員
及
び

R
E
I
T
業
界
の
代
表
者
に
よ
る
協
議

(no) 

が
行
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
最
終
的
に
は
合
衆
国
不
動
産
市
場
に
及
ぼ
す
影
響
を
恐
れ
、
財
務
省
の
強
硬
方
針
は
再
検
討
す
べ
き
で
あ
る

そ
れ
に
対
し
て

R
E
I
T
業
界
の
団
体
で
あ
る
N
A
R
E
I
T

関
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投
資
フ
ァ
ン
ド
課
税
の
国
際
的
側
面
に
つ
い
て

条
項
の
導
入
に
成
功
し
て
い
る
。

（山）

と
さ
れ
た
。
公
聴
会
に
お
い
て
、
財
務
省
は
、

R
E
I
T
配
当
に
つ
い
て
は
、
一
般
配
当
軽
減
税
率
を
適
用
し
な
い
と
す
る
従
来
の
政
策

(112)

（田）

を
修
正
す
る
と
公
表
し
、
結
局
対
オ
ー
ス
ト
リ
ア
条
約
、
対
ル
ク
セ
ン
プ
ル
グ
条
約
及
び
対
ト
ル
コ
条
約
で
は
従
来
と
同
じ
規
定
が
踏
襲

面）

さ
れ
た
。
つ
ま
り
財
務
省
は
、
非
居
住
者
に
よ
る
合
衆
国
不
動
産
へ
の
直
接
投
資
に
つ
き
、
課
税
管
轄
が
維
持
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、

R

E
I
T
に
対
す
る
非
居
住
者
か
ら
の
投
資
を
抑
制
す
る
必
要
は
な
い
と
す
る
新
政
策
に
合
意
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
上
院
外
交
委
員

会
は
、

R
E
I
T
の
支
払
配
当
に
関
す
る
一
五
％
軽
減
税
率
の
適
用
要
件
を
、
次
の
よ
う
に
提
案
し
、
合
衆
国
モ
デ
ル
租
税
条
約
に
こ
の

方
針
を
導
入
す
べ
き
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
糾
。
新
方
針
で
は
、

減
税
率
は
従
来
通
り
継
続
さ
れ
、

R
E
I
T
権
益
が
広
範
に
保
有
さ
れ
る
と
と
も
に
分
散
化
さ
れ
て
い
る

R
E
I
T
配
当
に
つ
い
て
は
、

い
条
約
国
の
居
住
者
が
受
益
的
に
各
種
の

R
E
I
T
株
式
の
五
％
以
下
の
権
益
を
保
有
し
、
か
つ
、
当
該
配
当
が
上
場
さ
れ
た
一
種
類
の

R
E
I
T

株
式
に
つ
い
て
支
払
わ
れ
る
場
合
、
又
は
、

伺
条
約
国
の
居
住
者
が
受
益
的
に

R
E
I
T
の
権
益
の
一

0
％
以
下
を
保
有
し
、
か
つ
、

R
E
I
T
株
式
が
上
場
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ

ら
ず
、

R
E
I
T
が
多
様
化
し
て
い
る
場
合
。

(117) 

財
務
省
は
、
そ
の
後
の
条
約
交
渉
に
お
い
て
も
そ
の
よ
う
な
新
方
針
に
従
い
、
次
に
示
す
対
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
条
約
を
は
じ
め
と
す
る
一
連

の
条
約
（
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
イ
タ
リ
ア
等
）

米
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
租
税
条
約
第
一

0
条

の
中
で
、

で
き
る
限
り
軽
減
税
率
を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

一
定
の

R
E
I
T
配
当
に
対
す
る
軽
減
税
率
の
適
用
を
制
限
す
る

三
0
七

（
一
四
九
九
）

一
定
以
下
の

R
E
I
T
権
益
を
保
有
す
る
個
人
投
資
家
に
対
す
る
軽



2
．
も
っ
と
も
、
当
該
配
当
に
対
し
て
は
、
配
当
を
支
払
う
会
社
が
居
住
者
で
あ
る
締
約
国
に
お
い
て
も
、
当
該
締
約
国
の
法
令
に
従
っ
て
租
税
を
課

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
第
三
項
で
定
め
る
場
合
を
除
い
て
、
そ
の
租
税
の
額
は
、
当
該
配
当
の
受
益
者
が
他
方
の
締
約
国
の
居
住
者
で
あ
る

場
合
に
は
、
次
の
額
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

国
当
該
の
受
益
者
が
配
当
を
支
払
う
会
社
の
議
決
権
の
あ
る
株
式
の
少
な
く
と
も
一

0
％
を
保
有
す
る
会
社
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
配
当
の
額

の
五
％

⑯
そ
の
他
の
す
べ
て
の
場
合
に
は
、
当
該
配
当
の
額
の
一
五
％

本
項
の
規
定
は
、
当
該
配
当
を
支
払
う
会
社
の
そ
の
配
当
に
充
て
ら
れ
る
利
得
に
対
す
る
課
税
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。

3
．
前
項
の
い
の
規
定
は
、
規
制
投
資
会
社

(
R
I
C
)
又
は
不
動
産
投
資
信
託

(
R
E
I
T
)
が
支
払
う
配
当
に
は
適
用
さ
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

R
I
C
が
支
払
う
配
当
の
場
合
に
は
、
前
項
の
閲
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

R
E
I
T
が
支
払
う
配
当
の
場
合
に
は
、
次
に
該
当
す
る

場
合
に
限
り
、
前
項
の
⑯
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

囚
当
該
配
当
の
受
益
者
が

R
E
I
T
権
益
の
一

0
％
以
下
を
保
有
す
る
個
人
の
場
合
。

固
当
該
配
当
が
上
場
さ
れ
た
一
種
類
の
株
式
に
つ
い
て
支
払
わ
れ
、
か
つ
、
当
該
配
当
の
受
益
者
が
す
べ
て
の
種
類
の

R
E
I
T
株
式
の
権
益
の

五
％
以
下
を
保
有
す
る
者
で
あ
る
場
合
。

団
当
該
配
当
の
受
益
者
が

R
E
I
T
権
益
の
一

0
％
以
下
を
保
有
す
る
者
で
、
か
つ
、

R
E
I
T
が
多
様
化
し
て
い
る
場
合
。

第
三
節

上
述
の
よ
う
に
、
非
居
住
者
に
よ
る
合
衆
国
R
I
C
及
び

R
E
I
T
を
介
し
た
投
資
は
、
直
接
的
投
資
に
比
べ
租
税
条
約
に
よ
り
軽
減

税
率
が
適
用
さ
れ
る
た
め
、
税
法
上
有
利
に
扱
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
国
内
法
上
課
税
さ
れ
な
い
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
ま
で
、
条
約
便

益
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
問
題
で
あ
る
と
し
て
、
合
衆
国
は
配
当
条
項
に
お
い
て
条
約
便
益
制
限
条
項
を
導
入
し
、
直
接
的
投
資
と
の
中

小

関

法
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投
資
フ
ァ
ン
ド
課
税
の
国
際
的
側
面
に
つ
い
て

E
I
T
か
ら
の
配
当
所
得
に
対
し
て
軽
減
税
率
を
制
限
し
て
き
た
。

多
く
行
わ
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
ビ
ー
ク
ル
を
介
し
た
投
資
は
、

一
定
の
要
件
を
み
た
す
と
、
ビ
ー
ク
ル
段
階
で
ほ
と
ん
ど
課
税
さ
れ
ず
、

第
一
節

第
四
章

我
が
国
に
お
け
る
現
行
法
の
枠
組
み
の
下
で
の
議
論
と
今
後
の
展
望

立
性
を
保
っ
て
き
た
。
さ
ら
に
財
務
省
は
、

R
E
I
T
に
対
し
て
軽
減
税
率
の
全
廃
を
提
案
し
た
が
、
外
国
か
ら
の

R
E
I
T
に
対
す
る

投
資
を
歓
迎
す
る
声
も
強
く
、
財
務
省
の
強
硬
政
策
に
反
対
す
る
動
き
も
み
ら
れ
た
た
め
、
そ
の
後
そ
の
政
策
を
修
正
し
た
。
財
務
省
は
、

一
定
の
投
資
政
策
の
重
要
性
を
認
識
し
た
結
果
、
従
来
の
条
約
政
策
を
一
部
譲
歩
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
新
政
策
が
示
し
て
い
る
よ
う

に
、
今
後
の
合
衆
国
の
条
約
政
策
の
動
向
は
硬
軟
い
ず
れ
と
も
予
断
を
許
さ
な
い
も
の
と
な
ろ
う
。

現
行
租
税
条
約
に
お
け
る
フ
ァ
ン
ド
投
資

(
i
n
b
o
u
n
d
•

outbound)
課
税
の
扱
い

前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
合
衆
国
の

R
I
C
及
び
R
E
I
T
へ
の
投
資
は
合
衆
国
の
居
住
者
だ
け
で
な
く
、
非
居
住
者
に
よ
る
も
の
も

国
内
税
法
上
優
遇
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
非
居
住
者
に
よ
る
こ
れ
ら
の
ビ
ー
ク
ル
を
介
在
さ
せ
た
投
資
に
つ
い
て
は
、
条
約
上
の
軽
減
税

率
が
適
用
さ
れ
る
た
め
、
居
住
者
に
比
べ
て
優
遇
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
そ
の
た
め
合
衆
国
は
若
干
の
条
約
に
お
い
て
、

R
I
C
及
び
R

そ
こ
で
第
四
章
で
は
、
日
本
が
締
結
し
た
租
税
条
約
が
投
資
フ
ァ
ン
ド
課
税
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
る
か
を
、
ま
ず
検
討
す

(118) 
る
。
そ
の
う
え
で
、
日
本
の
投
資
家
が
外
国
投
資
フ
ァ
ン
ド
、
例
え
ば
合
衆
国
の

R
I
C
及
び
R
E
I
T
に
投
資
し
た
場
合
の
条
約
上
の

取
扱
い
に
つ
い
て
分
析
す
る
と
と
も
に
不
十
分
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
条
約
解
釈
を
試
み
、
さ
ら
に
は
、
非
居
住
者
に
よ
る
我
が
国
の

(119)

（

120)

（

121) 

投
資
信
託
、
投
資
法
人
、

S
P
C
、
S
P
T
等
の
ビ
ー
ク
ル
ヘ
の
投
資
に
対
す
る
課
税
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
る
。

三
0
九

（
一
五
0
1
)



日
英
租
税
条
約

三
一
〇

（
一
五
0
1

―

)

日
本
の
投
資
家
が
投
資
フ
ァ
ン
ド
に
投
資
し
た
場
合
を
定
め
た
租
税
条
約
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
日
英
租
税
条
約
第
二
八
条

(122)

（

123) 

の
A
で
は
、
「
公
認
投
資
基
金
」
に
投
資
す
る
者
が
、
当
該
基
金
か
ら
取
得
す
る
配
当
又
は
利
子
の
受
益
者
と
し
て
軽
減
税
率
又
は
タ
ッ

ク
ス
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
を
請
求
す
る
権
利
を
持
つ
場
合
は
、
そ
の
基
金
の
運
用
者
又
は
受
託
者
が
そ
の
者
に
代
わ
っ
て
そ
の
請
求
を
す
る
こ

(121) 

と
が
で
き
る
と
規
定
し
て
い
る
。

(125) 

具
体
的
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
居
住
す
る
投
資
家
が
イ
ギ
リ
ス
の
ユ
ニ
ッ
ト
・
ト
ラ
ス
ト
に
投
資
し
、
さ
ら
に
そ
の
信
託
が
日
本
株
式
等

に
投
資
し
て
、
利
子
又
は
配
当
を
受
取
る
場
合
を
考
え
て
み
よ
う
。
「
公
認
投
資
基
金
」
に
は
イ
ギ
リ
ス
の
ユ
ニ
ッ
ト
・
ト
ラ
ス
ト
が
含

ま
れ
る
か
ら
、
投
資
家
に
か
わ
る
代
行
者
が
軽
減
税
率
又
は
タ
ッ
ク
ス
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
を
請
求
す
る
こ
と
が
当
然
で
き
る
。
逆
に
、
日
本

に
居
住
す
る
投
資
家
が
日
本
の
証
券
投
資
信
託
に
投
資
し
、
そ
の
信
託
が
イ
ギ
リ
ス
株
式
等
に
投
資
し
た
場
合
も
同
様
で
あ
る
。

条
約
に
こ
の
規
定
が
導
入
さ
れ
た
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
株
式
や
公
社
債
を
組
み
入
れ
た
我
が
国
の
投
資
信
託
が
受
託
銀
行
名
で
日
英
租

(126) 

税
条
約
の
便
益
を
享
受
す
る
た
め
の
適
用
申
請
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
イ
ギ
リ
ス
側
が
こ
れ
を
認
め
な
か
っ
た
こ
と
に
基
因
す
る
。
イ
ギ
リ

ス
側
の
否
認
理
由
は
、
日
本
の
契
約
型
の
投
資
信
託
は
、
信
託
自
体
が
導
管
に
す
ぎ
ず
、
信
託
の
受
益
者
は
日
本
の
信
託
自
体
で
は
な
く

(127) 

そ
の
投
資
家
で
あ
る
の
で
、
信
託
は
条
約
上
の
「
受
益
者
」
に
該
当
せ
ず
、
条
約
ア
ク
セ
ス
を
拒
否
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の

よ
う
な
イ
ギ
リ
ス
の
主
張
を
受
け
て
、

一
部
の
受
益
者
が
、
条
約
上
の
便
益
を
享
受
で
き
な
い
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
、
こ
のず、

(128) 

よ
う
な
取
扱
い
が
定
め
ら
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
、
フ
ァ
ン
ド
自
体
が
課
税
さ
れ
る
か
非
課
税
で
あ
る
か
に
か
か
わ
ら

フ
ァ
ン
ド
の
運
用
者
又
は
受
託
者
が
、
投
資
家
に
代
わ
っ
て
条
約
便
益
の
請
求
手
続
き
を
行
う
と
い
う
こ
と
を
規
定
し
た
も
の
と
解
さ
れ

て
い
な
‘
。
こ
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
、
集
団
投
資
ス
キ
ー
ム
に
投
資
し
た
場
合
の
二
重
課
税
が
排
除
さ
れ
う
る
。

第
一
款
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投
資
フ
ァ
ン
ド
課
税
の
国
際
的
側
面
に
つ
い
て

日
本
の
従
来
の
証
券
投
資
信
託
は
パ
ス
ス
ル
ー
型
の
ビ
ー
ク
ル
で
あ
り
、
国
内
法
上
信
託
自
体
に
は
課
税
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
日
英
租

税
条
約
で
は
、
信
託
自
体
は
法
人
格
を
有
さ
ず
、
租
税
条
約
上
の
「
者
」
に
も
該
当
し
な
い
た
め
、
条
約
ア
ク
セ
ス
は
そ
の
信
託
の
受
益

一
方
、
イ
ギ
リ
ス
の
ユ
ニ
ッ
ト
・
ト
ラ
ス
ト
は
法
人
格
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
イ
ギ
リ
ス
国

内
法
上
は
イ
ン
ピ
ュ
テ
ー
シ
ョ
ン
方
式
を
と
る
た
め
、
他
の
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
は
若
干
程
度
異
な
る
も
の
の
、
ビ
ー
ク
ル
段
階
で
課
税
さ

れ
な
。
し
か
し
日
英
租
税
条
約
第
二
八
条
の

A
の
文
言
に
よ
れ
ば
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
ト
ラ
ス
ト
は
課
税
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
あ
っ
て
も
、
あ
く

ま
で
も
受
益
者
で
あ
る
投
資
家
の
単
な
る
代
行
者
で
あ
り
、
条
約
ア
ク
セ
ス
を
持
た
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
当
該
規
定
で
は
、
ト
ラ
ス
ト

(131) 

自
体
は
受
益
者
で
あ
る
投
資
家
の
単
な
る
代
行
者
と
し
て
扱
わ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

(132) 

と
こ
ろ
が
日
英
租
税
条
約
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
取
扱
い
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
他
の
租
税
条
約
と
は
異
な
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
す
べ
て
の

(133) 

信
託
に
つ
い
て
、
信
託
自
体
の
名
で
条
約
の
適
用
申
請
を
行
う
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
そ
う
し
た
一
般
的
な
傾
向
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

(134) 

ず
、
な
ぜ
日
英
租
税
条
約
は
信
託
の
運
用
者
又
は
受
託
者
に
条
約
便
益
を
請
求
す
る
代
行
を
認
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は

イ
ギ
リ
ス
側
が
日
本
の
証
券
投
資
信
託
に
条
約
ア
ク
セ
ス
を
認
め
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
た
め
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
我
が
国

の
証
券
投
資
信
託
等
の
条
約
適
用
関
係
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
イ
ン
ピ
ュ
テ
ー
シ
ョ
ン
方
式
の
適
用
と
い
う
点
か

ら
み
れ
ば
、

ユ
ニ
ッ
ト
・
ト
ラ
ス
ト
自
体
に
条
約
ア
ク
セ
ス
を
認
め
る
条
約
例
も
一
部
あ
る
が
、
こ
こ
で
代
行
者
と
位
置
づ
け
た
の
は
、

む
し
ろ
日
本
の
証
券
投
資
信
託
の
取
扱
い
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
投
資
家

自
身
に
条
約
適
用
申
請
を
行
わ
せ
る
と
執
行
上
も
問
題
が
あ
り
、
そ
の
結
果
、
実
質
的
に
は
条
約
適
用
を
排
除
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な

(135) 

い
た
め
、
信
託
の
受
益
者
の
う
ち
非
居
住
者
が
占
め
る
割
合
が
小
さ
い
場
合
に
代
行
を
認
め
る
と
い
う
方
針
を
と
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
、
そ
の
当
時
の
投
資
フ
ァ
ン
ド
は
、
現
在
の
よ
う
に
非
居
住
者
に
よ
り
頻
繁
に
投
資
さ
れ
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
な
か
っ
た

者
に
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

~ 
（
一
五
01―

-
）



第
二
款

議
定
書
の
改
訂
が
必
要
と
な
ろ
う
。

ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

~ 
（
一
五
0
四）

こ
と
が
う
か
が
え
る
。
さ
ら
に
本
条
項
を
適
用
す
れ
ば
、
条
約
適
格
の
な
い
第
三
国
の
居
住
者
が
投
資
家
で
あ
る
場
合
は
排
除
さ
れ
る
こ

（
園
）

と
に
な
る
。

そ
れ
で
は
、
日
本
の
投
資
家
が
イ
ギ
リ
ス
の
ユ
ニ
ッ
ト
・
ト
ラ
ス
ト
に
投
資
し
、
そ
の
ト
ラ
ス
ト
が
日
本
株
式
等
に
投
資
す
る
場
合
は

一
部
の
論
者
に
よ
れ
ば
、
そ
の
場
合
の
運
用
益
で
あ
る
配
当
又
は
利
子
に
つ
い
て
、
本
条
約
の
適
用
が
あ
る
の
か
ど

う
か
は
明
確
で
な
い
と
し
、
本
条
約
で
は
投
資
家
が
受
益
者
で
あ
り
、
フ
ァ
ン
ド
自
体
は
投
資
家
の
代
行
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、

(137) 

条
約
の
適
用
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
す
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
場
合
は
結
局
の
と
こ
ろ
日
本
の
投
資
家
が
日
本
株
式
に
迂
回

的
に
投
資
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
論
理
的
に
は
そ
の
運
用
益
は
、
租
税
条
約
の
適
用
に
な
じ
ま
な
い
も
の
と
考
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

も
し
も
フ
ァ
ン
ド
自
体
に
条
約
ア
ク
セ
ス
が
認
め
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
条
約
上
の
便
益
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な

取
引
に
つ
い
て
同
列
に
扱
う
と
い
う
の
も
―
つ
の
考
え
方
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
日
英
租
税
条
約
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
対
象
と
な
る
フ
ァ
ン
ド
を
限
定
列
挙
し
た
も
の
と
し
て
評
価
す
る
一
方
、
そ
の

当
時
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
ペ
イ
ス
ル
ー
型
の
投
資
フ
ァ
ン
ド
が
今
後
利
用
さ
れ
た
場
合
に
、
ど
の
よ
う
に
対
処
す
れ
ば
よ
い
の
か
と

（
成
）

い
う
新
た
な
問
題
が
提
起
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ペ
イ
ス
ル
ー
型
の
投
資
フ
ァ
ン
ド
に
つ
い
て
は
、
国
内
法
上
課
税
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
あ
り
、

ユ
ニ
ッ
ト
・
ト
ラ
ス
ト
と
の
均
衡
上
、
「
公
認
投
資
基
金
」
と
し
て
認
め
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
場
合
は
、
当
然

日
ル
ク
セ
ン
プ
ル
グ
租
税
条
約

(139) 

日
ル
ク
セ
ン
プ
ル
グ
租
税
条
約
第
二
五
条
の
構
成
は
日
英
租
税
条
約
の
規
定
と
異
な
る
。
当
該
規
定
は
、
ル
ク
セ
ン
プ
ル
グ
の
一
九
二

関

法
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゜
ニつ

投
資
フ
ァ
ン
ド
課
税
の
国
際
的
側
面
に
つ
い
て

九
年
七
月
三
一
日
の
法
律
及
び
一
九
三
八
年
―
二
月
一
七
日
の
政
令
に
よ
り
、
ル
ク
セ
ン
プ
ル
グ
の
法
人
税
と
資
産
税
の
課
税
が
免
除
さ

(IIO) 

れ
て
い
る
持
株
会
社
に
対
す
る
条
約
便
益
制
限
規
定
で
あ
る
。
当
該
持
株
会
社
が
条
約
上
の
便
益
を
享
受
す
る
と
二
重
免
除
と
な
る
た
め
、

(
M
)
 

ル
ク
セ
ン
プ
ル
グ
に
導
管
会
社
を
設
立
す
る
こ
と
に
よ
る
ト
リ
ー
テ
ィ
・
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
を
防
止
す
る
目
的
で
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

と
と
な
っ
た
た
め
、

後
に
一
九
八
八
年
一
二
月
三

0
日
法
の
適
用
を
受
け
る
投
資
会
社
に
対
し
て
も
、
ル
ク
セ
ン
プ
ル
グ
国
内
法
の
優
遇
税
制
が
適
用
さ
れ
る
こ

(142) 

一
九
九
二
年
三
月
五
日
の
議
定
書
に
お
い
て
、
当
該
投
資
会
社
に
条
約
第
二
五
条
を
適
用
す
る
と
合
意
さ
れ
た
。

そ
の
た
め
、
ル
ク
セ
ン
プ
ル
グ
の
会
社
型
の
投
資
フ
ァ
ン
ド
（
以
下
、
ル
ク
セ
ン
プ
ル
グ
S
I
C
A
V
と
い
う
）
は
一
九
八
八
年
法
の

適
用
を
受
け
、
条
約
上
の
便
益
を
全
面
的
に
排
除
さ
れ
て
い
る
た
め
、
日
本
の
投
資
家
が
ル
ク
セ
ン
プ
ル
グ
S
I
C
A
V
に
投
資
し
た
場

合
は
、
そ
の
配
当
所
得
に
つ
い
て
条
約
上
の
軽
減
税
率
は
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
。
ル
ク
セ
ン
プ
ル
グ
S
I
C
A
V
は
国
内
税
法
上

課
税
を
免
除
さ
れ
て
い
る
投
資
会
社
で
あ
る
が
、
日
ル
ク
セ
ン
プ
ル
グ
租
税
条
約
で
は
当
該
S
I
C
A
V
を
含
む
投
資
会
社
は
い
っ
た
ん

条
約
適
格
者
と
み
な
さ
れ
な
が
ら
、
当
該
投
資
会
社
自
体
を
条
約
の
適
用
か
ら
排
除
す
る
と
い
う
ユ
ニ
ー
ク
な
構
成
を
と
る
も
の
と
解
さ

れ
る
。
そ
の
結
果
、
日
本
の
投
資
家
が
ル
ク
セ
ン
プ
ル
グ
S
I
C
A
V
を
介
在
さ
せ
た
投
資
を
行
う
場
合
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
ユ
ニ
ッ
ト
・

ト
ラ
ス
ト
を
介
在
さ
せ
た
場
合
と
異
な
り
、
二
重
課
税
の
救
済
が
行
わ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
あ
る
論
者
は
、
日
英
租

税
条
約
の
ユ
ニ
ッ
ト
・
ト
ラ
ス
ト
も
日
ル
ク
セ
ン
プ
ル
グ
の

S
I
C
A
V
も
投
資
家
の
立
場
を
代
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
租
税
条

(143) 

約
上
同
様
に
構
成
す
べ
き
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
か
り
に
税
法
上
同
列
に
扱
う
こ
と
が
必
要
で
あ
れ
ば
、
条
約
上
、
ル
ク
セ
ン
プ
ル

グ
S
I
C
A
V
に
代
行
者
の
地
位
を
与
え
る
か
、
我
が
国
の
外
国
投
資
信
託
の
投
資
の
う
ち
ル
ク
セ
ン
プ
ル
グ
籍
の
フ
ァ
ン
ド
が
多
い
こ

と
に
照
ら
せ
ば
、
執
行
上
の
観
点
か
ら
は
、
会
社
型
フ
ァ
ン
ド
自
体
に
条
約
ア
ク
セ
ス
を
認
め
て
い
く
と
い
う
の
も
―
つ
の
方
法
で
あ
ろ

口
（
一
五
0
五）



第
三
款

日
仏
租
税
条
約

(114) 

日
仏
租
税
条
約
第
二
九
条
は
、

――――四

フ
ラ
ン
ス
の
会
社
型
投
資
フ
ァ
ン
ド

(145) 

プ
ル
グ

S
I
C
A
V
と
異
な
る
取
扱
い
を
行
う
。
当
該
規
定
に
よ
れ
ば
、
「
公
認
投
資
基
金
」
に
関
す
る
条
約
の
適
用
に
つ
い
て
、

の
公
認
投
資
基
金
に
投
資
す
る
一
方
国
の
居
住
者
が
取
得
す
る
利
子
又
は
配
当
に
関
す
る
条
約
適
用
の
申
請
を
当
該
基
金
の
受
託
者
又
は（

郎
）

（
投
資
合
同
フ
ァ
ン
ド
）
、

S
I
C
A
V

運
用
者
が
代
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
る
。
「
公
認
投
資
基
金
」
は
、
フ
ラ
ン
ス
の

F
C
P

(W) 

及
び
日
本
の
証
券
投
資
信
託
、
貸
付
信
託
、
合
同
運
用
信
託
の
み
で
あ
る
。
当
該
ア
プ
ロ
ー
チ
は
日
英
租
税
条
約
と
同
様
で
あ
る
。

ル
ク
セ
ン
プ
ル
グ

S
I
C
A
V
は
、
国
内
法
と
条
約
の
二
重
免
除
に
な
る
と
し
て
条
約
の
軽
減
税
率
が
適
用
さ
れ
な
か
っ
た
の
に
対
し

て
、
フ
ラ
ン
ス

S
I
C
A
V
は
、
居
住
者
で
あ
る
投
資
家
の
た
め
に
条
約
上
の
便
益
を
享
受
さ
せ
る
代
行
者
の
地
位
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、

S
I
C
A
V
に
つ
い
て
は
フ
ラ
ン
ス
も
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
も
、
国
内
法
上
課
税
免
除
法
人
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ

(148) 

ら
ず
、
条
約
上
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
取
扱
い
が
行
わ
れ
て
い
る
。

日
仏
租
税
条
約
で
は
条
約
ア
ク
セ
ス
は
一
体
誰
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
フ
ラ
ン
ス

S
I
C
A
V
は
、
国
内
法
上
法
人
格
を
有
し
な
が

(119) 

ら
課
税
を
免
除
さ
れ
る
ビ
ー
ク
ル
で
あ
り
、
か
つ
、
条
約
上
は
あ
く
ま
で
も
受
益
者
で
あ
る
投
資
家
の
代
行
者
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、

フ
ラ
ン
ス

S
I
C
A
V
は
法
人
で
あ
っ
て
も
条
約
ア
ク
セ
ス
が
な
く
、
条
約
ア
ク
セ
ス
は

S
I
C
A
V
に
投
資
す
る
投
資
家
に
あ
る
と
考

え
ら
れ
、
執
行
上
こ
の
よ
う
な
取
扱
い
を
導
入
し
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

S
I
C
A
V
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
日
仏
租
税

条
約
、
日
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
租
税
条
約
の
取
扱
い
は
そ
れ
ぞ
れ
の
相
手
国
と
の
事
情
を
考
慮
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
整
合
的
と
は
い
え

(150) 

な
い
。
フ
ラ
ン
ス
の
締
結
し
た
条
約
の
中
に
は
、
む
し
ろ
S
I
C
A
V
に
条
約
適
格
を
認
め
る
も
の
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
米
仏
租
税
条

約
第
一

0
条
は
、

フ
ラ
ン
ス

S
I
C
A
V
は
R
I
C
及
び

R
E
I
T
と
と
も
に
条
約
ア
ク
セ
ス
を
有
し
な
が
ら
、
配
当
に
つ
い
て
は
条
約

関

法

第

五

0
巻
第
六
号

（
以
下
、

フ
ラ
ン
ス

S
I
C
A
V
と
い
う
）
に
つ
い
て
ル
ク
セ
ン

（
一
五
0
六）
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定



投
資
フ
ァ
ン
ド
課
税
の
国
際
的
側
面
に
つ
い
て

す
で
に
、
日
英
租
税
条
約
で
イ
ギ
リ
ス
側
が
主
張
し
た
よ
う
に
、
日
本
の
契
約
型
の
証
券
投
資
信
託
の
よ
う
な
ト
ラ
ン
ス
パ
レ
ン
ト
な

ビ
ー
ク
ル
に
つ
い
て
は
、
受
益
者
は
投
資
家
で
あ
る
と
さ
れ
、
当
該
信
託
自
体
に
租
税
条
約
の
適
用
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、

フ

ラ
ン
ス

S
I
C
A
V
、
ル
ク
セ
ン
プ
ル
グ
S
I
C
A
V
の
よ
う
な
会
社
型
フ
ァ
ン
ド
に
つ
い
て
も
必
ず
し
も
画
一
的
に
取
り
扱
わ
れ
て
お

(151) 

ら
ず
、
そ
も
そ
も
租
税
条
約
の
適
用
に
つ
い
て
も
各
国
の
対
応
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
た
と
え
フ
ァ
ン
ド
自
体
が
法
人
格
を
有

し
て
い
た
と
し
て
も
、
当
該
法
人
が
国
内
税
法
上
課
税
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
条
約
便
益
を
排
除
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
う
る
。
米

仏
租
税
条
約
で
は
フ
ラ
ン
ス

S
I
C
A
V
は
条
約
の
「
受
益
者
」
と
し
て
扱
う
一
方
で
、
そ
の
便
益
を
制
限
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
日

仏
租
税
条
約
で
は
あ
く
ま
で
も
条
約
の
受
益
者
は
投
資
家
で
あ
る
か
ら
、

フ
ラ
ン
ス

S
I
C
A
V
は
そ
の
条
約
申
請
の
代
行
者
と
し
て
扱

わ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
投
資
フ
ァ
ン
ド
の
条
約
ア
ク
セ
ス
は
、
必
ず
し
も
法
人
格
の
有
無
が
鍵
を
握
る
と
は
い
い

き
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

S
I
C
A
V
の
よ
う
な
国
内
法
上
課
税
を
免
除
さ
れ
て
い
る
法
人
に
、
条
約
上
の
ア
ク
セ
ス
を

認
め
る
べ
き
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
フ
ラ
ン
ス
の
条
約
政
策
は
一
貫
し
て
い
る
と
は
い
い
難
い
。
さ
ら
に
、
日
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
条
約
第
一

0
条
に
よ
れ
ば
、
特
定
目
的
会
社
若
し
く
は
証
券
投
資
法
人
に
つ
い
て
、
親
子
間
配
当
軽
減
税
率
の
適
用
を
排
除
し
て
い
る
こ
と
に
照
ら

せ
ば
、
我
が
国
の
投
資
フ
ァ
ン
ド
の
条
約
ア
ク
セ
ス
に
つ
い
て
は
、
私
法
上
の
形
態
を
尊
重
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

以
上
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
我
が
国
が
締
結
し
た
租
税
条
約
は
、
投
資
フ
ァ
ン
ド
の
条
約
ア
ク
セ
ス
に
つ
い
て
必
ず
し
も
明
確
な
ポ
リ

シ
ー
に
基
づ
い
て
締
結
さ
れ
て
い
た
と
は
い
い
き
れ
な
い
。
今
後
に
お
い
て
も
、
非
居
住
者
が
そ
の
よ
う
な
フ
ァ
ン
ド
ヘ
投
資
を
行
っ
た

場
合
に
、
誰
が
条
約
上
の
適
格
者
に
な
る
の
か
と
い
う
問
題
が
当
然
で
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
も
そ
う
し
た
非
居
住
者
に
よ
る
対
日

フ
ァ
ン
ド
投
資
が
望
ま
し
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
、
積
極
的
に
そ
う
し
た
投
資
政
策
を
推
進
す
る
立
場
を
と
る
の
で
あ
れ
ば
、
我
が
国
に

便
益
の
享
受
を
制
限
さ
れ
る
と
い
う
構
成
を
と
る
。

＝
二
五

（
一
五
0
七）



れ
て
み
た
い
。

お
い
て
も
そ
う
し
た
投
資
フ
ァ
ン
ド
に
対
す
る
条
約
上
の
ル
ー
ル
を
明
確
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

（
一
五
0
八）

日
本
の
投
資
家
に
よ
る
投
資
は
、
国
内
フ
ァ
ン
ド
の
み
な
ら
ず
、
外
国
フ
ァ
ン
ド
ヘ
の
投
資
も
徐
々
に
増
え
つ
つ
あ
る
。
そ
の
場
合
の

課
税
関
係
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
非
居
住
者
が
合
衆
国
の

R
I
C
や

R
E
I
T
に
投
資
を
行
っ
た
場
合
に
支
払
わ
れ
る

配
当
に
つ
い
て
は
、
合
衆
国
国
内
法
上
三

0
％
で
課
税
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
合
衆
国
と
租
税
条
約
を
締
結
し
て
い
る
国

の
居
住
者
に
対
す
る
支
払
い
に
つ
い
て
は
、
租
税
条
約
の
適
用
が
問
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
日
本
の
居
住
者
で
あ
る
投
資
家
が
合
衆
国
の

R

I
C
や

R
E
I
T
に
投
資
を
行
っ
た
場
合
に
、
そ
の
配
当
に
つ
い
て
は
現
行
の
日
米
租
税
条
約
が
適
用
さ
れ
る
の
か
ど
う
か
が
問
題
と
な

(152) 

る
の
で
あ
る
。
従
来
、
我
が
国
で
は
個
人
投
資
家
に
対
し
て
外
国
不
動
産
投
信
の
公
募
販
売
が
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
日
本
の

（邸）

居
住
者
が
合
衆
国
の

R
E
I
T
に
投
資
す
る
場
合
の
課
税
問
題
は
あ
ま
り
議
論
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
最
近
の
新
聞
に
よ

る
と
、
我
が
国
で
も
公
募
外
国
不
動
産
投
信
の
解
禁
に
向
け
て
の
準
備
が
始
め
ら
れ
て
い
和
。
そ
の
た
め
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
ま
ず
現

行
制
度
の
枠
内
で
検
討
す
る
こ
と
が
焦
眉
の
急
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
増
井
論
文
に
よ
る
優
れ
た
分
析
が
あ
り
、
本
稿
も
、
そ

(155) 

れ
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
こ
と
を
銘
記
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(156) 

本
節
で
は
、
ま
ず
日
本
の
投
資
家
が
外
国
投
資
フ
ァ
ン
ド
ヘ
投
資
を
行
う
際
に
、
国
内
支
払
者
を
経
由
す
る
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合

の
税
法
上
の
取
扱
い
と
租
税
条
約
の
適
用
に
つ
い
て
検
討
し
、
し
か
る
後
に
将
来
投
資
が
予
想
さ
れ
る
外
国
不
動
産
投
信
に
つ
い
て
も
触

第
二
節
日
本
の
投
資
家
に
よ
る
外
国
投
資
フ
ァ
ン
ド
ヘ
の
投
資

関

法
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投
資
フ
ァ
ン
ド
課
税
の
国
際
的
側
面
に
つ
い
て

国
内
支
払
者
を
媒
介
と
し
た
フ
ァ
ン
ド
投
資

(157) 

ま
ず
、
日
本
の
居
住
者
が
我
が
国
の
証
券
会
社
等
の
国
内
支
払
者
を
経
由
し
て
、
外
国
投
資
フ
ァ
ン
ド
に
投
資
し
た
場
合
を
考
え
て
み

よ
う
。
た
だ
し
、
フ
ァ
ン
ド
の
設
定
国
と
運
用
先
は
同
一
国
と
す
る
。

国
内
法
で
は
、
日
本
に
居
住
す
る
個
人
投
資
家
が
公
募
型
外
国
フ
ァ
ン
ド
か
ら
国
外
で
支
払
わ
れ
た
配
当
等
を
国
内
支
払
者
を
通
じ
て

(158) 

受
取
る
場
合
に
は
、
そ
の
支
払
額
は
一
五
％
の
税
率
で
源
泉
分
離
課
税
さ
れ
る
。
日
本
に
居
住
す
る
法
人
投
資
家
が
公
募
型
外
国
フ
ァ
ン

ド
か
ら
国
外
で
支
払
わ
れ
た
配
当
等
を
国
内
支
払
者
を
通
じ
て
受
取
る
場
合
に
は
、
そ
の
支
払
額
は
一
五
％
の
税
率
で
源
泉
分
離
課
税
さ

(159) 

れ
、
公
募
型
以
外
の
外
国
フ
ァ
ン
ド
が
支
配
う
配
当
等
は
二

0
％
の
税
率
で
源
泉
分
離
課
税
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
当
該
公
募
型
外
国
フ
ァ

ン
ド
が
支
配
う
配
当
等
に
つ
い
て
外
国
税
を
課
せ
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
国
内
支
払
者
が
納
付
す
べ
き
所
得
税
額
を
限
度
と
し
て
当
該

(160) 

外
国
税
を
控
除
し
て
、
日
本
の
個
人
投
資
家
又
は
法
人
投
資
家
に
配
当
等
が
支
払
わ
れ
る
た
め
、
外
国
税
額
控
除
は
適
用
さ
れ
な
い
。

方
、
公
募
型
以
外
の
外
国
フ
ァ
ン
ド
が
支
払
う
配
当
等
に
つ
い
て
外
国
税
を
課
せ
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
外
国
税
引
後
の
金
額
に
対
し

(161) 

て
国
内
支
払
者
が
源
泉
徴
収
し
、
投
資
家
は
外
国
税
に
つ
い
て
外
国
税
額
控
除
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
国
内
支
払
者
を
通
じ
た
外
国
投
資
フ
ァ
ン
ド
ヘ
の
投
資
は
、
国
内
法
で
国
内
支
払
者
に
対
し
て
源
泉
徴
収
義
務
を
課
し
て

い
る
た
め
、
最
終
的
に
は
国
内
投
資
フ
ァ
ン
ド
に
投
資
し
た
場
合
の
税
負
担
と
同
じ
に
な
る
が
、
外
国
フ
ァ
ン
ド
が
支
払
う
配
当
等
に
つ

（皿）

い
て
国
内
源
泉
税
率
を
上
回
る
税
率
で
課
税
さ
れ
て
し
ま
っ
た
場
合
は
、
そ
の
分
の
税
負
担
が
過
重
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
さ
ら
に
本

款
で
は
考
察
し
な
か
っ
た
が
、
外
国
フ
ァ
ン
ド
の
設
定
国
と
運
用
国
が
異
な
る
場
合
、
例
え
ば
外
国
フ
ァ
ン
ド
が
日
本
の
株
式
で
運
用
す

る
場
合
に
は
、
日
本
株
式
か
ら
支
払
わ
れ
る
配
当
に
対
し
て
源
泉
課
税
さ
れ
る
た
め
、
当
該
税
は
外
国
フ
ァ
ン
ド
段
階
で
も
投
資
家
段
階

ー
．
契
約
型
の
投
資
フ
ァ
ン
ド

第
一
款

三
一
七

（
一
五
0
九）



の
申
告
段
階
で
外
国
税
額
控
除
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
款
国
内
支
払
者
を
媒
介
と
し
な
い
フ
ァ
ン
ド
投
資

な
っ
て
い
る
。

三
一
八

（
一
五
一

0
)

で
も
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
ず
に
二
重
課
税
と
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
場
合
、
国
内
法
に
よ
る
解
決
法
、
租
税
条
約
に
よ

（
邸
）

る
解
決
法
、
相
手
国
の
ル
ー
ル
を
考
慮
す
る
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。
も
し
そ
の
よ
う
な
事
態
が
生
ず
る
と
す
れ
ば
、
相
手
国
の
事
情
も
掛

酌
し
な
が
ら
、
何
ら
か
の
措
置
を
講
ず
る
か
ど
う
か
は
慎
重
に
議
論
す
べ
き
必
要
が
あ
ろ
う
。

日
本
の
投
資
家
が
国
内
支
払
者
を
経
由
し
て
会
社
型
の
外
国
フ
ァ
ン
ド
に
投
資
し
、
そ
の
フ
ァ
ン
ド
か
ら
配
当
を
受
取
る
場
合
は
ど
う

(lGl) 

か
。
そ
の
場
合
は
、
国
内
支
払
者
は
配
当
支
払
額
の
二

0
％
を
源
泉
徴
収
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
外
国
フ
ァ
ン
ド
が
外
国
税
を
支

(165) 

払
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
外
国
税
控
除
後
の
金
額
が
国
内
支
払
者
の
配
当
支
払
額
に
な
る
。
日
本
の
投
資
家
は
、
申
告
段
階
で
外
国

(166) 

フ
ァ
ン
ド
が
支
払
っ
た
外
国
税
額
は
外
国
税
額
控
除
、
国
内
支
払
者
段
階
の
源
泉
徴
収
税
額
は
所
得
税
額
か
ら
控
除
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う

に
契
約
型
、
会
社
型
の
外
国
フ
ァ
ン
ド
と
も
フ
ァ
ン
ド
か
ら
支
払
わ
れ
た
配
当
に
課
せ
ら
れ
た
外
国
税
を
国
内
法
で
調
整
す
る
し
く
み
と

(167) 

次
に
、
日
本
の
投
資
家
が
証
券
会
社
等
の
窓
口
を
経
由
せ
ず
に
、
直
接
外
国
フ
ァ
ン
ド
に
投
資
し
た
場
合
を
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
場

合
に
投
資
家
は
直
接
外
国
フ
ァ
ン
ド
に
投
資
す
る
た
め
、
第
一
款
で
み
て
き
た
国
内
法
は
適
用
さ
れ
な
い
。
こ
の
場
合
は
、
税
法
上
外
国

法
人
か
ら
の
配
当
と
同
じ
扱
い
に
な
る
。
つ
ま
り
、
外
国
フ
ァ
ン
ド
か
ら
の
配
当
等
に
つ
い
て
課
税
さ
れ
た
外
国
税
は
、
日
本
の
投
資
家

2
．
会
社
型
の
投
資
フ
ァ
ン
ド

関

法

第

五

0
巻
第
六
号



第
三
款

投
資
フ
ァ
ン
ド
課
税
の
国
際
的
側
面
に
つ
い
て

以
上
の
よ
う
に
、
日
本
の
居
住
者
が
外
国
フ
ァ
ン
ド
に
投
資
し
た
場
合
の
国
内
法
の
課
税
関
係
に
つ
い
て
み
て
き
た
が
、
租
税
条
約
の

適
用
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
国
外
の
運
用
先
か
ら
投
資
フ
ァ
ン
ド
が
配
当
等
を
受
取
る
場

合
に
租
税
条
約
の
適
用
は
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
外
国
フ
ァ
ン
ド
自
体
が
条
約
ア
ク
セ
ス
を
有
す
る
か
ど
う
か

が
問
題
と
な
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、

(168) 

件
を
充
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
条
約
ア
ク
セ
ス
を
有
す
る
た
め
に
は
、
「
者
」
「
居
住
者
」
「
受
益
者
」
の
要

投
資
フ
ァ
ン
ド
に
関
す
る
各
国
の
取
扱
い
は
、
国
内
法
上
ト
ラ
ン
ス
パ
レ
ン
ト
と
し
て
納
税
義
務
者
と
扱
わ
な
い
国
、
法
人
税
の
納
税

一
定
の
要
件
の
下
で
は
法
人
税
を
課
税
し
な
い
が
納
税
義
務
者
で
あ
る
国
等
が
あ
り
、
対
処
の
仕
方
は
さ
ま
ざ
ま
で

義
務
者
で
あ
る
国
、

(169) 

あ
る
。
当
該
投
資
フ
ァ
ン
ド
が
国
内
法
上
ト
ラ
ン
ス
パ
レ
ン
ト
な
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
納
税
義
務
者
で
な
い
場
合
は
、
租
税
条
約
で
特

に
定
め
て
い
な
い
限
り
、
条
約
上
の
「
者
」
に
該
当
せ
ず
、
条
約
ア
ク
セ
ス
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
国
内
法
上
課
税

エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
法
人
と
同
列
に
扱
わ
れ
、
条
約
上
定
義
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
条
約
上
の
「
者
」
に
該
当
す
る
場
合
が
あ
り
う
る
。

外
国
フ
ァ
ン
ド
が
配
当
条
項
の
便
益
を
享
受
す
る
た
め
に
は
、
「
者
」
「
居
住
者
」
に
該
当
し
、
さ
ら
に
当
該
利
得
を
真
に
享
受
す
る
資

格
を
有
す
る
「
受
益
者
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
条
約
ア
ク
セ
ス
を
有
す
る
「
受
益
者
」
が
投
資
家
か
、
そ
れ
と
も

（間）

フ
ァ
ン
ド
か
に
つ
い
て
租
税
条
約
上
必
ず
し
も
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
。
仮
に
投
資
フ
ァ
ン
ド
が
こ
れ
ら
条
約
ア
ク
セ
ス
の
要
件
を
満
た

し
た
と
し
て
も
、
国
内
法
で
は
ほ
と
ん
ど
課
税
さ
れ
な
い
導
管
的
フ
ァ
ン
ド
が
「
受
益
者
」
に
な
り
う
る
の
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
明
確
な
ル
ー
ル
が
確
立
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

日
本
の
投
資
家
が
国
内
法
上
ト
ラ
ン
ス
パ
レ
ン
ト
な
契
約
型
の
外
国
フ
ァ
ン
ド
に
投
資
し
、
当
該
フ
ァ
ン
ド
か
ら
配
当
を
受
け
取
る
場

租
税
条
約
上
の
扱
い

三
一
九

（
一
五
―
-
）



合
の
租
税
条
約
の
適
用
は
ど
う
か
。
す
な
わ
ち
、
誰
に
条
約
ア
ク
セ
ス
が
あ
る
の
か
。
こ
の
場
合
、
ト
ラ
ン
ス
パ
レ
ン
ト
な
外
国
フ
ァ
ン

ド
が
条
約
ア
ク
セ
ス
を
有
す
る
と
考
え
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。
条
約
ア
ク
セ
ス
は
フ
ァ
ン
ド
自
体
で
は
な
く
、
フ
ァ
ン
ド
に
投

(171) 

資
す
る
投
資
家
で
あ
る
と
さ
れ
た
場
合
は
、
租
税
条
約
の
申
請
は
投
資
家
自
身
で
行
う
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
実
際
に
は
、
条
約

の
適
用
を
行
う
場
合
に
、
当
該
フ
ァ
ン
ド
に
条
約
ア
ク
セ
ス
が
認
め
ら
れ
な
い
第
三
国
の
投
資
家
も
含
ま
れ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
た
め
、

(172) 

執
行
上
の
困
難
を
き
た
す
で
あ
ろ
う
。

日
本
の
投
資
家
が
会
社
型
の
外
国
フ
ァ
ン
ド
に
投
資
し
た
場
合
の
租
税
条
約
の
適
用
に
つ
い
て
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
会
社
型
フ
ァ

(173) 

一
般
的
に
は
租
税
条
約
上
の
「
者
」
に
該
当
す
る
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、
当
該
フ
ァ
ン
ド
に
条
約
ア
ク
セ
ス
が
認

め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
「
者
」
「
居
住
者
」
で
あ
る
と
と
も
に
「
受
益
者
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
要
件
を
充
足
し
た
場
合
に
は
、

し
な
が
ら
、
た
と
え
自
国
で
当
該
フ
ァ
ン
ド
を
課
税
主
体
と
し
て
扱
っ
て
い
て
も
、
相
手
国
で
は
、
課
税
主
体
と
み
な
さ
れ
な
い
場
合
が

(m) 

あ
り
う
る
。
す
な
わ
ち
、
会
社
型
の
フ
ァ
ン
ド
も
国
内
法
上
課
税
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
理
由
で
、
条
約
ア
ク
セ
ス
が
認
め
ら
れ
な
い
場

合
も
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。

一
般
法
人
と
同
様
に
軽
減
税
率
の
適
用
を
受
け
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か

例
え
ば
、
日
本
の
居
住
者
が
合
衆
国
の

R
I
C
及
び
R
E
I
T
に
投
資
し
た
場
合
の
日
米
租
税
条
約
の
適
用
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

合
衆
国
は
非
居
住
者
に
対
す
る
R
I
C
及
び
R
E
I
T
配
当
の
軽
減
税
率
の
適
用
に
つ
い
て
、
租
税
条
約
の
軽
減
措
置
と
国
内
法
の
優
遇

措
置
に
よ
る
条
約
の
不
適
正
利
用
で
あ
る
と
し
て
、
配
当
条
項
で
便
益
制
限
を
行
っ
て
き
た
。
こ
の
こ
と
は
、
合
衆
国
で
は
R
I
C
及
び

R
E
I
T
に
条
約
ア
ク
セ
ス
を
認
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
日
米
租
税
条
約
で
は
、

R
I
C
及
び
R
E
I
T
の
よ
う
な
投
資
フ
ァ
ン
ド
に
条
約
ア
ク
セ
ス
を
認
め
て
い
る
と
解
し
う
る
の

会
社
型
フ
ァ
ン
ド
は
条
約
ア
ク
セ
ス
が
あ
り
、

ン
ド
は
法
人
で
あ
り
、

関

法
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投
資
フ
ァ
ン
ド
課
税
の
国
際
的
側
面
に
つ
い
て

す
る
の
か

―
二
条
二
項
b
号
の
要
件
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

で
あ
ろ
う
か
。
日
米
租
税
条
約
で
は
、
投
資
フ
ァ
ン
ド
に
関
す
る
規
定
は
な
く
、
配
当
条
項
の
文
言
上
も
、

R
I
C
及
び
R
E
I
T
配
当

に
つ
い
て
何
ら
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。
現
行
日
米
租
税
条
約
は
一
九
七
二
年
に
締
結
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
当
時
は
非
居
住
者
に
よ
る
R
I

C
及
び
R
E
I
T
投
資
を
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
現
在
の
よ
う
な
グ
ロ
ー
バ
ル
金
融
投
資
が
展
開
さ

れ
る
時
代
に
あ
っ
て
は
、
条
約
が
適
用
さ
れ
る
か
否
か
の
問
題
は
重
大
で
あ
る
。
現
行
条
約
の
枠
内
で
投
資
フ
ァ
ン
ド
に
対
す
る
条
約
の

適
用
の
可
否
を
考
え
る
に
は
、
と
り
あ
え
ず
条
約
の
解
釈
に
よ
っ
て
答
え
を
導
き
出
さ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

日
米
租
税
条
約
第
二
条
で
は
「
合
衆
国
の
法
人
」
と
は
合
衆
国
国
内
法
上
、
合
衆
国
の
法
人
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
も
の
を
い
い
、

R

I
C
及
び
R
E
I
T
は
国
内
法
上
「
合
衆
国
の
法
人
」
と
し
て
課
税
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

R
I
C
及
び
R
E
I
T
は
条
約
上
「
合

衆
国
の
法
人
」
に
該
当
す
る
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
R
I
C
及
び
R
E
I
T
が
合
衆
国
で
設
立
さ
れ
た
フ
ァ
ン
ド
で
あ
る
場
合
は
、
国
内

法
上
導
管
的
に
扱
わ
れ
る
が
留
保
分
に
つ
い
て
は
課
税
さ
れ
、
国
内
法
上
の
納
税
義
務
を
課
さ
れ
て
い
る
の
で
、
合
衆
国
の
居
住
者
に
該

当
す
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
に
は
、
当
該
R
I
C
及
び
R
E
I
T
が
日
本
の
居
住
者
に
利
益
を
分
配
し
た
場
合
に
は
、

R
I
C
及

び
R
E
I
T
は
条
約
ア
ク
セ
ス
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
そ
の
分
配
は
日
米
租
税
条
約
第
―
二
条
で
い
う
「
配
当
所
得
」
に
あ

た
り
、
条
約
上
の
軽
減
税
率
が
適
用
さ
れ
る
も
の
と
一
応
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
だ
し
、

R
I
C
に
つ
い
て
は
日
米
租
税
条
約
第

一
方
、
現
行
条
約
第
―
二
条
は
締
結
当
時
、
合
衆
国
の

R
I
C
及
び
R
E
I
T
の
よ
う
な
ビ
ー
ク
ル
に
つ
い
て
の
取
扱
い
を
想
定
し
た

も
の
で
な
く
、

R
I
C
及
び
R
E
I
T
の
存
否
に
か
か
わ
ら
ず
一
般
的
な
配
当
課
税
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

そ
の
よ
う
に
―
二
条
を
解
釈
す
る
と
、
日
本
の
居
住
者
に
よ
る
R
I
C
及
び
R
E
I
T
投
資
は
、
配
当
条
項
の
適
用
は
当
然
で
あ
る
と
解

（
静
態
的
解
釈
）
、
そ
れ
と
も
現
在
日
米
双
方
に
R
I
C
及
び
R
E
I
T
類
似
の
制
度
が
導
入
さ
れ
て
い
る
以
上
、

R
I
C
及

>
（
一
五
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日
本
の
投
資
家
が
証
券
会
社
等
の
窓
口
を
通
じ
て
、
公
募
型
の
外
国
不
動
産
投
資
信
託
に
投
資
を
行
う
こ
と
は
、
現
在
で
は
行
わ
れ
て

(177) 

い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
我
が
国
で
も
不
動
産
投
信
が
解
禁
さ
れ
、
公
募
型
の
外
国
不
動
産
投
資
信
託
が
販
売
さ
れ
る
準
備
が
進
ん
で

(178) 

お
り
、
近
日
中
に
R
E
I
T
投
資
が
見
近
な
も
の
と
な
ろ
う
。
そ
う
す
れ
ば
、

R
E
I
T
投
資
を
め
ぐ
る
課
税
問
題
は
現
実
の
も
の
と
な

(179) 

る
が
、
国
内
支
払
者
を
通
じ
た
R
E
I
T
投
資
に
つ
い
て
も
同
様
に
外
国
フ
ァ
ン
ド
に
対
す
る
既
述
の
措
置
法
が
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
今
の
と
こ
ろ
は
未
定
で
あ
る
が
、
も
し
当
該
措
置
法
が
適
用
さ
れ
、

R
I
C
よ
り
は
る
か
に
リ
ス
ク
の
あ
る
R

E
I
T
投
資
に
預
貯
金
並
み
の
課
税
が
行
わ
れ
る
な
ら
ば
、
直
接
的
投
資
と
の
中
立
性
が
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
こ
の
課
税

第
四
款
外
国
不
動
産
投
資
信
託
課
税
は
ど
う
な
る
か

ら
な
い
。

§ 
（
一
五
一
四
）

び
R
E
I
T
に
条
約
ア
ク
セ
ス
を
認
め
た
上
で
合
衆
国
モ
デ
ル
条
約
の
考
え
方
を
尊
重
し
、
こ
れ
ら
の
配
当
に
つ
い
て
制
限
的
に
取
り

(175) 

扱
っ
て
い
く
と
考
え
る
の
か
（
動
態
的
解
釈
）
が
問
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
ろ
う
。
条
約
解
釈
に
つ
い
て
は
、
合
衆
国
以
外
の
国
と
合
衆
国

(176) 

の
場
合
で
そ
の
解
釈
要
素
の
と
り
方
が
若
干
異
な
り
、
合
衆
国
で
は
し
ば
し
ば
解
釈
要
素
を
広
義
に
解
す
る
目
的
論
的
解
釈
を
と
る
。
し

た
が
っ
て
、
合
衆
国
の
条
約
解
釈
は
我
が
国
よ
り
広
く
解
釈
要
素
を
と
る
傾
向
が
あ
る
た
め
、

R
I
C
及
び
R
E
I
T
配
当
に
つ
い
て
も

合
衆
国
モ
デ
ル
条
約
に
従
い
、

R
I
C
及
び
R
E
I
T
配
当
は
一
般
配
当
と
区
別
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
日
米
租
税
条
約
の
配
当
条
項

の
適
用
を
制
限
的
に
解
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
も
我
が
国
の
投
資
家
が
R
I
C
及
び
R
E
I
T
を
媒
介
と
し
て

合
衆
国
に
投
資
を
し
た
と
す
れ
ば
、
合
衆
国
の
税
務
当
局
は
ど
の
よ
う
な
解
釈
態
度
を
と
る
だ
ろ
う
か
。
現
行
条
約
は
フ
ァ
ン
ド
課
税
の

明
文
規
定
を
欠
く
た
め
、

R
I
C
及
び
R
E
I
T
配
当
の
軽
減
税
率
の
適
用
は
制
限
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
い
き
れ
る
か
ど
う
か
わ
か

関

法
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第
一
款

投
資
フ
ァ
ン
ド
課
税
の
国
際
的
側
面
に
つ
い
て

に
関
す
る
国
内
法
上
の
取
扱
い
と
租
税
条
約
と
の
整
合
性
が
問
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
外
国
不
動
産
投
資
信
託
か
ら
の
配
当
に
つ
い
て

第
三
節

日
本
の
投
資
フ
ァ
ン
ド
の
概
要

我
が
国
の
投
資
フ
ァ
ン
ド
は
従
来
契
約
型
の
投
資
信
託
が
主
流
で
あ
っ
た
が
、

に
は
「
特
定
目
的
会
社
に
よ
る
特
定
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
衛
」
、
い
わ
ゆ
る

S
P
C
法
が
施
行
さ
れ
、
不
動
産
を
は
じ
め
と
す
る

(181) 

資
産
を
証
券
化
す
る
ビ
ー
ク
ル
と
し
て

S
P
C
が
利
用
さ
れ
て
き
た
。
二

0
0
0
年
の

S
P
C
法
改
正
で
は
、
新
た
に
資
産
証
券
化
の

(182) 

ビ
ー
ク
ル
と
し
て

S
P
T
が
導
入
さ
れ
る
と
と
も
に
、
改
正
投
信
法
に
よ
り
、
投
資
信
託
も
不
動
産
に
よ
る
連
用
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
日
本
版
R
E
I
T
が
い
よ
い
よ
始
動
し
つ
つ
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
我
が
国
で
も
新
た
な
集
団
投
資
ス
キ
ー
ム
の
ビ
ー
ク
ル
に
よ
る
投

(m) 

資
環
境
が
整
備
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

(184) 

契
約
型
の
投
資
フ
ァ
ン
ド
は
、
パ
ス
ス
ル
ー
型
ビ
ー
ク
ル
と
し
て
フ
ァ
ン
ド
段
階
は
課
税
さ
れ
ず
、
そ
の
収
益
の
分
配
に
つ
い
て
は
そ

(185) 

の
運
用
資
産
が
公
社
債
の
も
の
は
利
子
所
得
、
株
式
の
も
の
は
配
当
所
得
と
し
て
、
国
内
支
払
者
が
源
泉
徴
収
を
行
う
。
一
方
、
会
社
型

(186) 

の
投
資
フ
ァ
ン
ド
は
ペ
イ
ス
ル
ー
型
ビ
ー
ク
ル
で
あ
り
、
フ
ァ
ン
ド
段
階
で
は
法
人
税
が
課
さ
れ
る
が
、
利
益
の
ほ
と
ん
ど
を
投
資
家
に

分
配
す
る
た
め
の
ビ
ー
ク
ル
に
す
ぎ
な
い
た
め
、
投
資
家
に
利
益
の
九

0
％
以
上
（
早
期
配
当
要
件
）
を
分
配
し
た
場
合
に
は
損
金
算
入

(187) 

が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

S
P
C
に
つ
い
て
も
資
産
流
動
化
の
ビ
ー
ク
ル
に
す
ぎ
な
い
た
め
ペ
イ
ス
ル
ー
課
税
が
行
わ
れ
、
早
期
配

(188) 

当
要
件
を
充
足
し
た
場
合
に
は
、
配
当
の
損
金
算
入
が
認
め
ら
れ
る
。

S
P
T
は
信
託
で
あ
る
が
、
資
産
流
動
化
の
ビ
ー
ク
ル
と
し
て
利

非
居
住
者
に
よ
る
日
本
の
投
資
フ
ァ
ン
ド
ヘ
の
投
資

も
、
条
約
の
適
用
の
可
否
を
明
確
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

: 
（
一
五
一
五
）

一
九
九
八
年
に
会
社
型
が
導
入
さ
れ
た
。
さ
ら
に
同
年
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(189) 

用
さ
れ
る
た
め
、
特
定
信
託
と
し
て
税
法
上
S
P
C
と
同
列
の
取
扱
い
を
受
け
る
。
こ
の
場
合
、
特
定
信
託
の
受
託
者
で
あ
る
法
人
が
法

(190) 

人
税
の
納
税
義
務
を
負
う
。
こ
の
よ
う
に
ペ
イ
ス
ル
ー
型
ビ
ー
ク
ル
は
、
ビ
ー
ク
ル
段
階
で
の
利
益
留
保
分
以
外
は
法
人
税
が
課
税
さ
れ

ず
、
税
法
上
導
管
的
に
扱
わ
れ
る
。
以
下
で
は
、
非
居
住
者
が
我
が
国
の
投
資
フ
ァ
ン
ド
に
投
資
し
た
場
合
の
課
税
に
つ
い
て
、
パ
ス
ス

ル
ー
型
の
課
税
が
行
わ
れ
る
フ
ァ
ン
ド
と
ペ
イ
ス
ル
ー
型
の
課
税
が
行
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。

非
居
住
者
（
恒
久
的
施
設
を
有
し
て
い
な
い
も
の
と
す
る
）
が
、
我
が
国
の
パ
ス
ス
ル
ー
型
の
投
資
フ
ァ
ン
ド
に
投
資
し
、

フ
ァ
ン
ド

(191) 

か
ら
収
益
を
受
取
る
場
合
、
当
該
分
配
は
国
内
法
上
国
内
源
泉
所
得
に
該
当
し
、
支
払
額
に
対
し
て
源
泉
分
離
課
税
が
行
わ
れ
る
。
さ
ら

に
運
用
先
が
日
本
株
式
で
あ
れ
ば
、
所
得
税
法
第
一
七
六
条
一
項
に
よ
り
、
投
資
フ
ァ
ン
ド
段
階
で
受
取
る
利
子
及
び
配
当
に
つ
い
て
は

源
泉
課
税
は
行
わ
れ
な
い
。
運
用
先
が
外
国
株
式
で
、
当
該
フ
ァ
ン
ド
が
受
取
る
利
子
及
び
配
当
に
つ
い
て
税
が
課
さ
れ
て
い
る

(192) 

税
を
含
む
）
場
合
は
、
当
該
税
額
は
源
泉
徴
収
税
額
か
ら
控
除
で
き
る
。
た
だ
し
、
源
泉
徴
収
税
額
を
超
え
る
分
に
つ
い
て
は
控
除
で
き

さ
ら
に
投
資
家
の
居
住
地
国
と
我
が
国
と
の
間
で
租
税
条
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
適
用
の
可
否
が
問
わ
れ
る
。
非
居
住

者
が
日
本
の
投
資
フ
ァ
ン
ド
に
投
資
す
る
場
合
の
課
税
上
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
日
英
、
日
仏
租
税
条
約
が
規
定
し
て
い
る
。
そ
れ
ら

の
条
約
で
は
投
資
フ
ァ
ン
ド
の
運
用
者
又
は
受
託
者
に
受
益
者
の
代
行
者
と
し
て
の
地
位
を
認
め
て
い
る
。
も
し
上
記
国
以
外
の
非
居
住

者
が
日
本
の
パ
ス
ス
ル
ー
型
投
資
フ
ァ
ン
ド
に
投
資
し
た
場
合
は
、
ど
の
よ
う
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
未
整
備

な
い
。 1

．
パ
ス
ス
ル
ー
型
フ
ァ
ン
ド

第
二
款
非
居
住
者
に
よ
る
投
資
フ
ァ
ン
ド
を
め
ぐ
る
課
税

関
法

（
一
五
一
六
）

（
外
国



投
資
フ
ァ
ン
ド
課
税
の
国
際
的
側
面
に
つ
い
て

条
約
申
請
代
行
の
み
を
認
め
る
の
か

゜
ニつ ル

を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

で
は
あ
る
が
、
現
行
条
約
を
適
用
す
る
し
か
方
法
が
な
い
。
上
記
国
以
外
の
現
行
租
税
条
約
で
は
、
パ
ス
ス
ル
ー
型
投
資
フ
ァ
ン
ド
課
税

に
つ
い
て
は
、
規
定
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。
締
結
当
時
こ
れ
ら
の
租
税
条
約
は
、
非
居
住
者
が
日
本
の
投
資
フ
ァ
ン
ド
に
投
資
し
た
場

合
の
二
国
間
の
課
税
関
係
に
つ
い
て
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
場
合
の
条
約
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
上
述
の
日
本
の
投
資
家

が
契
約
型
の
外
国
フ
ァ
ン
ド
に
投
資
し
た
場
合
と
同
様
の
問
題
が
生
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
日
本
の
パ
ス
ス
ル
ー
型
フ
ァ
ン
ド
が
条
約
ア
ク

セ
ス
を
有
す
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ
ま
で
我
が
国
が
締
結
し
た
条
約
に
照
ら
せ
ば
、
パ
ス
ス
ル
ー
型
フ
ァ
ン
ド
に
条
約
ア
ク

セ
ス
を
認
め
た
例
は
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
条
約
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
相
手
国
が
ど
の
よ
う
に
性
質
決
定
す
る
か

と
い
う
こ
と
も
重
要
で
あ
る
の
で
、
そ
う
し
た
投
資
が
国
境
を
こ
え
て
行
わ
れ
る
傾
向
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
投
資
フ
ァ
ン
ド
の
課
税
ル
ー

2
．
ペ
イ
ス
ル
ー
型
フ
ァ
ン
ド

我
が
国
で
も
集
団
投
資
ス
キ
ー
ム
の
法
制
環
境
が
整
備
さ
れ
つ
つ
あ
る
な
か
で
、
ペ
イ
ス
ル
ー
型
フ
ァ
ン
ド
が
創
設
さ
れ
た
。
不
動
産

流
動
化
の
ビ
ー
ク
ル
と
し
て
す
で
に
S
P
C
が
利
用
さ
れ
て
お
り
、
不
動
産
フ
ァ
ン
ド
ヘ
の
投
資
が
始
ま
れ
ば
投
資
信
託
（
新
型
）
や
投

資
法
人
も
身
近
な
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
非
居
住
者
に
よ
る
我
が
国
の
ペ
イ
ス
ル
ー
型
フ
ァ
ン
ド
ヘ
の
投
資
も
行
わ
れ
る
で
あ
ろ

こ
れ
ら
ペ
イ
ス
ル
ー
型
フ
ァ
ン
ド
の
条
約
ア
ク
セ
ス
は
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
我
が
国
の
租
税
条
約
政
策
は
、

必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
我
が
国
の
租
税
条
約
締
結
例
か
ら
み
れ
ば
、
日
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
租
税
条
約
の
よ
う
に
日
本
の

投
資
フ
ァ
ン
ド
自
体
に
条
約
ア
ク
セ
ス
を
認
め
る
の
か
、
そ
れ
と
も
日
英
租
税
条
約
、
日
仏
租
税
条
約
の
よ
う
に
あ
く
ま
で
も
投
資
家
の

（
こ
の
二
つ
の
条
約
締
結
当
時
は
我
が
国
で
は
ま
だ
ペ
イ
ス
ル
ー
型
フ
ァ
ン
ド
は
導
入
さ
れ
て
い
な

――――一五
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の
条
約
便
益
を
排
除
す
る
の
か
と
い
う
よ
う
に
複
数
の
選
択
肢
が
考
え
ら
れ
る
。

が
考
慮
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、

（
一
五
一
八
）

か
っ
た
）
、
そ
れ
と
も
日
ル
ク
セ
ン
プ
ル
グ
租
税
条
約
の
ル
ク
セ
ン
プ
ル
グ

S
I
C
A
V
の
よ
う
に
条
約
ア
ク
セ
ス
を
認
め
つ
つ
も
、
そ

条
約
上
仮
に
投
資
フ
ァ
ン
ド
に
つ
い
て
受
益
者
の
代
行
者
と
し
て
の
立
場
を
と
れ
ば
、
パ
ス
ス
ル
ー
型
も
ペ
イ
ス
ル
型
も
条
約
ア
ク
セ

ス
を
認
め
ず
に
あ
く
ま
で
も
受
益
者
の
代
行
者
と
し
て
扱
う
の
か
、
そ
れ
と
も
新
た
な
会
社
型
フ
ァ
ン
ド
、

S
P
C
、
S
P
T
等
の
よ
う

な
ペ
イ
ス
ル
ー
型
の
ビ
ー
ク
ル
に
つ
い
て
は
条
約
ア
ク
セ
ス
を
認
め
る
の
か
の
選
択
を
迫
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
前
者
で
あ
れ
ば
、
日
英
、

日
仏
条
約
に
お
い
て
、
ペ
イ
ス
ル
ー
型
フ
ァ
ン
ド
に
つ
い
て
も
代
行
を
認
め
る
と
す
る
合
意
が
必
要
と
な
ろ
う
。

仮
に
投
資
フ
ァ
ン
ド
に
条
約
ア
ク
セ
ス
を
認
め
て
い
く
立
場
を
と
れ
ば
、
法
人
格
の
有
無
が
そ
の
基
準
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ

ペ
イ
ス
ル
ー
型
フ
ァ
ン
ド
の
う
ち
特
定
信
託
等
は
そ
の
受
託
者
で
あ
る
法
人
が
法
人
税
の
納
税
義
務
者
に

な
っ
て
い
る
が
、
当
該
法
人
が
条
約
ア
ク
セ
ス
を
有
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
条
約
締
約
国
間
に
お
い
て
当
該
特
定
信
託
や
特
定
目
的

(193) 

信
託
の
性
質
決
定
が
異
な
る
場
合
も
問
題
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。
我
が
国
で
ペ
イ
ス
ル
ー
型
フ
ァ
ン
ド
に
条
約
ア
ク
セ
ス
を
認
め
る
立
場

を
と
っ
た
と
し
て
も
、
相
手
国
で
国
内
法
上
ほ
と
ん
ど
課
税
さ
れ
て
い
な
い
フ
ァ
ン
ド
に
条
約
ア
ク
セ
ス
を
認
め
る
と
は
限
ら
な
い
。
そ

の
た
め
条
約
で
条
約
ア
ク
セ
ス
を
認
め
る
フ
ァ
ン
ド
の
範
囲
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
点
で
最
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
い
う
ま

で
も
な
く
懸
案
の
日
米
租
税
条
約
の
改
訂
で
あ
る
。
そ
の
際
に
焦
点
と
な
る
―
つ
が
、
第
三
国
の
居
住
者
に
よ
る
ト
リ
ー
テ
ィ
・
シ
ョ
ッ

ピ
ン
グ
の
制
限
と
と
も
に
、
ビ
ー
ク
ル
を
介
在
さ
せ
た
投
資
フ
ァ
ン
ド
か
ら
の
配
当
の
軽
減
税
率
の
制
限
で
あ
る
。
合
衆
国
側
の
態
度
は
、

上
述
の
分
析
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
フ
ァ
ン
ド
に
条
約
ア
ク
セ
ス
を
認
め
た
う
え
で
そ
の
条
約
便
益
を
制
限
す
る
立
場
を
と
る
の
で

あ
れ
ば
、
包
括
的
か
そ
れ
と
も
個
別
的
か
は
と
も
か
く
と
し
て
条
約
便
益
制
限
条
項
の
導
入
が
必
要
と
な
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
日
本
の
金
融
政
策
が
グ
ロ
ー
バ
ル
な
方
向
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
れ
ば
、
さ
ら
な
る
税
制
上
の
環
境
整
備
が
急
が
れ
る
。
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投
資
フ
ァ
ン
ド
課
税
の
国
際
的
側
面
に
つ
い
て

一
方
国
の
投
資
家
が
他
方
国
の
投
資
フ
ァ
ン
ド
に
投
資
す
る
場
合
、
ど
の
よ
う
な
税
制
を
考
え
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
第
一
に
居
住

者
が
外
国
投
資
フ
ァ
ン
ド
に
投
資
す
る
場
合
に
、
契
約
型
フ
ァ
ン
ド
か
、
会
社
型
フ
ァ
ン
ド
か
に
よ
っ
て
、
又
は
、
非
居
住
者
が
日
本
の

投
資
フ
ァ
ン
ド
に
投
資
す
る
場
合
に
、
ペ
イ
ス
ル
ー
型
フ
ァ
ン
ド
か
、
そ
れ
と
も
パ
ス
ス
ル
ー
型
フ
ァ
ン
ド
か
に
よ
っ
て
条
約
ア
ク
セ
ス

日
本
の
国
内
法
は
従
来
か
ら
法
人
課
税
に
つ
い
て
は
私
法
上
の
形
式
を
ベ
ー
ス
と
し
て
構
成
し
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
う
し
た
国

内
法
上
の
考
え
方
を
そ
の
ま
ま
租
税
条
約
ア
ク
セ
ス
の
可
否
の
問
題
と
し
て
論
ず
る
の
で
あ
れ
ば
、
法
人
格
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
ア

ク
セ
ス
を
認
め
、
法
人
格
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
ア
ク
セ
ス
を
認
め
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
な
る
と
私
法

上
の
形
式
の
差
異
に
よ
り
租
税
条
約
の
ア
ク
セ
ス
が
左
右
さ
れ
、
両
者
間
に
イ
ン
バ
ラ
ン
ス
が
生
じ
る
こ
と
と
な
り
、
租
税
中
立
性
に
反

第
二
に
も
し
も
第
一
の
よ
う
な
イ
ン
バ
ラ
ン
ス
を
避
け
る
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
私
法
上
の
形
式
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
の

フ
ァ
ン
ド
に
つ
い
て
条
約
ア
ク
セ
ス
を
認
め
る
と
い
う
選
択
も
可
能
で
あ
ろ
う
（
合
衆
国
の
考
え
方
は
ほ
ぼ
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
も
よ

い
の
で
は
な
い
か
）
。
こ
れ
は
条
約
ア
ク
セ
ス
を
私
法
と
い
う
「
呪
縛
」
か
ら
解
放
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
も
ち
ろ
ん
私
法
上
の
形
式

を
最
大
限
尊
重
し
て
い
る
我
が
国
税
法
の
場
合
は
、
国
内
法
と
条
約
の
関
係
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
仮
に
そ
の
よ
う
な
条
約
政
策
を

採
用
す
る
と
す
れ
ば
、
条
約
ア
ク
セ
ス
が
濫
用
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
た
め
、
そ
れ
を
制
限
す
る
工
夫
が
必
要
と
な
る
。
そ
の
手
法
と
し
て

は
、
入
口
段
階
で
濫
用
の
恐
れ
の
あ
る
一
定
の
ビ
ー
ク
ル
に
つ
い
て
は
条
約
ア
ク
セ
ス
を
は
じ
め
か
ら
認
め
な
い
と
い
う
方
法
（
包
括
的

す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

が
異
な
る
の
だ
ろ
う
か
。 第

四

節

小

括

三
二
七

（
一
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九
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濫
用
排
除
）
か
、
そ
れ
と
も
入
口
段
階
で
は
条
約
ア
ク
セ
ス
を
認
め
た
う
え
で
、

第
三
に
第
二
と
は
逆
に
ビ
ー
ク
ル
の
法
形
式
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
の
ビ
ー
ク
ル
に
つ
い
て
投
資
家
の
代
行
者
と
し
て
の
地

位
を
与
え
る
方
法
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
非
居
住
者
の
投
資
家
が
不
特
定
多
数
に
な
る
場
合
は
、
こ
の
方
法
で
は
条
約
適
用
申
請
の
執
行

上
の
問
題
が
残
る
。
日
英
租
税
条
約
第
二
八
条
の

A
が
導
入
さ
れ
た
当
時
は
、
投
資
フ
ァ
ン
ド
に
占
め
る
非
居
住
者
の
割
合
が
小
さ
い
場

（匹）

合
を
想
定
し
て
い
た
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
昨
今
の
投
資
フ
ァ
ン
ド
の
運
用
に
つ
い
て
は
、
投
資
フ
ァ
ン
ド
が
投

資
フ
ァ
ン
ド
に
投
資
を
行
う
こ
と
も
認
め
ら
れ
て
い
る
（
フ
ァ
ン
ド
・
オ
プ
・
フ
ァ
ン
ズ
‘
)
。
そ
の
よ
う
な
場
合
や
フ
ァ
ン
ド
段
階
で
の

プ
ー
リ
ン
グ
の
可
能
性
を
想
定
す
る
と
、

三
二
八

（
一
五
二

0
)

フ
ァ
ン
ド
に
条
約
申
請
を
代
行
さ
せ
る
方
法
で
は
、
実
行
可
能
性
が
低
く
な
る
。
ま
た
、
投
資

家
、
フ
ァ
ン
ド
、
運
用
先
の
国
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
場
合
の
租
税
条
約
の
適
用
に
ど
う
対
処
し
て
い
く
か
も
問
題
と
な
ろ
う
。

こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
最
も
有
効
な
道
具
は
、
多
様
な
ビ
ー
ク
ル
の
選
択
に
対
し
て
租
税
中
立
性
を
維
持
す
る
と
い
う
視
点
で

あ
る
。
こ
れ
は
O
E
C
D
や
I
F
A
で
も
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
投
資
家
が
直
接
的
投
資
を
す
る
場
合
と
ビ
ー
ク
ル
を
媒
介
と
し
て

間
接
的
投
資
を
す
る
場
合
の
税
法
上
の
扱
い
を
で
き
る
だ
け
同
列
に
お
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
各
国
の
フ
ァ
ン
ド
が
そ
れ
ぞ
れ
国
内
法

上
及
び
条
約
上
バ
ラ
バ
ラ
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
照
ら
せ
ば
、
こ
の
コ
ン
セ
プ
ト
に
し
た
が
っ
て
論
点
を
整
理
し
た
う
え

で
、
望
ま
し
い
制
度
設
計
を
構
築
す
る
ほ
か
な
い
。
今
や
グ
ロ
ー
バ
ル
な
フ
ァ
ン
ド
投
資
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
国
際
的

な
整
合
性
と
い
う
視
点
を
離
れ
て
、
投
資
フ
ァ
ン
ド
課
税
を
制
度
設
計
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
の
反
面
、
自
国
の
国
内
租
税
政
策

除
）
の
い
ず
れ
か
が
考
え
ら
れ
る
。

一
定
の
条
約
便
益
を
制
限
す
る
方
法
（
個
別
的
濫
用
排



投
資
フ
ァ
ン
ド
課
税
の
国
際
的
側
面
に
つ
い
て

問
題
が
起
こ
り
う
る
。

③
 

を
無
視
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
の
で
、
漸
進
的
に
進
め
て
い
く
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

我
が
国
は
金
融
改
革
後
、
集
団
投
資
ス
キ
ー
ム
の
法
と
税
制
の
整
備
を
積
極
的
に
進
め
つ
つ
あ
る
が
、
そ
の
際
、
海
外
の
非
居
住
者
に

対
し
て
オ
ー
プ
ン
ポ
リ
シ
ー
を
と
る
か
ど
う
か
、
も
し
も
と
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
な
る
か
が
重
要
で
あ
る
。
も
し
非

居
住
者
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
対
日
投
資
を
積
極
的
に
進
め
る
と
い
う
政
策
を
と
る
と
す
れ
ば
、
我
が
国
の
こ
の
問
題
に
関
す
る
租
税
条
約

政
策
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
具
体
的
な
制
度
の
粋
組
み
を
示
す
と
ほ
ぼ
次
の
三
つ
の
考
え
方
に
な
ろ
う
。

パ
ス
ス
ル
ー
型
フ
ァ
ン
ド
に
は
条
約
ア
ク
セ
ス
は
認
め
な
い
が
、
投
資
家
の
代
行
を
認
め
る
。

一
方
、
ペ
イ
ス
ル
ー
型
フ
ァ
ン
ド

に
つ
い
て
は
条
約
ア
ク
セ
ス
を
有
す
る
も
の
と
し
て
扱
う
。
こ
の
扱
い
は
、
概
ね
我
が
国
が
従
来
か
ら
採
用
し
て
き
た
私
法
形
式
を

尊
重
す
る
考
え
方
を
基
準
と
す
る
。
た
だ
こ
の
場
合
、
両
者
の
租
税
中
立
性
の
問
題
が
残
る
。

パ
ス
ス
ル
ー
型
フ
ァ
ン
ド
、
ペ
イ
ス
ル
ー
型
フ
ァ
ン
ド
と
も
条
約
ア
ク
セ
ス
を
認
め
る
。
こ
の
場
合
、
国
内
法
上
も
両
タ
イ
プ
の

フ
ァ
ン
ド
を
同
列
に
扱
う
の
が
望
ま
し
い
が
、
こ
こ
で
は
必
ず
し
も
国
内
法
上
も
同
じ
扱
い
を
条
件
と
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
る
。

た
だ
し
、
す
べ
て
の
フ
ァ
ン
ド
に
条
約
ア
ク
セ
ス
を
認
め
る
と
、
第
三
国
の
居
住
者
に
ま
で
条
約
便
益
が
及
ぶ
こ
と
に
な
り
、
本
来

条
約
の
対
象
に
予
定
し
て
い
な
い
第
三
国
の
居
住
者
に
ま
で
ト
リ
ー
テ
ィ
・
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
の
手
段
と
し
て
フ
ァ
ン
ド
が
利
用
さ
れ

る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
そ
れ
に
対
す
る
防
止
規
定
を
予
め
設
け
る
べ
き
で
あ
る
。

条
約
適
格
者
と
し
た
う
え
で
、
投
資
家
に
代
わ
っ
て
フ
ァ
ン
ド
の
運
用
者
又
は
受
託
者
に
条
約
適
用
の
申
請
代
行
を
認
め
る
。
た
だ

し
、
こ
の
方
式
を
と
る
と
第
三
国
の
居
住
者
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
が
可
能
と
な
る
反
面
、
条
約
申
請
数
が
多
く
な
る
と
、
執
行
上
の

②
 

①
 

パ
ス
ス
ル
ー
型
フ
ァ
ン
ド
、
ペ
イ
ス
ル
ー
型
フ
ァ
ン
ド
両
者
と
も
フ
ァ
ン
ド
段
階
で
条
約
ア
ク
セ
ス
を
認
め
ず
、
投
資
家
自
身
を

三
二
九

（
一
五
ニ
―
)



一
国
の
努
力
で
は
こ
れ
を
実
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た

三
三
〇

が
フ
ァ
ン
ド
に
投
資
す
る
と
い
う
フ
ァ
ン
ド
・
オ
プ
・
フ
ァ
ン
ズ
と
い
う
投
資
形
態
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、

き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
③
の
類
型
を
と
れ
ば
、
重
複
課
税
の
恐
れ
が
あ
る
と
い
う
欠
点
が
あ
る
。

（
一
五
二
二
）

私
見
は
、
こ
の
う
ち
②
の
類
型
を
我
が
国
の
租
税
条
約
政
策
と
し
て
選
択
す
る
の
が
、
望
ま
し
い
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、

フ
ァ
ン
ド

フ
ァ
ン
ド
投
資
の
複
雑
化
、

プ
ー
リ
ン
グ
の
可
能
性
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
場
合
は
実
際
上
③
の
類
型
は
②
の
類
型
に
比
べ
、
実
行
可
能
性
を
担
保
す
る
こ
と
が
で

こ
の
三
つ
の
方
式
の
選
択
に
あ
た
っ
て
は
、
相
手
国
の
事
情
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
租
税
条
約
は
相
互
主
義
を
と

る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
問
題
は
各
国
が
ど
の
よ
う
な
法
人
税
を
採
用
し
、
法
人
税
、
所
得
税
の
統
合
を
ど
の
よ
う
に
取
扱
う
か

に
よ
っ
て
も
、
あ
る
程
度
左
右
さ
れ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
本
来
租
税
条
約
の
締
結
は
、
締
約
国
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
を
掛
酌
し
た
妥
協
の

産
物
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
今
後
は
我
が
国
で
も
投
資
フ
ァ
ン
ド
課
税
に
つ
い
て
明
確
な
租
税
条
約
政
策
を
打
ち
出
す
こ
と
が
重
要
と
思

わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
国
際
課
税
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、

が
っ
て
、

O
E
C
D
レ
ベ
ル
等
に
お
い
て
国
際
的
に
調
和
の
と
れ
た
望
ま
し
い
制
度
的
枠
組
み
作
り
を
期
待
し
た
い
。

※
本
稿
の
基
礎
と
な
っ
た
研
究
の
一
部
は
、
拙
稿
「
土
地
の
流
動
化
・
証
券
化
ス
キ
ー
ム
に
関
す
る
課
税
問
題
」
平
成
―
一
年
度
土
地
関
係
研
究
支
援

事
業
報
告
書
・
翻
土
地
総
合
研
究
所
・
一
ー
五
0
頁
（
二
0
0
0年
三
月
）
を
お
お
む
ね
ベ
ー
ス
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い

て
は
、
残
さ
れ
た
課
題
が
余
り
に
も
多
い
の
で
、
別
稿
で
取
り
あ
げ
て
い
き
た
い
。

(
1
)
S
P
C
と
は
、
特
定
目
的
会
社
を
い
う
。
S
P
C
法
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
文
献
を
参
照
し
た
。
片
山
さ
つ
き
『
S
P
C
法
と
は
何
か

i

産
の
証
券
化
と
流
動
化
に
向
け
て
|
|
』
（
一
九
九
八
年
）
、
黒
崎
浩
、
根
本
忠
宣
、
波
田
野
桂
『
S
P
C
法
J

(
一
九
九
九
年
）
。

(
2
)

証
券
投
資
信
託
及
び
証
券
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
―
二
年
法
律
第
九
七
号
）

(
3
)

集
団
投
資
ス
キ
ー
ム
に
つ
い
て
は
、
田
邊
昴
「
集
団
投
資
ス
キ
ー
ム
」
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
レ
ビ
ュ
ー
第
五
六
号
（
二
0
0
一
年
三
月
刊
行
予

定） 関
法
第
五
0
巻
第
六
号



投
資
フ
ァ
ン
ド
課
税
の
国
際
的
側
面
に
つ
い
て

(
4
)
R
E
I
T
と
は
、
合
衆
国
の
不
動
産
投
資
信
託

(Real
Estate lnves g
 
ent Trust)

を
い
う
。

(
5
)

日
経
新
聞
二

0
0
0年
―
一
月
一

0
日
号
。

(
6
)
日
経
新
聞
•
前
掲
注
(
5
)
。

(
7
)
R
I
C
と
は
、
合
衆
国
の
規
制
的
投
資
会
社

(Regulated
I
n
v
e
s
t
m
e
n
t
 C
o
m
p
a
n
y
)

を
い
う
。

(
8
)
 
O
E
C
D
,
 T
h
e
 T
a
x
a
t
i
o
n
 of Collective lnves
日
1ent
Institutions (
1
9
7
7
)
.
 

(
9
)
 
O
E
C
D
,
 T
a
x
a
t
i
o
n
 of Cross-border Portfolio lnves g
 
ent, ー

M
u
t
u
a
l
F
u
n
d
s
 a
n
d
 Possible T
a
x
 Distortionsー

(
1
9
9
9
)
.

(
1
0
)
I
d
 

(11) 
L
y
n
n
e
 J
.
 
E
d
 a
n
d
 Dr. P
a
u
l
 J
.
M
.
 Bongaarts, I
F
A
,
 T
h
e
 T
a
x
a
t
i
o
n
 of I
n
v
e
s
t
m
e
n
t
 F
u
n
d
s
,
 Cahiers d
e
 droit fiscal international, 

Vol. L
X
X
X
I
l
b
,
 at 3
8
 (
1
9
9
7
)
.
 

な
お
、

E

u
に
お
け
る
ユ
ー
シ
ッ
ツ
税
制
を
比
較
し
た
も
の
と
し
て
、
田
邊
昴
「
証
券
課
税
と
O
E
C
D
政

策
調
整
の
主
要
問
題
I

と
く
に
証
券
投
資
信
託
な
ど
集
団
投
資
ス
キ
ー
ム
の
本
質
と
そ
の
内
外
課
税
の
問
題
点
ー
ー
」
金
子
宏
・
永
尾
正
章
編

『
グ
ロ
ー
バ
ル
戦
略
と
国
際
課
税
国
際
課
税
京
都
フ
ォ
ー
ラ
ム
第
一
回
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
よ
り
』
一
五
一
頁
（
二

0
0
0年）。

(12) 
O
E
C
D
,
 H
a
r
m
f
u
l
 tax C
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
:
 
A
n
 Em
e
r
g
i
n
g
 G
l
o
b
a
l
 Issue (
1
9
9
8
)
.
 

そ
の
邦
文
訳
と
し
て
は
、
水
野
忠
恒
監
修
高
木
由
利
子

訳
『
有
害
な
税
の
競
争
起
こ
り
つ
つ
あ
る
国
際
問
題
』
(
-
九
九
八
年
）
。

(13) 
O
E
C
D
,
 supra note 1
2
,
 
at 4
2
 
,
 43
.
 

(14) 
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
 of the Treasury, T
h
e
 P
r
o
b
l
e
m
 of C
o
r
p
o
r
a
t
e
 T
a
x
 Shelters, Discussion, Analysis a
n
d
 Legislative Proposals, at 

3
1
 (
1
9
9
9
)
・
 

(15) 
O
E
C
D
,
 supra note 1
2
,
 
para. 9
7
,
 
at 41・ 

(16) 
Id. para. 1
7
 ,
 18
,
 
at 1
1
.
 

(17) 
Id. 
at 7
3
 
,
 78
.
 

(18)

行
動
要
綱
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
を
参
照
せ
よ
。

A
n
g
e
l
o
M
a
r
c
e
l
l
o
 Cardani, E
u
r
o
p
e
a
n
 taxation policyー
A
c
h
a
n
g
e
 o
f
 

tack, Steuerrecht u
n
d
 europiiische Integration (Festschrift fiir Albert J
.
 

R
a
d
l
e
r
 z
u
m
 65
.
 
Geburtstag), at 1
2
2
 ,
 1
2
4
 (
1
9
9
9
)
.
 

(19) 
C
o
u
n
c
i
l
 of the E
u
r
o
p
e
a
n
 U
n
i
o
n
,
 S
N
 49
0
1

9ヽ
9
,

para. 2
8
 (
1
9
9
9
)
.
 

(20) 
Id. A
N
N
E
X
 A. Descriptions of Listed Measures・
村
井
正
・
岩
田
一
政
『
E

u
通
貨
統
合
と
税
制
・
資
本
市
場
へ
の
影
響
』
二
三
五

冒
（
一
五
二
三
）



関
法
第
五

0
巻
第
六
号

~ 
（
一
五
二
四
）

ー
ニ
四
五
頁
（
二

0
0
0年）。

(21) 
Id. 
A
N
N
E
X
 A. 

(22) 
O
E
C
D
,
 supra note 1
2
,
 
para. 1
0
1
,
 
at 4
2
.
 

(23) 
Id. 
para. 1
0
0疇

at
4
1
 ,
 42
.
 

(24) 
Id. 
para. 1
0
1
,
 
at 4
2
.
 
~
 お
、
オ
フ
シ
ョ
ア
・
フ
ァ
ン
ド
の
方
が
国
内
フ
ァ
ン
ド
よ
り
も
有
利
と
さ
れ
て
い
る
。

O
E
C
D
,
supra note 9. 

(
2
5
)
I
d
 

(
2
6
)
I
4
例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
な
ど
の
よ
う
に
、

Anti-deferral
rule
や
時
価
評
価
基
準
な
ど
を
適
用
す
る
「
外
国
フ
ァ
ン
ド
の
対
策

法
」
を
導
入
す
る
必
要
性
を
と
く
。
田
邊
舜
•
前
掲
注
(
3
)
。

(
2
7
)
I
d
 

(28) 
Id. 
para. 1
0
2
,
 
at 4
2
.
 
~
 
お
、
出
n
哉
5

ル
ー
ル
は
基
本
的
に
は
繰
延
に
よ
る
租
税
回
避
を
防
止
す
る
性
格
を
有
す
る
が
、
そ
れ
以
上
の
広
範
な

役
割
を
有
す
る
国
も
あ
る
。
占
部
裕
典
「
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
プ
ン
対
策
税
制
の
現
状
と
課
題
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一

0
七
五
号
三
二
頁
(
-
九
九
五

年）。

(29) 
O
E
C
D
,
 supra note 9
,
 
at 9
4
.
 

(30) 
O
E
C
D
,
 s
u
p
r
a
 note 1
2
,
 
para. 1
6
5
,
 
at 6
1
.
 

(31) 
Id. 
at 4
9
 ,
 50
.
 

(32)

租
税
条
約
の
目
的
は
、
国
際
的
な
二
重
課
税
の
排
除
、
締
約
国
間
の
課
税
権
の
分
配
、
国
際
的
な
租
税
回
避
・
脱
税
の
防
止
を
目
的
と
し
て
締

結
さ
れ
る
が
租
税
条
約
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備
は
一
方
で
国
際
的
な
租
税
回
避
・
脱
税
を
引
き
起
こ
し
う
る
。
竹
内
洋
『
改
訂
版
国
際
課
税
の

理
論
と
課
題
」
一
九
ー
ニ

0
頁
(
-
九
九
九
年
）
参
照
。

(33) 
O
E
C
D
,
 supra note 1
2
,
 
at 4
7
 ,
 48
.
 

(34) 
I
F
 A,
 T
h
e
 T
a
x
a
t
i
o
n
 of I
n
v
e
s
t
m
e
n
t
 F
 g
 
ds, Cahiers d
e
 droit fiscal international, Vol. L
X
X
X
I
I
b
 (
1
9
9
7
)
.
 

(35) 
L
y
n
n
e
 J. 
E
d
 a
n
d
 Dr. P
a
u
l
 J.M. Bongaarts, supra note 
11, at 4
2
.
 

(36) 
Id. 
at 3
8
.
 

な
お
、
こ
の
類
型
化
は
必
ず
し
も
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
。
日
本
の
よ
う
に
源
泉
徴
収
制
度
に
よ
る

処
理
方
式
に
つ
い
て
、
「
そ
の
特
徴
を
と
ら
え
き
れ
て
い
な
い
感
が
あ
る
」
と
し
て
、
こ
の
類
型
化
に
若
干
の
疑
問
を
示
す
も
の
も
あ
る
。
増
井



投
資
フ
ァ
ン
ド
課
税
の
国
際
的
側
面
に
つ
い
て

良
啓
「
証
券
投
資
フ
ァ
ン
ド
税
制
の
比
較
」
日
税
研
論
集

Vol.
4
1

一
九
三
頁
(
-
九
九
九
年
）
。

(37) 
Id. at 5
2
.
 

(38) 
Id. at 5
0
.
 

(39) 
Id. 
at 5
0
 
,
 51
.
 

(40) 
Id. 
at 5
2
.
 

(41)

金
子
宏
『
租
税
法
第
七
版
補
正
版
』
二
三
五
頁
（
二

0
0
0年）。

(42)

法
人
税
と
所
得
税
の
統
合
に
つ
い
て
は
、
金
子
宏
「
法
人
税
と
所
得
税
の
統
合
ー
ー
統
合
の
諸
類
型
の
検
討
」
『
所
得
課
税
の
法
と
政
策
』
四

三
一
ー
四
三
二
頁
(
-
九
九
六
年
）
。

(43)

佐
藤
英
明
「
投
資
信
託
の
日
米
比
較
ア
メ
リ
カ
法
研
究
ノ
ー
ト
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
＿

o-―
-
五
号
一
六
0
頁
(
-
九
九
三
年
）
。

(44) 
Morrissey v. 
Commissioner, 2
9
6
 
U. S. 
344 (
1
9
3
5
)
.
 

モ
リ
ゼ
イ
判
決
に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
を
参
照
せ
よ
。
占
部
裕
典
「
企
業
課
税

に
お
け
る
法
人
概
念
（
一
）
」
民
商
法
雑
誌
九
五
巻
二
号
二
四
六
頁
(
-
九
八
六
年
）
、
佐
藤
英
明
・
前
掲
注
(43)
一
六
0
頁
、
佐
藤
英
明
『
信
託

と
課
税
」
五
ー
七
頁
（
二

0
0
0年）。

(
4
5
)
R
I
C
、
R
E
I
T
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
文
献
を
参
照
し
た
。

J
a
m
e
sE• 

Hillman, Regulated Investment 
Companies• 

1
9
9
5
 E
d
i
 ,
 

tion (
1
9
9
5
)
 ;
 William A. Kelley, Jr., 

Real Estate Investment Trusts Handbook• 

second edition (
1
9
9
8
)
 ;
 Richard T. Garrigan 

J
o
h
n
 F. C. Parsons, Real estate investment trusts, 
structure, analysis, a
n
d
 strategy (
1
9
9
7
)
·

止i＃
犀
盆4阻
バ
『
匡
g
芸iレ
J
呻
咋
珀~
J
~則坦
四
注
i

(44)
五
七
ー
八
0
頁
、
植
松
守
雄
「
講
座
所
得
税
法
の
諸
問
題
第
一
納
税
義
務
者
・
源
泉
徴
収
義
務
者
」
第
七
二
回
・
税
経
通
信
四
九
巻
七

号
以
下
、
G
.
T
·

ヘ
イ
ト
、
D
.
A

・
フ
ォ
ー
ド
著
i
脇
山
俊
監
訳

i
大
和
銀
総
合
研
究
所
訳
『
新
金
融
商
品
・
不
動
産
投
資
信
託
の
基
礎
~

R
E
I
T
S
の
仕
組
み
と
実
践
J
(
一
九
八
九
年
）
、
鴻
常
夫
絹
『
商
事
信
託
法
制
』
三
五
四
ー
三
六
五
頁
(
-
九
九
八
年
）
、
平
野
嘉
秋
『
不
動

産
の
証
券
化
・
流
動
化
と
税
務
』
二
＿

o

|
ニ
ニ
四
頁
(
-
九
九
九
年
）
、
平
野
嘉
秋
『
不
動
産
証
券
化
の
法
務
と
税
務
」
三
四
三
ー
三
五
七
頁

（二

0
0
0年）。

(
4
6
)
R
I
C
は、

I.
R. C. §
8
5
1
 ,
 8
5
5

で
R
E
I
T
は
I.

R. C. §
8
5
6
 ,
 8
5
9

で
規
定
さ
れ
て
お
り
、

I.
R. C. §
8
6
0

は
双
方
が
適
用
さ
れ
る
。

(47)

佐
藤
英
明
『
信
託
と
課
税
』
・
前
掲
注
(44)
五
八
ー
六
四
頁
。

(48) 
I
.
 

R. C. §
8
5
1
 (a). 

>
（
一
五
二
五
）



関
法
第
五
0
巻
第
六
号

＿―-三四

(49) 
I. 
R. C. §
8
5
1
 (b
)

 
(

3

)

 

(A)・ 

(50) 
I. 
R. C. §
8
5
1
 (b
)

 
(

3

)

 

(B)・ 

(51) 
I. 
R. C. §
8
5
1
 (b
)

 

(2)・ 

(52) 
I
.
 

R. C. §
8
5
6
 (a). 

(53) 
I. 
R. C. §
8
5
6
 (a
)
.
 

(54) 
I. 
R. C. §
8
5
6
 (c
)

 

(
4
)
.
 

(55) 
I. 
R. C. §
8
5
6
 (c
)

 

(
3
)
.
 

(56) 
I. 
R. C. §
8
5
6
 (c
)

 

(
2
)
.
 

な
お
、

R
I
C
及
び
R
E
I
T
の
粗
所
得
に
つ
い
て
は
、
投
機
的
な
取
引
を
行
う
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ

次
の
三

0
％
テ
ス
ト
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
一
九
九
七
年
八
月
以
降
そ
れ
は
廃
止
さ
れ
た
。

•
R
I
C

の
粗
所
得
の
三
0
％
未
満
が
保
有
期
間
三
ヶ
月
以
内
の
短
期
所
有
の
有
価
証
券
の
売
却
に
よ
り
生
じ
た
所
得
で
あ
る
こ
と
。

(
R
I
C

の
「
三

0
％
テ
ス
ト
」
）

•
R
E
I
T

の
粗
所
得
の
三
0
％
未
満
が
短
期
保
有
の
有
価
証
券
、
棚
卸
資
産
で
あ
る
不
動
産
、
保
有
期
間
四
年
以
内
の
不
動
産
の
売
却
に
よ
り

生
じ
た
所
得
で
あ
る
こ
と
。

(
R
E
I
T
の「――

1
0
％
テ
ス
ト
」
）

(57) 
I. 
R. C. §
8
5
1
 (
b

)

 
(

3

)

 

(A), §
8
5
6
 
(

c

)

 

(
4
)
 
(B)・ 

(58) 
I. 
R. C. §
8
5
2
 (a
)
.
 

(59) 
I. 
R. C. §
4
9
8
2
.
 

(60) 
I. 
R. C. §
8
5
7
 (a). 

(61) 
I. 
R. C. §
4
9
8
1
.
 

(62) 
I. 
R. C. §
8
5
2
 (b
)

 

(
2
)
 (
D
)
,
 §
8
5
7
 (b
)

 

(
2
)
 
(B). 

(63) 
I. 
R. C. §
8
5
2
 (b
)

 
(

3

)

 

(B), §
8
5
7
 (b
)

 
(

3

)

 

(B). 

(64) 
I
.
 

R. C. §
8
5
2
 (b
)

 
(

3

)

 

(D), §
8
5
7
 (b
)

 
(

3

)

 

(D). 

(
6
5
)
I
d
 

(66) 
U
n
i
t
e
d
 States ,
 
B
e
l
g
i
u
m
 Protocol, 1
9
8
7
,
 
Art. 1. 

（
一
五
二
六
）



投
資
フ
ァ
ン
ド
課
税
の
国
際
的
側
面
に
つ
い
て

(67) 
T
e
s
t
i
m
o
n
y
 :
 Tr
e
a
s
u
r
y
 
S
t
a
t
e
m
e
n
t
 
o
n
 1
9
8
7
 
Protocol 
to 
1
9
7
0
 
B
e
l
g
i
u
m
 I
n
c
o
m
e
 T
a
x
 T
r
e
a
t
y
 
a
n
d
 
1
9
8
8
 
Protocol 
to 
1
9
6
7
 

F
r
a
n
c
e
 I
n
c
o
m
e
 T
a
x
 Treaty, B
-
1
5
1
0
 
[hereinafter cited as T
r
e
a
s
u
r
y
 S
t
a
t
e
m
e
n
t
 o
n
 1
9
8
7
 Protocol]・ 

(68) 
J
C
T
 E
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n
 :
 19
8
7
 Protocol to 
1
9
7
0
 B
e
l
g
i
u
m
 I
n
c
o
m
e
 T
a
x
 T
r
e
a
t
y疇

J
C
S,
 
13 ,
 
8
8
 
[hereinafter cited 
as 
1
9
8
7
 B
e
l
g
i
u
m
 

Protocol Explanation]. 

(
6
9
)
I
d
 

(70)

本
稿
で
は
、
ビ
ー
ク
ル
の
導
管
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
課
税
方
法
と
し
て
、
パ
ス
ス
ル
ー
型
と
ペ
イ
ス
ル
ー
型
に
分
類
し
て
議
論
を
進
め
る
こ
と
を

前
提
と
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
い
う
パ
ス
ス
ル
ー
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
は
、
本
稿
で
使
用
し
て
い
る
パ
ス
ス
ル
ー
型
を
い
う
の
で
は
な
く
、
一
般
的

な
導
管
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
意
味
で
用
い
る
。

(71) 
T
r
e
a
s
u
r
y
 S
t
a
t
e
m
e
n
t
 o
n
 1
9
8
7
 Protocol, s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 67. 

(72) 

1
9
8
7
 B
e
l
g
i
u
m
 Protocol Explanation, s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 68. 

(
7
3
)
I
d
 

(
7
4
)
I
d
 

(
7
5
)
I
d
 

6
)

ト
リ
テ
ィ
ー
・
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
を
参
照
せ
よ
。

Deloitte
H
a
s
k
i
n
s
 &
 sells International, T
r
e
a
t
y
 S
h
o
p
p
i
n
g
 

(
7
 (1988)・ 

(77) 
1
9
8
7
 B
e
l
g
i
u
m
 Protocol Explanation, s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 68. 

(78) 
S
e
n
a
t
e
 F
o
r
e
i
g
n
 Relations C
o
m
m
.
 
R
e
p
o
r
t
 :
 19
8
7
 Protocol to 1
9
7
 0
 Be
l
g
i
u
m
 I
n
c
o
m
e
 T
a
x
 Treaty, S. 
E
x
e
c
.
 Rept. 1
0
0
 ,
 
24. 

(
7
9
)
米
独
租
税
条
約
の
翻
訳
と
し
て
は
、
川
端
康
之
二
翻
訳
]
―
九
八
九
年
米
独
租
税
条
約
（
一
）
（
二
）
（
三
）
」
関
西
大
学
商
学
論
集
第
三
五

巻
第
五
号
、
第
六
号
、
第
三
六
巻
第
一
号
(
-
九
九
一
年
）
。

(80) 
J
C
T
 E
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n
 1
9
8
9
 G
e
r
m
a
n
y
 I
n
c
o
m
e
 T
a
x
 Treaty, 
90 T
N
I
 2
6
 ,
 
45, para. 
11. 

(81) 
U
n
i
t
e
d
 States ,
 
G
e
r
m
a
n
y
 T
a
x
 Treaty, 1989, Art. 10. 

(82) 
U
n
i
t
e
d
 States ,
 
G
e
r
m
a
n
y
 T
a
x
 Treaty, 
1989, T
e
c
h
n
i
c
a
l
 Explanation, Art. 
10. 
[hereinafter cited as U
n
i
t
e
d
 States ,
 
G
e
r
m
a
n
y
 

T
a
x
 T
r
e
a
t
y
 T
.
 E.]. 

三
三
五

（
一
五
二
七
）



(
8
3
)
I
d
 

(
8
4
)
I
d
 

(
8
5
)
I
d
 

(
8
6
)
I
d
 

(87) 
Id. 
D
e
b
a
昔
＞
ざ
assermeyer,
D
o
p
p
e
l
b
e
s
t
e
u
e
r
u
n
g
,
 Art. 
10 U
S
A
,
 para. 7
9
,
 
at 2
6
 ,
 2
7
 (
1
9
9
7
)
.
 

(88) 
U
n
i
t
e
d
 S
t
a
t
e
s
-
G
e
r
m
a
n
y
 T
a
x
 T
r
e
a
t
y
 T. E., 
s
u
p
r
a
 note 8
2
.
 

(89) 
D
e
b
a
t
i
n
/
W
a
s
s
e
r
m
e
y
e
r
,
 s
u
p
r
a
 note 8
7
,
 
p
a
r
a
 7
8
,
 
at 2
6
.
 

(90) 
Beleggingsinstelling
は
、
オ
ラ
ン
ダ
法
人
税
法
第
二
八
条
で
規
定
さ
れ
た
投
資
フ
ァ
ン
ド
（
契
約
型
と
会
社
型
）
で
あ
り
、
一
定
の
場
合

に
は
ビ
ー
ク
ル
段
階
で

0
％
の
法
人
課
税
が
な
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
フ
ァ
ン
ド
の
所
得
は
八
ヶ
月
以
内
に
投
資
家
に
分
配
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
所
得
は
投
資
家
に
分
配
せ
ず
、
再
投
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
投
資
家
段
階
に
お
い
て
当
該
分
配
所
得
は
配
当
所
得

と
し
て
扱
わ
れ
、
所
得
税
又
は
法
人
税
が
課
さ
れ
る
。
非
居
住
者
に
よ
る
出
資
は
二
五
％
未
満
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

Beleggingsinstelling

に
つ
い
て
は
、
L
•
F
•Kosters, H
.
 Mooij, I
F
 A,
 s
u
p
r
a
 note 3
4
,
 
at 6
3
5
 ,
 65
7
・
 

(91) 
U
n
i
t
e
d
 States-Netherlands T
a
x
 Treaty, 1
9
9
2
,
 
Art. 
10. 

(92)

当
該
規
定
に
つ
い
て
は
、

M
a
r
y
C. Bennett, F
r
e
d
 C. d
e
 H
o
s
s
o
n
,
 Philip D
.
 Morrison, T
h
e
 1
9
9
2
 U
n
i
t
e
d
 States N
e
t
h
e
r
l
a
n
d
s
 tax 

c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
;
 
J
o
s
e
p
h
 A
m
i
c
o
,
 Institutional 
I
n
v
e
s
t
m
e
n
t
 U
n
d
e
r
 the N
e
w
 U
.
S
.
、N
e
t
h
e
r
l
a
n
d
s
Treaty, 
T
a
x
 N
o
t
e
s
 International, 

M
a
r
c
h
 8,
 
at 5
7
4
 ,
 5
7
5
 (
1
9
9
3
)
.
 

(93)L•F• 

K
o
s
t
e
r
s
 a
n
d
 H. Mooij, I
F
 A,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 
34, at 6
4
7
 ,
 64
8
.
 

(94)

二
0
0
0年
一

0
月
三

0
日
の
関
西
大
学
法
学
研
究
所
第
二
九
回
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
オ
ラ
ン
ダ
に
お
け
る
金
融
取
引
課
税
ー
|Beleggingsin-

stelling
を
中
心
と
し
て
ー
ー
」
に
お
け
る
K
e
e
s
v
a
n
 R
a
a
d
教
授
の
発
言
に
よ
る
。
な
お
、

B
I
は
国
内
法
上
課
税
さ
れ
な
い
た
め
、
外
国
投
資

所
得
に
対
す
る
外
国
税
を
税
額
控
除
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
オ
ラ
ン
ダ
で
は
当
該
税
額
分
を
補
助
金
と
し
て
支
払
う
こ
と
で
こ
れ
を
救
済
し
て

い
る
が
、

B
I
の
投
資
家
が
居
住
者
か
非
居
住
者
か
で
取
扱
い
を
異
に
す
る
。
こ
れ
は
E
U
条
約
に
抵
触
す
る
恐
れ
が
あ
ろ
う
。

(95)L•F• 

K
o
s
t
e
r
s
 a
n
d
 H
.
 Mooij, I
F
A
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 3
4
,
 
at 
647，史
8・

(96) 
U
n
i
t
e
d
 States-France T
a
x
 Treaty, 1
9
9
4
,
 
Art. 
10. 

関

法

第

五

0
巻
第
六
号

六

（
一
五
二
八
）
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゜

（器）
United States M

o
d
e
l
 Convention o

n
 i
n
c
o
m
e
 a
n
d
 Capital, 

1977, Art. 
10. 

United States M
o
d
e
l
 Convention o

n
 i
n
c
o
m
e
 a
n
d
 

Capital, 
1981, Art. 

10. 

（含）
"4t1~ 回

Q
甜
硲
母
函
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一
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社
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Q
択
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如

,-t-~0
Rosenbloom, T

a
x
 Treaty A

b
u
s
e
:
 Policies a

n
d
 

Issues, 
16 L

a
w
 &

 Policy in 
International Business No. 3, 

at 7
6
3
 (1983); 

Nicholas S. 
Freud, 

Treaty shopping a
n
d
 the 1

9
8
1
 

United States Treasury Draft M
o
d
e
l
 I
n
c
o
m
e
 T
a
x
 Treaty, Hastings Int'l 

a
n
d
 Comparative L

a
w
 R
e
v
i
e
w
 627. 

(~
) 

United States M
o
d
e
l
 T
a
x
 Convention of S

e
p
t
e
m
b
e
r
 20, 

1996, Art. 
10. 

（亘）
See, Richard L. 

D
o
e
m
b
e
r
g
 a
n
d
 K
e
e
s
 v
a
n
 Raad, T

h
e
 1996 United States m

o
d
e
l
 income tax convention, analysis, c

o
m
m
e
n
-

tary a
n
d
 comparison, at 

8
6
-
8
7
 (1997). Technical Explanation of United States M

o
d
e
l
 I
n
c
o
m
e
 T
a
x
 Convention of Septem-

her 20, Art. 
10, para. 3

 (1996). 

(!ia) 
N
A
R
E
I
T
 Opposes R

E
I
T
 W
i
t
h
h
o
l
d
i
n
g
 Provisions in 

T
a
x
 Treaties, 9

6
 T
N
I
 184-14, para. 2. 

(~
) 

Id. 

嘩
）

U. S. 
R
E
I
T
 Industry Pleased W

i
t
h
 T

a
x
 Treaty Provisions, T

a
x
 N
o
t
e
s
 International, October 20, at 

1270-1271 (1997). 

（呈）
N
A
R
E
I
T
 Opposes R

E
I
T
 W
i
t
h
h
o
l
d
i
n
g
 Provisions in 

T
a
x
 Treaties, supra note 102, para. 

16. 
如

ふ
LJ.

"N If"¥ 
;

 ヽぶ
母
領

f"¥
I'-;、

!L..Qil::;~"'"'r'
函
窯
以
〇
今
ド
迂

A
m
e
e
k

A
s
h
o
k
 Ponda, Foreign Pension Plans Investing in 

Shares o
f
 a

 U. S. 
R
E
I
T
,
 T
a
x
 

N
o
t
e
s
 International, April 14, at 

1249 {1997). 

（呈）
N
A
R
E
I
T
 Opposes R

E
I
T
 W
i
t
h
h
o
l
d
i
n
g
 Provisions in 

T
a
x
 Treaties, supra note 102, para. 

16. 

(~
) 

Id. 

（里）
Senate 

Foreign 
Relations 

C
o
m
m
.
 
Report: 

1996 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
I
n
c
o
m
e
 
T
a
x
 Treaty, 

Exec. 
Rpt. 

105-8, 
para. 

34-35 

[hereinafter cited as 1996 L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 Report]. 

（里）
Id. 

嘩
）

Id. para. 36. 

（ヨ）
Id. 
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関
法
第
五
0
巻
第
六
号

三
三
八

（
一
五
三

0
)

長
い
休
眠

(
T
h
e
l
o
n
g
 d
o
r
m
a
n
c
y
 of A
i
k
e
n
)
」
を
想
起
す
べ
き
で
あ
る
。
オ
ラ
ン
ダ
領
ア
ン
テ
ィ
ー
ル
の
金
融
会
社
を
媒
介
と
す
る
ロ
ー
ン

(
m
耳
or,
 
i
m
a
g
e
 loan)

の
濫
用
に
対
す
る
財
務
省
の
態
度
が
参
考
に
な
ろ
う
。
こ
の
濫
用
事
例
に
対
し
て
な
ぜ
財
務
省
は
エ
イ
キ
ン
判
決
を
適

用
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
も
し
も
エ
イ
キ
ン
判
決
を
適
用
す
る
と
、
合
衆
国
へ
の
資
金
の
供
給
に
影
響
が
及
ぶ
こ
と
を
財
務
省
が
恐

れ
た
た
め
で
あ
る
。
エ
イ
キ
ン
判
決
の
厳
格
な
適
用
か
、
そ
れ
と
も
、
対
米
投
資
の
促
進
か
と
い
う
政
策
の
選
択
に
あ
た
り
、
財
務
省
は
後
者
の

政
策
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
照
ら
せ
ば
、

N
A
R
E
I
T
対
財
務
省
の
論
争
に
つ
い
て
も
合
衆
国
の
不
動
産
市
場
の
動
向
に
よ
っ
て

政
策
判
断
を
す
る
こ
と
が
十
分
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。

See,
J
o
s
e
p
h
 Isenbergh, 2
 
International Taxation, U
.
S
.
 T
a
x
a
t
i
o
n
 of F
o
r
e
i
g
n
 

T
a
x
p
a
y
e
r
s
 a
n
d
 F
o
r
e
i
g
n
 I
n
c
o
m
e
,
 at 4
6
9
-
4
7
0
 (
1
9
9
0
)
.
 

（血）

U
n
i
t
e
d
 States ,
 
Austria T
a
x
 Treaty, 1
9
9
6
,
 
Art. 
10. 

(m) 
U
n
i
t
e
d
 States ,
 
L
u
x
e
m
b
o
 g
 
g
 T
a
x
 Treaty, 1
9
9
6
,
 
Art. 1
0
.
 

な
お
、
ル
ク
セ
ン
プ
ル
グ
S
I
C
A
V
に
つ
い
て
は
、
配
当
条
項
で
は
な
く

条
約
便
益
制
限
条
項
で
、
本
条
約
の
条
約
便
益
を
制
限
さ
れ
て
い
る
。

U
n
i
t
e
d
States ,
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 T
a
x
 Treaty, 1
9
9
6
,
 
Art. 
24. 

（山）

U
n
i
t
e
d
 States ,
 
T
u
r
k
e
y
 T
a
x
 Treaty, 1
9
9
6
,
 
Art. 
10. 

(lls) 
T
e
s
t
i
m
o
n
y
:
 1
9
9
7
 
J
C
T
 S
t
a
t
e
m
e
n
t
 o
n
 Austria, 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
,
 Ireland疇

Switzerland,
T
u
r
k
e
y
,
 S
o
u
t
h
 Africa `
 
T
h
a
i
l
a
n
d
 a
n
d
 

C
a
n
a
d
a
 Treaties, J
C
X
 ,
 
5
3
-
9
7
,
 
para. 8
 ,
 9.
 

(llG) 
1
9
9
6
 L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 Report, supra note 
108, para. 3
7
 
,
 39
.
 

こ
の
R
E
I
T
の要た低＂を紹
T

介
ハ
し
た
も
の
と
し
て
、
本
庄
資
「
企
業
形
態
の

選
択
透
明
な
存
在
~
資
媒
体
（
イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ト
・
ビ
ー
ク
ル
）
」
租
税
研
究
第
六
一

0
号
八
四
頁
（
二
0
0
0

年
）
、
本
庄
資
『
国
際

租
税
計
画
』
一
三
八
頁
（
二

0
0
0年）。

面）

U
n
i
t
e
d
 States ,
 
V
e
n
e
z
u
e
l
a
 T
a
x
 Treaty, 1
9
9
9
,
 
Art. 
10. 

(
l
l
s
)
フ
ァ
ン
ド
課
税
の
国
際
的
側
面
に
つ
い
て
は
、
増
井
良
啓
•
前
掲
注

(
3
6
)
二
0
七
ー
ニ
四
二
頁
、
本
庄
資
『
租
税
条
約
』
六
八
ー
七
七
頁
（
ニ

0
 0
0年）。

(119)

証
券
投
資
法
人
の
税
制
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
文
献
を
参
照
し
た
。
田
村
威
『
改
訂
投
資
信
託
基
礎
と
実
務
』
三
一
三
ー
三
一
五
頁
(
-
九

九
九
年
）
。

(
1
2
0
)
S
P
C
の
法
制
及
び
税
制
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
文
献
を
参
照
し
た
。
さ
く
ら
綜
合
事
務
所
編
『
S
P
C
＆
匿
名
組
合
の
法
律
・
会
計
税
務
と

評
価
」
（
二

0
0
0
年
）
、
平
野
嘉
秋
(
-
九
九
九
年
）
•
前
掲
注(
4
5
)
八
七
ー
ニ
ニ
ニ
頁
、
平
野
嘉
秋
（
二
0
0
0

年
）
•
前
掲
注(
4
5
)
、
田
村
幸



投
資
フ
ァ
ン
ド
課
税
の
国
際
的
側
面
に
つ
い
て

太
郎
編
『
不
動
産
証
券
化
の
た
め
の
最
新
S
P
C
法
解
説
』
（
二

0
0
0年）。

（血）

S
P
T
と
は
特
定
目
的
信
託
を
い
う
。

(122)

財
団
法
人
納
税
協
会
連
合
会
『
平
成
―
二
年
版
租
税
条
約
関
係
法
規
集
』
七
三
頁
。
以
下
で
は
租
税
条
約
集
と
す
る
。

(123)

日
英
租
税
条
約
第
二
八
条
の
A
に
よ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
「
公
認
投
資
基
金
」
と
は
、
一
九
五
八
年
の
詐
欺
（
投
資
）
防
止
法
第
一
七
条
又
は

一
九
四
0
年
の
詐
欺
（
投
資
）
防
止
法
（
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
）
第
一
六
条
に
よ
り
認
可
さ
れ
た
ユ
ニ
ッ
ト
・
ト
ラ
ス
ト
が
該
当
し
、
日
本
の
「
公

認
投
資
基
金
」
に
は
、
証
券
投
資
信
託
法
（
昭
和
二
六
年
法
律
第
一
九
八
号
）
第
二
条
に
定
義
す
る
証
券
投
資
信
託
又
は
貸
付
信
託
法
（
昭
和
二

七
年
法
律
第
一
九
五
号
）
第
二
条
に
定
義
す
る
貸
付
信
託
が
該
当
す
る
。

(124)

日
英
租
税
条
約
第
二
八
条
の
A
に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
を
参
照
せ
よ
。
筒
井
順
二
『
日
英
・
日
伊
・
日
独
・
日
洪
・
日
波
・
日
比
租
税
条
約

の
解
説
』
―
二
頁
(
-
九
八
一
年
）
。

(
1
2
5
)
イ
ギ
リ
ス
の
ユ
ニ
ッ
ト
・
ト
ラ
ス
ト
の
法
制
に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
を
参
照
せ
よ
。
落
合
誠
一
•
前
掲
注
(
9
7
)
五
七
ー
七
五
頁
。

(126)

筒
井
順
ニ
・
前
掲
注
(124)
―
二
頁
。

(127)

筒
井
順
ニ
・
前
掲
注
(124)
―
二
頁
。

（
園
）
筒
井
順
ニ
・
前
掲
注
(124)
―
二
頁
。

(129)

田
邊
具
「
投
資
信
託
の
税
制
」
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
レ
ビ
ュ
ー
三
六
号
二

0
一
頁
(
-
九
九
五
年
）
。

(
1
3
0
)
ユ
ニ
ッ
ト
・
ト
ラ
ス
ト
の
税
制
に
つ
い
て
は
、
増
井
良
啓
•
前
掲
注
(
3
6
)
一
九
八
ー
―1
0二
頁
。

(131)

筒
井
順
ニ
・
前
掲
注
(124)
一
三
頁
。

(132)

ち
な
み
に
英
独
租
税
条
約
で
は
、
ド
イ
ツ
の
居
住
者
で
あ
る
投
資
家
が
イ
ギ
リ
ス
の
信
託
に
投
資
し
た
場
合
、
ド
イ
ツ
で
は
投
資
家
に
直
接
条

約
ア
ク
セ
ス
が
あ
り
、
条
約
便
益
の
享
受
を
請
求
す
る
こ
と
に
な
る
。
ド
イ
ツ
で
は
信
託
に
条
約
適
格
を
認
め
て
お
ら
ず
、
か
つ
代
行
も
認
め
て

い
な
い
。
ド
イ
ツ
法
上
は
、
信
託
は
権
利
能
力
な
き
目
的
財
産
と
み
な
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
場
合
に
ド
イ
ツ
側
が
信
託
に
条
約
便
益
を

与
え
る
か
ど
う
か
は
明
確
で
な
く
、
も
し
与
え
ら
れ
る
と
し
て
も
だ
れ
に
条
約
適
格
を
認
め
る
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

D
r
Robert P
e
a
k
e
 

a
n
d
 D
r
 M
a
n
f
r
e
d
 Burkert of Ernst &
 Y
o
u
n
g
,
 U
K
/
G
e
r
m
a
n
 T
a
x
 Treaty, at 1
2
0
 (
1
9
9
5
)
.
 

(133)

筒
井
順
ニ
・
前
掲
注
(124)
一
三
頁
。

(134)

イ
ギ
リ
ス
の

inves
g
 
ent 
g
且：
unauthorized unit trust
に
つ
い
て
は
本
条
項
が
適
用
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
我
が
国
の
証
券
投
資
信
託
及

三
三
九

（
一
五
三
一
）



関

法

第

五

0
巻
第
六
号

三
四
〇

（
一
五
三
二
）

び
貸
付
信
託
以
外
の
信
託
の
う
ち
イ
ギ
リ
ス
で
パ
ス
ス
ル
ー
型
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
（
所
得
税
法
一
三
条
の
本
文
信
託
が
該
当
す
る
と
思

わ
れ
る
）
に
つ
い
て
は
本
条
項
が
適
用
さ
れ
ず
、
信
託
の
受
益
者
は
条
約
上
の
「
受
益
者
」
で
あ
る
の
で
、
個
別
に
条
約
適
用
申
請
を
す
る
こ
と

に
な
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
筒
井
順
ニ
・
前
掲
注
(124)
一
三
頁
。

(135)

筒
井
順
ニ
・
前
掲
注
(124)
―
二
頁
。

(136)

筒
井
順
ニ
・
前
掲
注
(124)
ニ
ニ
頁
。

(
1
3
7
)
増
井
良
啓
•
前
掲
注
(
3
6
)
二
三
七
頁
。

(
1
3
8
)
本
庄
資
•
前
掲
注
(
1
1
6
)

八
五
頁
。

(139)

租
税
条
約
集
・
前
掲
注
(122)
七
八
九
頁
。

(140)

日
ル
ク
セ
ン
プ
ル
グ
租
税
条
約
に
つ
い
て
は
、
中
山
清
『
バ
ン
グ
ラ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
・
プ
ル
ガ
リ
ア
・
ル
ク
セ
ン
プ
ル
グ
・
ノ
ル
ウ
ェ
ー
・
イ
ス

ラ
エ
ル
・
ト
ル
コ
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
租
税
条
約
の
解
説
』
八
六
頁
(
-
九
九
五
年
）
、
品
川
克
巳
「
租
税
条
約
の
新
規
締
結
及
び
改
正
に
つ
い

て
〈
日
・
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
条
約
、
日
・
ノ
ル
ウ
ェ
ー
条
約
、
日
・
オ
ラ
ン
ダ
条
約
〉
」

I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
T
 A
X
A
 TI
 O
N
 VO
L
.
 1
2
 No. 

7
四
0
頁
。
竹
内
洋
•
前
掲
注

(
3
2
)
二
九
頁
。

(141)

租
税
条
約
の
二
重
免
除
に
つ
い
て
は
、
村
井
正
「
税
の
話
題
」
納
税
月
報
一
九
九
一
年
三
月
号
八
頁
。

(142)

租
税
条
約
集
・
前
掲
注
(122)
七
九
二
頁
。

(
1
4
3
)
田
邊
舜
•
前
掲
注
(
1
2
9
)

二
0

一
頁
。

(144)

租
税
条
約
集
・
前
掲
注
(122)
六
ニ
ー
頁
。

(145)

日
仏
租
税
条
約
第
二
九
条
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
勲
『
新
日
仏
租
税
条
約
の
解
説
」
三
二
頁
(
-
九
九
六
年
）
。

(146)

フ
ラ
ン
ス
の

F
C
P
及
び

S
I
C
A
V
の
税
制
を
紹
介
し
た
も
の
と
し
て
、

I
B
F
D
,
Investment Funds, International G
u
i
d
e
 to 
the 

T
a
x
a
号
n
a
n
d
 Regulation of M
u
t
u
a
l
 Investment F
u
n
d
s
 a
n
d
 Their Investors, France (
1
9
9
6
)
.
 

増
井
良
啓
•
前
掲
注
(
3
6
)
一
九
六
ー

一
九
八
頁
、
落
合
誠
一
・
前
掲
注
（
97
）
1
0
六
ー
一
三
六
頁
。

(147)

日
仏
租
税
条
約
議
定
書
一
五
。
租
税
条
約
集
・
前
掲
注
(122)
六
二
四
ー
六
二
五
頁
。
な
お
、
日
英
租
税
条
約
の
「
公
認
投
資
基
金
」
に
は
合
同

運
用
信
託
は
あ
げ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

(148) 

I
B
F
D
,
 supra note 1
4
6
,
 
at 4
9
 ,
 52
.
 



投
資
フ
ァ
ン
ド
課
税
の
国
際
的
側
面
に
つ
い
て

(
1
4
9
)
渡
辺
勲
•
前
掲
注
(
1
4
5
)

三
二
頁
。

(150)

例
え
ば
、
米
仏
租
税
条
約
第
一

0
条。

(151) 

L
y
n
n
e
 J. 
E
d
 a
n
d
 Dr. P
a
u
l
 J.M. Bongaarts, s
u
p
r
a
 note 
11, at 4
3
.
 

(152)

日
経
金
融
新
聞
一

0
月
五
日
号
。

(153)

し
か
し
日
経
新
聞
二

0
0
0年
一

0
月
一
五
日
号
の
記
事
に
よ
れ
ば
従
来
か
ら
も
現
実
に
は
日
本
の
投
資
家
は
、
ネ
ッ
ト
証
券
会
社
を
通
じ
て

直
接
合
衆
国
R
E
I
T
に
投
資
を
行
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

(154)

日
経
金
融
新
聞
・
前
掲
注
(152)
。
な
お
、
我
が
国
で
も
改
正
投
信
法
の
施
行
に
よ
り
、
外
国
不
動
産
投
信
へ
の
投
資
は
現
実
的
な
も
の
と
な
る

が
、
実
際
に
公
募
販
売
さ
れ
る
の
は
、
販
売
自
主
ル
ー
ル
等
が
決
ま
っ
て
か
ら
と
な
ろ
う
。

(155)

増
井
良
啓
・
前
掲
注
(36)
二
0
七
ー
ニ
四
二
頁
。

(
1
5
6
)
増
井
良
啓
•
前
掲
注
(
3
6
)
ニ
ニ
ニ
頁
、
田
村
威
•
前
掲
注

(
1
1
9
)

三
一
八
頁
。

(157)

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
二
条
の
二
第
一
号
で
規
定
さ
れ
る
者
。

(158)

租
税
特
別
措
置
法
第
八
条
の
三
第
一
項
。

(159)

租
税
特
別
措
置
法
第
八
条
の
三
第
二
項
。

(160)

租
税
特
別
措
置
法
第
八
条
の
三
第
四
項
一
号
。

(161)

租
税
特
別
措
置
法
第
八
条
の
三
第
四
項
二
号
。

(
1
6
2
)
増
井
良
啓
•
前
掲
注
(
3
6
)
ニ
ニ
六
頁
。

(
1
6
3
)
増
井
良
啓
•
前
掲
注
(
3
6
)
二
ニ
六
ー
ニ
ニ
九
頁
。
例
え
ば
、
国
内
法
上
の
救
済
方
法
と
し
て
は
、
「
外
国
の
投
資
信
託
が
日
本
に
支
払
っ
た
所

得
税
（
多
く
は
源
泉
徴
収
税
）
に
つ
い
て
は
、
現
行
所
得
税
法
一
七
六
条
二
、
三
項
の
考
え
方
を
及
ぼ
し
、
支
払
税
額
を
グ
ロ
ス
・
ア
ッ
プ
し
た

上
で
居
住
者
に
外
国
税
額
控
除
を
認
め
る
方
法
」
が
あ
る
。
佐
藤
英
明
「
『
外
国
信
託
』
の
課
税
」
金
子
宏
編
『
国
際
課
税
の
理
論
と
実
務
』
三

四
一
頁
(
-
九
九
七
年
）
。

(164)

租
税
特
別
措
置
法
第
九
条
の
二
第
一
項
。

(165)

租
税
特
別
措
置
法
第
九
条
の
二
第
三
項
。

(166)

所
得
税
法
第
九
五
条
第
一
項
、
第
一
三
八
条
第
一
項
。

三
四
一

（一五三――-）



関
法
第
五
0
巻
第
六
号

三
四
二

（
一
五
三
四
）

(167)

こ
の
よ
う
な
投
資
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
日
経
新
聞
・
前
掲
注
(153)
。

(168) 

L
y
n
n
e
 J. 
E
d
 a
n
d
 Dr. P
a
u
l
 J
.
M
.
 Bongaarts, supra note 
11, at 5
2
.
 

(169) 
Id. 
at 3
8
.
 

(170)

租
税
条
約
上
の
「
受
益
者
」
概
念
に
つ
い
て
は
次
の
も
の
を
参
照
せ
よ
。
川
端
康
之
「
租
税
条
約
に
お
け
る

beneficial
o
w
n
e
r
の
意
義
と
機

能
」
租
税
研
究
二

0
0
0年
二
月
八
一
頁
。
川
端
康
之
「
租
税
条
約
に
お
け
る
受
益
者
の
意
義
と
機
能
」
『
公
法
学
の
法
と
政
策
金
子
宏
先
生

古
稀
祝
賀
』
三
五
九
頁
（
二

0
0
0
年
）
（
以
下
、

111端
康
之
（
金
子
古
稀
）
と
し
て
引
用
す
る
）
。
川
端
康
之
「
条
約
便
益
制
限
の
国
内
化
現
象

ー
租
税
条
約
上
の

beneficial
o
w
n
e
r
研
究
序
説
」
総
合
税
制
研
究
七
号
六
六
頁
(
-
九
九
九
年
）
。

(171)

日
英
租
税
条
約
第
二
八
条
の
A
の
規
定
が
導
入
さ
れ
た
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
日
本
の
証
券
投
資
信
託
に
は
条
約
ア
ク
セ
ス
が
な
く
当
該
信

託
の
投
資
家
が
条
約
上
の
受
益
者
で
あ
る
と
主
張
し
た
背
景
が
あ
る
。

(
1
7
2
)
8
英
租
税
条
約
第
二
八
条
の
A
を
導
入
す
る
議
論
の
中
で
も
こ
の
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
筒
井
順
二
•
前
掲
注
(
m
)―
二
頁
。

(173)

た
だ
し
、
日
仏
租
税
条
約
で
の
フ
ラ
ン
ス

S
I
C
A
V
の
よ
う
に
条
約
ア
ク
セ
ス
が
明
確
で
な
い
場
合
も
あ
る
。

(174) 

L
y
n
n
e
 J. 
E
d
 a
n
d
 Dr. P
a
u
l
 J
.
M
.
 Bongaarts, supra note 
11, at 4
3
.
 

(175) 
M
e
l
f
o
r
d
 D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 v. 
R., 8
2
 D
.
 T. C. 6
0
7
4
.
 (
1
9
8
2
)
.
 

カ
ナ
ダ
の
メ
ル
フ
ォ
ー
ド
判
決
を
め
ぐ
る
静
態
的
解
釈
と
動
態
的
解
釈
に
つ
い

て
は
、
村
井
正
『
租
税
法
ー
理
論
と
政
策
〔
第
三
版
〕
」
―
-
六
九
ー
ニ
七
一
頁
(
-
九
九
九
年
）
。

(
1
7
6
)
合
衆
国
の
条
約
解
釈
に
つ
い
て
は
、
村
井
正
•
前
掲
注
（

1
7
5
)
―
-
七
七
ー
ニ
八0
頁
。
A
L
I
,F
E
D
E
R
A
L
 I
N
C
O
M
E
 T
A
X
 P
R
O
J
E
C
T
,
 

I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
 A
S
P
E
C
T
S
 O
F
 U
N
I
T
E
D
 S
T
 AT
E
S
 I
N
C
O
M
E
 T
A
X
A
T
I
O
N
 II, 
at 2
5
 ,
 6
2
 (
1
9
9
2
)
.
 

(177)

日
経
金
融
新
聞
・
前
掲
注
(152)
。

(178)

日
経
金
融
新
聞
・
前
掲
注
(152)
。

(179)

租
税
特
別
措
置
法
第
八
条
の
三
、
第
九
条
の
二
。

(180)

平
成
一

0
年
法
律
第
一
〇
六
号
。

(181)

平
成
―
二
年
法
律
第
九
七
号
。

(
1
8
2
)
S
P
T
に
つ
い
て
は
、
平
野
嘉
秋
（
二
0
0
0

年
）
•
前
掲
注
(
4
5
)
三
五
頁
。

(
1
8
3
)
最
近
の
集
団
投
資
ス
キ
ー
ム
の
法
制
及
び
税
制
を
検
討
し
た
も
の
と
し
て
、
田
邊
屏
•
前
掲
注
(
3
)、
吉
牟
田
勲
「
集
団
投
資
ス
キ
ー
ム
と
法



投
資
フ
ァ
ン
ド
課
税
の
国
際
的
側
面
に
つ
い
て

-
＝
ニ
ー
ニ
ニ
三
頁
（
二

0
0
0
年）。

人
税
課
税
」
税
務
事
例
研
究

Vol.
5
5
 

1-三
六
頁
（
二

0
0
0
年）。

(
1
8
4
)
こ
こ
で
い
う
パ
ス
ス
ル
ー
型
ビ
ー
ク
ル
と
は
、
旧
証
券
投
資
信
託
の
よ
う
に
フ
ァ
ン
ド
段
階
で
法
人
課
税
が
行
わ
れ
な
い
も
の
を
い
う
。

(185)

所
得
税
法
第
一
三
条
、
所
得
税
法
第
二
三
条
一
項
、
所
得
税
法
第
二
四
条
一
項
、
所
得
税
法
第
一
八
一
条
、
法
人
税
法
第
―
二
条
。

(186)

ペ
イ
ス
ル
ー
型
ビ
ー
ク
ル
と
は
、

S
P
C
等
の
よ
う
に
フ
ァ
ン
ド
段
階
で
法
人
税
が
課
さ
れ
る
が
、
九
0
％
以
上
を
投
資
家
に
配
当
す
る
こ
と

で
損
金
算
入
が
認
め
ら
れ
て
導
管
的
に
扱
わ
れ
る
も
の
を
い
う
。

(
1
8
7
)
租
税
特
別
措
置
法
第
六
七
条
の
一
五
゜

(
1
8
8
)
租
税
特
別
措
置
法
第
六
七
条
の
一
四
゜

(
1
8
9
)
法
人
税
法
第
二
条
。

(
1
9
0
)
法
人
税
法
第
七
条
の
二
。

(191)

所
得
税
法
第
一
六
九
条
一
項
二
号
、
一
七

0
条
、
租
税
特
別
措
置
法
第
八
条
の
二
第
三
項
。

(192)

所
得
税
法
第
一
七
六
条
二
項
。

(193)

い
わ
ゆ
る

h
y
b
r
i
d
e
n
t
i
t
y

及
び
r
e
v
e
r
s
e
h
y
b
r
i
d
 e
n
t
i
t
y

の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
合
衆
国
は
最
終
規
則
を
公
表
し
て
お
り
、

あ
る
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
つ
い
て
条
約
相
手
国
と
合
衆
国
の
性
質
決
定
が
異
な
る
場
合
に
は
、
合
衆
国
側
の
基
準
で
判
断
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

T
r
e
a
s
.
 R
e
g
.
 §
1
.
 8
9
4
 ,l
．
な
お
、
暫
定
規
則
に
つ
い
て
は
、
川
端
康
之
（
金
子
古
稀
）
前
掲
注

(170)
三
八
一
ー
三
九
一
頁
を
参
照
せ
よ
。

(
1
9
4
)
我
が
国
の
租
税
条
約
で
、
国
内
法
と
条
約
の
二
重
免
除
が
あ
る
場
合
に
、
条
約
上
の
免
除
を
制
限
し
た
も
の
と
し
て
、
日
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
租
税

条
約
第
二
二
条
二
項
と

H
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
租
税
条
約
第
二
五
条
が
あ
る
。
村
井
正
・
前
掲
注
(
1
4
1
)
。

(
1
9
5
)
筒
井
順
二
•
前
掲
注
(
1
2
4
)
―
二
頁
。

(
1
9
6
)
大
和
住
銀
投
信
投
資
顧
問
投
信
部
門
編
『
私
募
投
信
入
門
」

三
四
三

（
一
五
三
五
）




